
福津市国民保護計画（目次）新旧対照表 

新 旧 

 

 

 

～福津市まちづくり計画～ 

 

 

福津市国民保護計画 

 

 

令和８年 月 

 

福 津 市 

 

 

 

 

 

～福津市まちづくり計画～ 

 

 

福津市国民保護計画 

 

 

平成１９年３月 

 

福 津 市 

 

 



2 

目次 

 

第１編  総  論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

第１章 福津市の責務、計画の位置づけ、構成等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

１ 計画の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

２ 市の責務及び福津市国民保護計画の位置づけ・・・・・・・・・・・・・１ 

３ 市国民保護計画の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

４ 用語の意義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

５ 市国民保護計画の見直し、変更手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 

第２章 国民保護措置に関する基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

 

第３章 関係機関の事務又は業務の大綱等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

 

第４章 市の地理的、社会的特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

目次 

 

第１編  総  論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

第１章 福津市の責務、計画の位置づけ、構成等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

       （新設） 

１ 市の責務及び福津市国民保護計画の位置づけ・・・・・・・・・・・・・１ 

２ 市国民保護計画の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

３ 用語の意義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

４ 市国民保護計画の見直し、変更手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 

第２章 国民保護措置に関する基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

 

第３章 関係機関の事務又は業務の大綱等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

 

第４章 市の地理的、社会的特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 
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第５章 市国民保護計画が対象とする事態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ 

１ 武力攻撃事態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ 

２ 緊急対処事態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

 

第２編 平素からの備えや予防・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６ 

  

第１章 組織・体制の整備等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６ 

 第１ 市における組織・体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６ 

１ 市の各部課室局における平素の業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６ 

２  市職員の参集基準等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７ 

３ 消防機関の体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８ 

４ 国民の権利利益の救済に係る手続等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９ 

 第２ 関係機関との連携体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０ 

１ 基本的考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０ 

２ 県との連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０ 

３ 近接市町村・消防本部との連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０ 

第５章 市国民保護計画が対象とする事態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

１ 武力攻撃事態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

２ 緊急対処事態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

 

第２編 平素からの備えや予防・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

  

第１章 組織・体制の整備等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

 第１ 市における組織・体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

１ 市の各部課室局における平素の業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

２  市職員の参集基準等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

３ 消防機関の体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

４ 国民の権利利益の救済に係る手続等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

 第２ 関係機関との連携体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７ 

１ 基本的考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７ 

２ 県との連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７ 

３ 近接市町村・消防本部との連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７ 
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４ 指定公共機関等との連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１ 

５ 自主防災組織等に対する支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１ 

 第３ 通信の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３ 

 第４ 情報収集・提供等の体制整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４ 

１ 基本的考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４ 

２ 警報等の伝達に必要な準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ 

３ 安否情報の収集、整理及び提供に必要な準備・・・・・・・・・・・・２６ 

４ 被災情報の収集・報告に必要な準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６ 

 第５ 研修及び訓練・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７ 

１ 研修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７ 

２ 訓練・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７ 

 

第２章 避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素からの備

え・・・・・２９ 

１ 避難に関する基本的事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９ 

２ 避難実施要領のパターンの作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０ 

４ 指定公共機関等との連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８ 

５ 自主防災組織等に対する支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８ 

 第３ 通信の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９ 

 第４ 情報収集・提供等の体制整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０ 

１ 基本的考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０ 

２ 警報等の伝達に必要な準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０ 

３ 安否情報の収集、整理及び提供に必要な準備・・・・・・・・・・・・２１ 

４ 被災情報の収集・報告に必要な準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２ 

 第５ 研修及び訓練・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３ 

１ 研修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３ 

２ 訓練・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３ 

 

第２章 避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素からの備

え・・・・・２５ 

１ 避難に関する基本的事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ 

２ 避難実施要領のパターンの作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６ 
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３ 救援に関する基本的事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０ 

４ 運送事業者の輸送力・輸送施設の把握等・・・・・・・・・・・・・・・・３１ 

５ 避難施設の指定への協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１ 

６ 生活関連等施設の把握等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２ 

 

第３章 物資及び資材の備蓄、整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３ 

１ 市における備蓄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３ 

２ 市が管理する施設及び設備の整備及び点検等・・・・・・・・・・・３３ 

 

第４章 国民保護に関する啓発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４ 

１ 国民保護措置に関する啓発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４ 

２ 武力攻撃事態等において住民がとるべき行動等に関する啓

発・・・・・３４ 

 

第３編 武力攻撃事態等への対処・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５ 

 

３ 救援に関する基本的事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６ 

４ 運送事業者の輸送力・輸送施設の把握等・・・・・・・・・・・・・・・・２６ 

５ 避難施設の指定への協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７ 

６ 生活関連等施設の把握等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７ 

 

第３章 物資及び資材の備蓄、整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９ 

１ 市における備蓄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９ 

２ 市が管理する施設及び設備の整備及び点検等・・・・・・・・・・・２９ 

 

第４章 国民保護に関する啓発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０ 

１ 国民保護措置に関する啓発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０ 

２ 武力攻撃事態等において住民がとるべき行動等に関する啓

発・・・・・３０ 

 

第３編 武力攻撃事態等への対処・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１ 
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第１章 初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５ 

１ 国民保護対策準備室の設置及び初動措置・・・・・・・・・・・・・・・３５ 

２ 武力攻撃等の兆候に関する連絡があった場合の対応・・・・・・３７ 

 

第２章 市対策本部の設置等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８ 

１ 市対策本部の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９ 

２ 通信の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５ 

 

第３章 関係機関相互の連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６ 

１ 国・県の対策本部との連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６ 

２ 知事、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長等への措置

要請等・・４６ 

３ 自衛隊の部隊等の派遣要請の求め等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６ 

４ 他の市町村長等に対する応援の要求、事務の委託・・・・・・・・４７ 

５ 指定行政機関の長等に対する職員の派遣要請・・・・・・・・・・・４７ 

６ 市の行う応援等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４７ 

第１章 初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１ 

１ 国民保護対策準備室の設置及び初動措置・・・・・・・・・・・・・・・３１ 

２ 武力攻撃等の兆候に関する連絡があった場合の対応・・・・・・３２ 

 

第２章 市対策本部の設置等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３ 

１ 市対策本部の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３ 

２ 通信の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８ 

 

第３章 関係機関相互の連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９ 

１ 国・県の対策本部との連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９ 

２ 知事、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長等への措置

要請等・・３９ 

３ 自衛隊の部隊等の派遣要請の求め等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９ 

４ 他の市町村長等に対する応援の要求、事務の委託・・・・・・・・４０ 

５ 指定行政機関の長等に対する職員の派遣要請・・・・・・・・・・・４０ 

６ 市の行う応援等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０ 
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７ 自主防災組織等に対する支援等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４８ 

８ 住民への協力要請・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４８ 

 

第４章 警報及び避難の指示等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４９ 

 第１ 警報の伝達等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４９ 

１ 警報の内容の伝達等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４９ 

２ 警報の内容の伝達方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０ 

３ 緊急通報の伝達及び通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５２ 

 第２ 避難住民の誘導等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５３ 

１ 避難の指示の通知・伝達・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５３ 

２ 避難実施要領の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５４ 

３ 避難住民の誘導・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５８ 

４ 避難の方法の基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６０ 

５ 各事態での避難の方法の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６１ 

 

第５章 救援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６３ 

７ ボランティア団体等に対する支援等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１ 

８ 住民への協力要請・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１ 

 

第４章 警報及び避難の指示等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２ 

 第１ 警報の伝達等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２ 

１ 警報の内容の伝達等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２ 

２ 警報の内容の伝達方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２ 

３ 緊急通報の伝達及び通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４ 

 第２ 避難住民の誘導等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５ 

１ 避難の指示の通知・伝達・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５ 

２ 避難実施要領の策定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５ 

３ 避難住民の誘導・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４７ 

（新設） 

（新設） 

 

第５章 救援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５３ 
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１ 救援の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６３ 

２ 関係機関との連携・協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６３ 

３ 救援の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６４ 

 

第６章 安否情報の収集・提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６５ 

１ 安否情報の収集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６５ 

２ 県に対する報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６５ 

３ 安否情報の照会に対する回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６６ 

４ 日本赤十字社に対する協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６６ 

 

第７章 武力攻撃災害への対処・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６７ 

 第１ 武力攻撃災害への対処・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６７ 

   １ 武力攻撃災害への対処の基本的考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６７ 

２ 武力攻撃災害の兆候の通報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６７ 

 第２ 応急措置等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６８ 

１ 退避の指示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６８ 

１ 救援の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５３ 

２ 関係機関との連携・協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５３ 

３ 救援の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５４ 

 

第６章 安否情報の収集・提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５５ 

１ 安否情報の収集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５５ 

２ 県に対する報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５５ 

３ 安否情報の照会に対する回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５６ 

４ 日本赤十字社に対する協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５６ 

 

第７章 武力攻撃災害への対処・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５７ 

 第１ 武力攻撃災害への対処・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５７ 

   １ 武力攻撃災害への対処の基本的考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５７ 

２ 武力攻撃災害の兆候の通報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５７ 

 第２ 応急措置等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５８ 

１ 退避の指示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５８ 
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２ 警戒区域の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９ 

３ 応急公用負担等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７０ 

４ 消防に関する措置等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７０ 

第３ 生活関連等施設における災害への対処等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７２ 

  １ 生活関連等施設の安全確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７２ 

２ 危険物質等に係る武力攻撃災害の防止及び防除・・・・・・・・・７２ 

 第４ 武力攻撃原子力災害及びＮＢＣ攻撃による災害への対処等・・・・・７３ 

１ 武力攻撃原子力災害への対処・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７３ 

２ ＮＢＣ攻撃による災害への対処・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７４ 

 

第８章 被災情報の収集及び報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７７ 

 

第９章 保健衛生の確保その他の措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７８ 

１ 保健衛生の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７８ 

２ 廃棄物の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７８ 

３ 文化財の保護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７９ 

２ 警戒区域の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５９ 

３ 応急公用負担等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６０ 

４ 消防に関する措置等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６０ 

第３ 生活関連等施設における災害への対処等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６２ 

  １ 生活関連等施設の安全確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６２ 

２ 危険物質等に係る武力攻撃災害の防止及び防除・・・・・・・・・６２ 

 第４ 武力攻撃原子力災害及びＮＢＣ攻撃による災害への対処等・・・・・６４ 

１ 武力攻撃原子力災害への対処・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６４ 

２ ＮＢＣ攻撃による災害への対処・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６５ 

 

第８章 被災情報の収集及び報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６８ 

 

第９章 保健衛生の確保その他の措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９ 

１ 保健衛生の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９ 

２ 廃棄物の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９ 

３ 文化財の保護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７０ 
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第10章 国民生活の安定に関する措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８０ 

１ 生活関連物資等の価格安定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８０ 

２ 避難住民等の生活安定等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８０ 

３ 生活基盤等の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８０ 

 

第11章 特殊標章等の交付及び管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８１ 

 

第４編 復旧等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８３ 

 

第１章 応急の復旧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８３ 

１ 基本的考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８３ 

２ 公共的施設の応急の復旧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８３ 

 

第２章 武力攻撃災害の復旧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８４ 

 

第３章 国民保護措置に要した費用の支弁等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８５ 

第10章 国民生活の安定に関する措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７１ 

１ 生活関連物資等の価格安定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７１ 

２ 避難住民等の生活安定等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７１ 

３ 生活基盤等の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７１ 

 

第11章 特殊標章等の交付及び管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７２ 

 

第４編 復旧等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７４ 

 

第１章 応急の復旧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７４ 

１ 基本的考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７４ 

２ 公共的施設の応急の復旧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７４ 

 

第２章 武力攻撃災害の復旧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７５ 

 

第３章 国民保護措置に要した費用の支弁等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７６ 
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１ 国民保護措置に要した費用の支弁、国への負担金の請

求・・・・・・・８５ 

２ 損失補償及び損害補償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８５ 

３ 総合調整及び指示に係る損失の補てん・・・・・・・・・・・・・・・・・・８５ 

  

第５編 緊急対処事態への対処・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８６ 

１ 緊急対処事態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８６ 

２ 緊急対処事態における警報の通知及び伝達・・・・・・・・・・・・・８６ 

 

資料編・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８７ 

 

１  国民保護措置に要した費用の支弁、国への負担金の請

求・・・・・・・７６ 

２ 損失補償及び損害補償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７６ 

３ 総合調整及び指示に係る損失の補てん・・・・・・・・・・・・・・・・・・７６ 

  

第５編 緊急対処事態への対処・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７７ 

１ 緊急対処事態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７７ 

２ 緊急対処事態における警報の通知及び伝達・・・・・・・・・・・・・・７７ 

 

資料編・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７８ 
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福津市国民保護計画新旧対照表 

新 旧 

第１編  

第１章 福津市の責務、計画の位置づけ、構成等  

 １ 計画の目的 

  市国民保護計画は、武力攻撃事態等から住民の生命、身体及び財産

を保護し、住民の生活や経済への影響が最小となるよう、住民の避難、

避難住民等の救護、武力攻撃災害への対処などの保護措置を的確かつ

迅速に実施することを目的とする。 

２ 市の責務及び市国民保護計画の位置づけ 

 

(1) 市の責務 

  略 

 

(2) 市国民保護計画の位置づけ 

   略 

 

 

(3) 市国民保護計画に定める事項 

    市国民保護計画においては、国民保護法第３５条第２項各号に

掲げる事項について定める。 

①市の区域に係る国民保護措置の総合的な推進に関する事項 

②市が実施する国民保護措置に関する事項 

③国民の保護のための訓練並びに物資及び資材の備蓄に関する

事項 

④国民の保護のための体制に関する事項 

⑤他の地方公共団体その他関係機関との連携に関する事項 

⑥その他市長が必要と認める事項 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

１ 市の責務及び市国民保護計画の位置づけ 

 

(1) 市の責務 

  略 

 

(2) 市国民保護計画の位置づけ 

   略 

 

 

(3) 市国民保護計画に定める事項 

        市国民保護計画においては、その区域に係る国民保護措置の

総合的な推進に関する事項、市が実施する国民保護措置に関する

事項等国民保護法第３５条第２項各号に掲げる事項について定め

る。 
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２ 市国民保護計画の構成 

（略） 

３ 用語の意義 

 

  この計画における主な用語の意義は、資料編に記述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 市国民保護計画の構成 

（略） 

３ 用語の意義 

 

   この計画における主な用語の意義は、次のとおりとする。 

用語  意義 

 武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。 

 武力攻撃事態 武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発

生する明白な危険が切迫していると認められ

るに至った事態をいう。 

 武力攻撃予測事態 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊

迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をい

う。 

 武力攻撃事態等 武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。 

 緊急対処事態 武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数

の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該

行為が発生する明白な危険が切迫していると

認められるに至った事態で、国家として緊急に

対処することが必要なものをいう。 

 ＮＢＣ攻撃 武力攻撃のうち、核兵器（Ｎuclear weapons）、

生物兵器（Ｂiological weapons）又は化学兵器

（Ｃhemical weapons）による攻撃をいう。 

 武力攻撃災害 武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死

亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出そ

の他の人的又は物的災害をいう。 

 武力攻撃原子力災害 武力攻撃に伴って原子力事業所外（事業所外

運搬の場合にあっては、運搬に使用する容器

外）へ放出される放射性物質または放射線によ

る被害をいう。 

【避難、救援関連】 

 用語  意義 

 要避難地域 住民の避難が必要な地域をいう。 
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 避難先地域 住民の避難先となる地域（住民の避難の経路

となる地域を含む。）をいう。 

 緊急物資 避難住民等の救援に必要な物資及び資材そ

の他国民保護措置の実施に当たって必要な物

資及び資材をいう。 

 避難住民等 避難住民及び武力攻撃災害による被災者を

いう。 

 災害時要援護者 必要な情報の収集や、安全な場所への避難な

ど災害時の行動についてハンディを抱えている

人々をいい、寝たきり等の高齢者、障害者（児）、

乳幼児などを指す。 

 

【関係機関、施設関連】 

 用語  意義 

 指定行政機関 次に掲げる機関で、武力攻撃事態等における

我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全

の確保に関する法律施行令（平成１５年政令第

２５２号。以下「事態対処法施行令」という。）

で定めるものをいう。 

１ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法（平

成１１年法律第８９号）第４９条第１項

及び第２項に規定する機関並びに国家行

政組織法（昭和２３年法律第１２０号）第

３条第２項に規定する機関 

２ 内閣府設置法第３７条及び第５４条並

びに宮内庁法（昭和２２年法律第７０号）

第１６条第１項並びに国家行政組織法第

８条に規定する機関 

３ 内閣府設置法第３９条及び第５５条並

びに宮内庁法第１６条第２項並びに国家

行政組織法第８条の２に規定する機関 

４ 内閣府設置法第４０条及び第５６条並

びに国家行政組織法第８条の３に規定す
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４ 市国民保護計画の見直し、変更手続 

 （略） 

 

る機関 

 指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局（内閣府設置法

第４３条及び第５７条（宮内庁法第１８条第１

項において準用する場合を含む。）並びに宮内

庁法第１７条第１項並びに国家行政組織法第

９条の地方支分部局をいう。）その他の国の地

方行政機関で、事態対 処法施行令で定めるも

のをいう。 

 指定公共機関  独立行政法人（独立行政法人通則法（平成１

１年法律第１０３号）第２条第１項に規定する独

立行政法人をいう。）、日本銀行、日本赤十字社、

日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガ

ス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人

で、事態対処法 施行令で定めるものをいう。 

 指定地方公共機関 県の区域において電気、ガス、輸送、通信、

医療その他の公益的事業を営む法人、地方道路

公社（地方道路公社法（昭和４５年法律第８２

号）第１条の地方道路公社をいう。）その他の

公共的施設を管理する法人及び地方独立行政

法人（地方独立行政法人法（平成１５年法律第

１１８号）第２条第１項の地方独立行政法人を

いう。）で、あらかじめ当該法人の意見を聴い

て知事が指定するものをいう。 

 緊急消防援助隊 消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第

４５条第１項に規定する緊急消防援助隊をい

う。 

生活関連等施設 国民保護法第１０２条第１項に規定する生活

関連等施設（発電所、ガスホルダー等）をいう。 

  

 

４ 市国民保護計画の見直し、変更手続 

 （略） 
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第２章 国民保護措置に関する基本方針 第２章 国民保護措置に関する基本方針 

１ 基本的人権の尊重 

市は、国民保護措置の実施に当たっては、日本国憲法の保障する国

民の自由と権利を尊重することとし、国民の自由と権利に制限が加

えられるときであっても、その制限は必要最小限のものに限り、公正

かつ適正な手続の下に行う。 

 

 

２ 国民の権利利益の迅速な救済 

略 

 

３ 国民に対する情報提供 

略 

 

４ 関係機関相互の連携協力の確保 

略 

 

５ 国民の協力 

国民保護法の規定により国民保護措置の実施のため必要があると

認めるときは、国民に対し、必要な援助について協力を要請する。こ

の場合において、国民は、その自発的な意思により、必要な協力をす

るよう努めるものとする。 

また、消防団及び自主防災組織の充実・活性化、ボランティア団体

への支援に努める。 

 

６ 高齢者、障がいのある人等への配慮及び国際人道法の的確な実施

の確保 

国民保護措置の実施に当たっては、高齢者、障がいのある人、多様

な性、外国人その他特に配慮を要する者の保護について留意する。 

また、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な

実施を確保する。 

 

１ 基本的人権の尊重 

市は、国民保護措置の実施に当たっては、基本的人権を尊重するこ

ととし、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その

制限は必要最小限のものに限り、公正かつ適正な手続の下に行う。 

 

 

   

２ 国民の権利利益の迅速な救済 

略 

 

３ 国民に対する情報提供 

略 

 

４ 関係機関相互の連携協力の確保 

略 

 

 ５ 国民の協力 

市は、国民保護法の規定により国民保護措置の実施のため必要があ

ると認めるとき は、国民に対し、必要な援助について協力を要請す

る。この場合において、国民は、その自発的な意思により、必要な協

力をするよう努めるものとする。 

また、市は、消防団及び自主防災組織の充実・活性化、ボランティ

アへの支援に努める。 

 

６ 高齢者、障害者等への配慮及び国際人道法の的確な実施の確保 

市は、国民保護措置の実施に当たっては、高齢者、障害者その他特

に配慮を要する者の保護について留意する。また、市は、国民保護措

置を実施するに当たっては、国際的な武力紛争において適用される国

際人道法の的確な実施を確保する。 
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７ 指定公共機関及び指定地方公共機関の自主性の尊重 

略 

 

８ 国民保護措置に従事する者等の安全の確保 

略 

 

９ 外国人への国民保護措置の適用 

 市は、憲法第３章に規定する国民の権利及び義務に関する規定が、

その性質上外国人に適用できないものを除き、日本に居住し、又は滞

在している外国人についても、武力攻撃災害から保護すべきことに留

意する。 

  

７ 指定公共機関及び指定地方公共機関の自主性の尊重 

略 

 

８ 国民保護措置に従事する者等の安全の確保 

略 

 

 （新設） 

第３章 関係機関の事務又は業務の大綱等 第３章 関係機関の事務又は業務の大綱等 

１ 国民保護措置の全体の仕組み 

（図略） 

 

 

 

 

２ 関係機関の事務又は業務の大綱等 

 

   市、県、指定地方行政機関及び指定公共機関並びに指定地方公共機

関は、おおむね次に掲げる業務を処理する。 

なお、関係機関の連絡先（担当部署、所在地）は資料編（関係機

関の連絡窓口）のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

※［国民保護措置の全体の仕組み］ 

（図略） 

国民保護措置について、市は、おおむね次に掲げる業務を処理する。な

お、関係機関の連絡先等は資料編「関係機関の連絡窓口」のとおり。 

 

 

 （新設） 
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【市の事務】 
機関の名称 事務又は業務の大綱 

 

 

 

 
市 

１ 国民保護計画の作成 
２ 国民保護協議会の設置、運営 
３ 国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の設置、運営 
４ 組織の整備、訓練 
５ 警報の伝達、避難実施要領の策定、避難住民の誘導、関係機関

の調整その他の住民の避難に関する措置の実施 
６ 救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救

援に関する措置の実施 
７ 退避の指示、警戒区域の設定、消防、廃棄物の処理、被災情報の

収集その他の武力攻撃災害への対処に関する措置の実施 
８ 水の安定的な供給その他の国民生活の安定に関する措置の実施 
９ 武力攻撃災害の復旧に関する措置の実施 

【消防機関の事務】 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市の事務】 
機関の名称 事務又は業務の大綱 

 

 

 

 
 福 津 

市 

１ 国民保護計画の作成 
２ 国民保護協議会の設置、運営 
３ 国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の設置、運営 
４ 組織の整備、訓練 
５ 警報の伝達、避難実施要領の策定、避難住民の誘導、関係機関の

調整その他の住民の避難に関する措置の実施 
６ 救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援

に関する措置の実施 
７ 退避の指示、警戒区域の設定、消防、廃棄物の処理、被災情報の

収集その他の武力攻撃災害への対処に関する措置の実施 
８ 水の安定的な供給その他の国民生活の安定に関する措置の実施 
９ 武力攻撃災害の復旧に関する措置の実施 

【消防機関の事務】 

（略） 
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【県】 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

県 

１ 国民保護計画の作成 

２ 国民保護協議会の設置、運営 

３ 国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の設置、運営 

４ 組織の整備、訓練 

５ 警報の追加 

６ 住民に対する避難の指示、避難住民の誘導に関する措置、

都道府県の区域を越える住民の避難に関する措置その他

の住民の避難に関する措置の実施 

７ 救護の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等

の救護に関する措置の実施 

８ 武力攻撃災害の防除及び軽減、緊急通報の発令、退避の指

示、警戒区域の設定、保健衛生の確保、被災情報の収集そ

の他の武力攻撃災害への対処に関する措置の実施 

９ 生活関連物資等の価格の安定等のための措置その他の国

民生活の安定に関する措置の実施 

10 交通規制の実施 

11 武力攻撃事態の復旧に関する措置の実施 
【指定地方行政施設】 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

九州管区警察局 

１ 管区内各県警察の国民保護措置及び相互援助の

指導・調整 

２ 他管区警察局との連携 

３ 管区内各県警察及び関係機関等からの情報収集

及び報告連絡 

４ 警察通信の確保及び統制 

九州総合通信局 

１ 電気通信事業者・放送事業者への連絡調整 

２ 電波の監督管理、監視及び無線施設の設置並び

に使用の規律に関すること 

３ 非常事態における重要通信の確保 

４ 非常通信協議会の指導育成 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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福岡財務支局 

１ 地方公共団体に対する災害融資 

２ 金融機関に対する緊急措置の指示 

３ 国有財産の無償貸付 

４ 被災施設の復旧事業費の査定の立会等 

門司税関 
１ 輸入物資の通関手続 

福岡労働局 
１ 被災者の雇用対策 

九州農政局 
１ 武力攻撃災害対策用食料及び備蓄物資の確保 

２ 農業関連施設の応急復旧 

九州森林管理局 
１ 武力攻撃事態対策用復旧用資材の調達・供給 

九州経済産業局 

１ 救援物資の円滑な供給の確保 

２ 商工鉱業の事業者の業務の正常な運営の確保 

３ 被災中小企業の振興 

九州産業保安監督部 
１ 鉱山における災害時の応急対策 

２ 危険物の保全 

九州地方整備局 

１ 被災時における直轄河川、国道等の公共土木施

設の応急復旧 

２ 港湾施設の使用に関する連絡調整 

３ 港湾施設の応急復旧 

九州運輸局 
１ 運送事業者への連絡調整 

２ 運送施設及び車両の安全保安 

大阪航空局福岡空港

事務所 

１ 飛行機使用に関する連絡調整 

２ 航空機の航行の安全確保 

航空交通管制部 １ 航空機の安全確保に係る管制上の措置 

福岡管区気象台 １ 気象状況の把握及び情報の提供 
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第七管区海上保安本

部 

１ 船舶内に在る者に対する警報及び避難措置の指

示の伝達 

２ 海上における避難住民の誘導、秩序の維持及び

安全確保 

３ 生活関連等施設の安全確保にかかる立ち入り制

限区域の指定等 

４ 海上における警戒区域に設定等及び退避の指示 

５ 海上における消火活動及び被災者の救助・救急

活動、その他の武力攻撃災害への対処に関する

措置 

九州地方環境事務所 

１ 有害物質等の発生による汚染状況の情報収集及

び提供 

２ 廃棄物処理施設等の被害状況、がれき等の廃棄

物の発生量の情報収集 

九州防衛局 
１ 所管財産（周辺財産）の使用に関する連絡調整 

２ 米軍施設内通行等に関する連絡調整 

【指定公共機関及び指定地方公共機関】 
機関の名称 事務又は業務の大綱 
災害研究機関 １ 武力攻撃災害に関する指導、助言 

放送事業者 

１ 警報及び避難の指示（警報の解除及び避

難の指示の解除を含む）の内容及び緊急

通報の内容の放送 

運送業者 
１ 避難住民の運送及び緊急物資の運送 

２ 旅客及び貨物の運送の確保 

電気通信事業者 

１ 避難施設における電話その他の通信設

備の臨時における協力 

２ 通信の確保及び国民保護措置の実施に

必要な通信の優先的取扱い 

電気事業者 １ 電気の安定的な供給 

水道事業者 

水道用水供給事業者 

工業用水道事業者 

１ 水の安定的な供給 

郵便事業を営む者 １ 郵便の確保 

病院その他の医療機関 １ 医療の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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河川管理施設、道路、港湾、

空港の管理者 

１ 河川管理施設、道路、港湾及び空港の管

理 

日本赤十字社 
１ 救護への協力 

２ 外国人の安否情報の収集、整理及び回答 

日本銀行 

１ 銀行券の発行並びに通貨及び金融の調     

  節 

２ 銀行その他の金融機関の間で行われる

資金決済の円滑な確保を通じた信用秩

序の維持 

 

 

第４章 市の地理的、社会的特徴 

（１) 地形 

市は、福岡市と北九州市の近隣に位置し、西側は玄界灘に面し

ている。平成17年1月24日に旧福間町と旧津屋崎町が合併し、人口

約56,000人、面積約52k㎡の新市として発足している。地形の特徴

としては、西部を玄海国定公園に指定された海岸線と、東部を山林

に囲まれた平地で形成される。市内を東から西に、本木山を源とす

る西郷川が、上西郷川などの支流を合わせて流下し、玄界灘へと注

いでいる。交通網は、東西にJR鹿児島本線、国道3号が延び、海岸

線と併行して国道495号が走る。 

  

(2) 気候 

市においては、対馬海流の影響を受け、気候は冬季でも比較的

温暖で準無霜地帯であり、年間降水量はおおよそ1,700ミリ前後と

なっている。 

降水量は、例年６月中旬から７月中旬に亘る梅雨期に多い。ま

た、８月から10月にかけて台風が九州に上陸することが多く、暴

第４章 市の地理的、社会的特徴 

(1) 地形 

市は、福岡市と北九州市の近隣に位置し、西側は玄界灘に面してい

る。平成17年1月24日に旧福間町と旧津屋崎町が合併し、人口約

56,000人、面積約52k㎡の新市として発足している。地形の特徴と

しては、西部を玄海国定公園に指定された海岸線と、東部を山林に

囲まれた平地で形成される。この中を本木山を源とする西郷川が、

上西郷川などの支流を合わせて市内を東から西に流下し、玄界灘へ

と注いでいる。交通網は、東西にJR鹿児島本線、国道3号が延び、

海岸線と併行して国道495号が走る。 

 

(2) 気候 

市においては、対馬海流の影響を受け、気候は冬季でも比較的温

暖で準無霜地帯であり、年間降水量はおおよそ1,700ミリ前後とな

っている。 

降水量は、例年６月中旬から７月中旬に亘る梅雨期に多い。また、

８月から10月にかけて台風が九州に上陸することが多く、暴風、高
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風、高波、大雨・洪水が発生する。 

近年は、地球温暖化の影響等により、集中豪雨の頻度が増して

いる。 

■本市の気象（平年値） 

月 

平均

気温 

（℃） 

最高

気温 

（℃） 

最低

気温 

（℃） 

平均風

速 

（m/s） 

日照時

間 

（hr） 

降水量 

（mm） 

１月 5.8 9.7 1.7 2.5 100.1 85.7 

２月 6.5 10.7 1.9 2.5 118.2 76.3 

３月 9.4 13.9 4.4 2.5 159.3 119.1 

４月 13.8 18.8 8.6 2.4 185.4 134.4 

５月 18.4 23.5 13.4 2.2 200.6 137.0 

６月 22.2 26.4 18.6 2.2 139.9 230.2 

７月 26.2 29.8 23.1 2.2 178.8 302.4 

８月 27.0 31.0 23.8 2.2 209.0 177.1 

９月 23.3 27.4 19.7 2.1 164.8 150.7 

10月 18.0 22.7 13.4 2.0 173.1 84.9 

11月 12.7 17.5 7.9 2.0 134.4 91.2 

12月 7.8 12.1 3.3 2.3 106.5 76.2 

全年 15.9 20.3 11.6 2.3 1,870.1 1,665.2 

気象庁「気象統計情報」宗像観測所 

注）統計期間は1991～2020の30年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

波、大雨・洪水が発生する。 

 

 

■本市の気象（平年値） 

月 

平均

気温 

（℃

） 

最高

気温 

（℃

） 

最低

気温 

（℃

） 

平均風

速 

（m/s） 

日照時

間 

（hr） 

降水量 

（mm） 

１月 5.4 8.9 1.4 2.5 93.0 84.7 

２月 5.6 9.3 1.4 2.6 112.9 79.1 

３月 8.7 12.7 4.1 2.4 130.0 133.7 

４月 13.3 17.9 8.2 2.3 177.4 138.4 

５月 17.6 22.4 12.7 2.0 189.3 148.9 

６月 21.7 25.6 18.0 2.0 140.4 279.1 

７月 25.5 28.9 22.5 2.1 182.4 270.8 

８月 26.4 30.1 23.1 2.0 196.2 167.1 

９月 22.5 26.4 18.9 1.9 157.0 181.9 

10月 17.1 21.7 12.4 1.9 170.3 72.8 

11月 12.1 16.7 7.3 2.0 130.2 85.0 

12月 7.4 11.6 2.9 2.3 119.0 55.3 

全年 15.3 19.3 11.1 2.2 1,799.9 1,696.8 

統計情報 宗像地域気象観測所（アメダス）    

（注）統計期間は1979～2000の22年（日照時間は1986～2000の15年） 
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(3) 人口構成の推移（国勢調査） 

本市の人口、世帯数（令和7年3月31日現在）は、69,200人、30,66

1世帯となっており、増加傾向で推移している。 

 
 

 

 

 

 

（単位 人） 
区分 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 

総人口 55,677 55,431 58,781 67,033 

 0~14歳 7,228 7,085 8,402 10,984 

15~64歳 36,186 34,005 33,451 36,478 

65歳以上 12,231 14,337 16,917 18,887 

不詳 32 4 11 684 

高齢化率 22.0 25.9 28.8 28.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 道路、鉄道、漁港の位置等 

  略 

 

 

 

(3)人口分布 

本市の人口、世帯数（平成18年3月31日現在）は、56,347人、20,837

世帯となっている。 

人口は、平成12年の55.8千人をピークに停滞しており、平成17年の国

勢調査では55.7千人で、近年横這いである。 

世帯数は、核家族化の進行及び一人暮らし老人の増加に伴い、継続的

に増加している。65歳以上の老年人口は、全体の21.8％を占め、高齢社

会であることを示すとともに、今後も高齢者が進行すると予想される。 

 

 
 

 

(4)道路、鉄道、漁港の位置等 

  略 
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第５章 市国民保護計画が対象とする事態 

 

１ 武力攻撃事態 

略 

① 着上陸侵攻 

 ア 特徴 

   一般的に国民保護措置を実施すべき地域が広範囲になると

ともに、その期間も比較的長期に及ぶことが予想される。また、

国が敵国による船舶、戦闘機の集結の状況、我が国への侵攻す

る船舶等の方向等を勘案して、武力攻撃予測事態において住民

の避難の指示を行うことも予想される。 

   船舶により上陸を行う場合は、上陸用の小型船舶等が接岸容

易な地形を有する市沿岸部一帯が当初の侵攻目標となりやす

いと考えられる。また、状況により、南北に延びる福間海岸や

津屋崎海岸、勝浦海岸に直接上陸することも考えられる。 

   着上陸侵攻の場合、侵攻に先立ち航空機などによる攻撃が実

施される可能性が高いと考えられる。 

   侵攻に伴い、爆弾、砲弾等による家屋、施設等の破壊、火災

等が考えられ、攻撃目標となる施設の種類によっては、二次災

害の発生が想定される。 

イ 留意点 

   長い海岸を有するわが市においては、侵攻目標となりやすい

地域であるため、当該地域の住民の避難に当たっては、混乱の

防止に留意しつつ、先行的に避難させることが必要となる。 

   避難に当たっては、沿岸部からの影響が及ばない県南部、九

州南部又は本州方面への避難が必要となる。 

 

② ゲリラや特殊部隊による攻撃 

ア 特徴 

     警察、自衛隊等による監視活動等により、その兆候の早期発見

に努めることとなるが、敵もその行動を秘匿するためあらゆる手

段を使用することが想定されることから、事前にその活動を予測

あるいは察知できず、突発的に被害が生ずることも考えられる。 

第５章 市国民保護計画が対象とする事態 

 

１ 武力攻撃事態 

略 

① 着上陸侵攻 

ア 特徴 

   一般的に国民保護措置を実施すべき地域が広範囲になるとと

もに、その期間も比較的長期に及ぶことが予想される。また、国

が敵国による船舶、戦闘機の集結の状況、我が国への侵攻する船

舶等の方向等を勘案して、武力攻撃予測事態において住民の避

難の指示を行うことも予想される。 

   船舶により上陸を行う場合は、上陸用の小型船舶等が接岸容

易な地形を有する市沿岸部一帯が当初の侵攻目標となりやすい

と考えられる。また、状況により、港湾施設が充実している福間

漁港及び津屋崎漁港を含む海岸に直接上陸することも考えられ

る。 

 

   侵攻に伴い、爆弾、砲弾等による家屋、施設等の破壊、火災等

が考えられ、攻撃目標となる施設の種類によっては、二次被害の

発生が予想される。 

イ 留意点 

   市は、人口の密集した地域が当初の侵攻目標となりやすい沿

岸部にあり、当該地域の住民の避難に当たっては、混乱の防止に

留意しつつ、先行的に避難させることが必要となる。 

      避難に当たっては、沿岸部からの影響が及ばない方面への避

難が必要となる。 

 

② ゲリラや特殊部隊による攻撃 

ア 特徴 

     警察、自衛隊等による監視活動等により、その兆候の早期発見

に努めることとなるが、敵もその行動を秘匿するためあらゆる手

段を使用することが想定されることから、事前にその活動を予測

あるいは察知できず、突発的に被害が生ずることも考えられる。
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     そのため、市役所等の政治経済の中核施設、マスコミ等の情報

関連施設、港湾、鉄道等の生活関連施設、主要道路及びトンネル

等の交通関連施設、大規模集客施設などに対する注意が必要であ

る。 

     少人数のグループにより行われるため使用可能な武器も限定

されることから、主な被害は施設の破壊等が考えられる。したが

って、被害の範囲は比較的狭い範囲に限定されるのが一般的であ

るが、攻撃目標となる施設によっては、二次被害の発生も想定さ

れ、被害の範囲が拡大する恐れがある。 

 

   イ 留意点 

     危害が及ぶ範囲は限定されることから、危害が住民に及ぶおそ

れがある地域においては、市（消防機関を含む。）と県、県警察、

海上保安庁及び自衛隊が連携し、武力攻撃の態様に応じて、近隣

の堅ろうな建築物等に退避させるなど一時避難させ、その後、関

係機関が安全の措置を講じつつ適当な避難場所に移動させる等

適切な対応を行う。 

     また、事態の状況により、市長の退避の指示又は警戒区域の設

定など時宜に応じた措置を行うことが必要である。 

 

  ③ 弾道ミサイル攻撃 

    略 

  

④ 航空攻撃 

略 

 

２ 緊急対処事態 

 

 緊急対処事態とは、武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて、多数の

人を殺傷する行為が発生した事態、又は発生する明白な危険が切迫し

ていると認められる事態で、国家として緊急に対処することが必要な

事態であり、以下に掲げる事態を対象として想定される。 

なお、これらの事態は、複合して起こることも考えられる。 

そのため市役所等の中枢施設、主要道路等の交通関連施設などに

対する注意が必要である。 

 

 

     少人数のグループにより行われるため使用可能な武器も限定さ

れることから、主な被害は施設の破壊等が考えられる。したがっ

て、被害の範囲は比較的狭い範囲に限定されるのが一般的である

が、攻撃目標となる施設によっては、二次被害の発生も想定され

る。 

 

イ 留意点 

     危害が及ぶ範囲は限定されることから、危害が住民に及ぶおそ

れがある地域においては、市（消防機関を含む。）と県、県警察、

海上保安庁及び自衛隊が連携し、武力攻撃の態様に応じて、近隣

の堅ろうな建築物等に退避させるなど一時避難させ、その後、関

係機関が安全の措置を講じつつ適当な避難場所に移動させる等適

切な対応を行う。 

     また、事態の状況により、市長の退避の指示又は警戒区域の設

定など時宜に応じた措置を行うことが必要である。 

 

  ③ 弾道ミサイル攻撃 

    略 

 

④ 航空攻撃 

略 

 

２ 緊急対処事態 

 

 市国民保護計画においては、緊急対処事態として、県国民保護計画

において想定されている事態を対象とする。 

 

 

なお、これらの事態は、複合して起こることも考えられる。 
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 (1) 攻撃対象施設等による分類 

① 危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃が行われ

る事態 

ア 事態例 

○石油コンビナート・可燃性ガス貯蔵施設等の爆破 

○危険物積載船への攻撃 

○放射性物質取扱施設等の破壊 

○ダム等の破壊 

    イ 被害の概要 

     ○石油コンビナート・可燃性ガス貯蔵施設等の爆破 

      ・爆発及び火災の発生により住民に被害が発生するとともに、

建物、ライフライン等が被災し社会経済活動に支障が生ず

る。 

     ○危険物積載船が攻撃を受けた場合の主な被害 

      ・危険物の拡散による沿岸住民への被害が発生するとともに、

港湾及び航路の閉塞、海洋資源の汚染等社会活動に支障が

生ずる。 

     ○放射性物質取扱施設等が攻撃を受けた場合の主な被害 

      ・放射性物質等が放出され、周辺住民は汚染され、又は被ば

くする。 

      ・飲食物が汚染された場合、それを摂取した住民が汚染され、

又は被ばくする。 

     ○ダム等の破壊 

      ・ダム等が破壊された場合には、下流に及ぼす被害は多大な

ものとなる。 

    ウ 留意点 

   石油コンビナート等で事態が発生した場合は、被害が広

範囲に渡って拡大することも想定した退避等が必要とな

る。 

   攻撃により拡散等をした危険物の種類により、二次被害

の防止を図るなど多様な対応が必要となる。 

 

 

(1) 攻撃対象施設等による分類 

① 危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃が行われ

る事態 

原子力事業所等の破壊、石油コンビナート・可燃性ガス貯

蔵施設等の爆破、危険物積載船への攻撃、ダムの破壊 
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② 多数の人が集合する施設、大量輸送機関等に対する攻撃が行

われる事態 

大規模集客施設・ターミナル駅等の爆破、列車等の爆破 

 

(2) 攻撃手段による分類 

① 多数の人を殺傷する特性を有する物質等による攻撃が行われ

る事態 

ア 事態例 

 ・ダーティーボム（爆薬と放射性物質を組み合わせたもの）

等の爆発による放射能の拡散 

 ・炭痘菌等生物剤の航空機等による大量散布 

 ・市街地等におけるサリン痘化学剤の大量散布 

 ・水源地に対する毒素等の混入 

イ 被害の概要 

 ○放射性物質等 

  ・ダーティーボムの爆発による被害は、爆弾の破片及び飛

び散った物体による被害並びに熱及び炎による被害等で

ある。 

  ・ダーティーボムの放射線によって正常な細胞機能が攪乱

されると、後年、がんを発症する可能性がある。 

  ・小型核爆弾の特徴については、基本指針に示されている

核兵器の特徴と同様である。 

 

○生物剤（毒素を含む）による攻撃 

・生物剤の特徴については、基本指針に示されている生物兵

器の特徴と同様である。 

・毒素の特徴については、基本指針に示されている化学兵器

の特徴と類似している。 

○化学剤による攻撃 

・化学剤の特徴については、基本指針に示されている化学兵

器の特徴と同様である。 

ウ 留意点 

          二次災害の発生を防止するために立ち入り禁止区域の設定

② 多数の人が集合する施設、大量輸送機関等に対する攻撃が行わ     

れる事態 

大規模集客施設・ターミナル駅等の爆破、列車等の爆破 

 

(2) 攻撃手段による分類 

① 多数の人を殺傷する特性を有する物質等による攻撃が行われ

る事態 

ダーティボム等の爆発による放射能の拡散、炭疽菌等生物剤

の航空機等による大量散布、市街地等におけるサリン等化学剤の

大量散布、水源地に対する毒素等の混入 
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を迅速に行うとともに、防護服等を有する関係機関による迅

速な救出と併せて特殊な被災状態に対応できる医療体制を

確立する必要がある。 

          核攻撃等においては、避難住民等（運送に使用する車両及

びその乗務員を含む。）の避難退域時検査及び簡易除染（福

岡県地域防災計画（原子力災害対策編）の簡易除去をいう。

以下同じ）その他放射性物質による汚染の拡大を防止するた

め必要な措置を講ずる必要がある。 

          消防機関及び県警察による対応では不十分であることが想

定されるため、事態発生後速やかに自衛隊への協力要請を検

討する必要がある。 

          原因物質を特定するために関係機関の連携体制を確立する

必要がある。 

 

② 破壊の手段として交通機関を用いた攻撃等が行われる事態 

ア 事態例 

○航空機等による多数の死傷者を伴う自爆テロ 

イ 被害の概要 

・主な被害は施設の破壊に伴う人的被害であり、施設の規模に

よって被害の大きさが変わる。 

・攻撃目標の施設が破壊された場合、周辺への被害も予想され

る。 

・爆発、火災等の発生により住民に被害は発生するとともに、

建物、ライフライン等が被災し、社会経済活動に支障が生じ

る。 

ウ 留意点 

多数の被災者が発生するため、関係機関による迅速な救出・

医療体制を確立する必要がある。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 破壊の手段として交通機関を用いた攻撃等が行われる事態 

航空機等による多数の死傷者を伴う自爆テロ、弾道ミサイル等

の飛来 

 

※ 上記の事態例の特徴等については、基本指針及び県国民保護計画

に記述している。 
 



30 

第２編 平素からの備えや予防  

第１章 組織・体制の整備等 

 

 第１ 市における組織・体制の整備 

  市は、国民保護措置の実施に必要な組織及び体制、職員の配置及び服

務基準等の整備を図るため、各部局における平素の業務、職員の参集基

準等について定める。 

 

 

 １ 市の各部課室局における平素の業務 

  

市の各部課室局は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、そ

の準備に係る業務を行う。 

 

 【市の各部課室局における平素の業務】 
部局名 平素の業務 

各部・局等共通 ・県及び関係する近隣市町村並びに指定公共交通機関

からの情報収集、連絡調整に関すること 

・所管する市有施設の管理に関すること 

・住民の避難誘導に関すること 

・安否情報の収集に関すること 

・住民に対する警報の内容の伝達及び緊急通報の内容

に関すること 

第１章 組織・体制の整備等 

 

 第１ 市における組織・体制の整備 

市は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、国民保護措置の実

施に必要な組織及び体制、職員の配置、所掌事務及び服務基準等の整備

を図る必要があることから、以下のとおり、各部局における平素の業

務、職員の参集基準等について定める。 

 

１ 市の各部課室局における平素の業務 

  

市の各部課室局は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、そ

の準備に係る業務を行う。 

  

【市の各部課室局における平素の業務】 
部局名 平素の業務 

総合政策部 

監査事務局 

議会事務局 

行政経営推進室 

会計課 

生活安全課 

・国民保護協議会の運営に関すること 

・自衛隊及び関係機関との連絡調整に関すること 

・避難施設の指定の協力に関すること 

・市国民保護対策本部に関すること 

・避難実施要領の策定に関すること 

・住民の避難誘導等に関すること 

・物資及び資材の備蓄等に関すること 

・自主防災組織との連絡調整に関すること 

・国民保護措置等の訓練に関すること 

・警報等の伝達体制の整備に関すること 

・備蓄物資の整備に関すること 

・食料の供給に関すること 

・避難施設の運営体制の整備に関すること 

 市民部 ・避難住民及び救援物資の運送に関すること 

・安否情報の収集体制の整備に関すること 

・住民に対する警報の内容の伝達及び緊急通報の内容の

伝達に関すること 

・人権に係る市民啓発に関すること 
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総務部 ・国民保護協議会の運営に関すること 

・市国民保護対策本部に関すること 

・避難実施要領の作成に関すること 

・物資及び資材の備蓄等に関すること 

・自衛隊及び関係機関との連絡調整体制に関すること 

・自主防災組織との連絡調整体制に関すること 

・国民保護に係る啓発及び訓練に関すること 

・特殊標章等の交付、許可に関すること 

・市国民保護対策本部要員の動員・配備体制に関するこ

と 

・被災情報の総合的収集体制に関すること 

・通信の確保に関すること 

・日用品その他の物資調達体制に関すること 

・食料の供給に関すること 

・市庁舎管理に関すること 

・車両の運行に関すること 

議会事務局 ・災害に対する議会活動に関すること 

監査事務局 ・市国民保護対策本部の支援に関すること 

経営企画部 

会計課 

・財政措置に関すること 

・義援金品の配分体制に関すること 

市民生活部 ・避難施設運営の統括に関すること 

・避難住民及び救護物資の運送に関すること 

・人権に係る市民啓発に関すること 

・郷づくり、自治会との連絡調整に関すること 

・家屋被災調査体制に関すること 

教育部 

こども家庭部 

・児童、生徒等の安全確保に関すること 

・小学校・中学校等への警報等の伝達体制の整備に関す

ること 

・保育所、幼稚園等への警報等の伝達体制の整備に関す

ること 

・幼児、園児等の安全確保に関すること 

・文化財の保護に関すること 

・社会教育施設管理に関すること 

健康福祉部 ・要配慮者の状況把握及び支援策に関すること 

・社会福祉協議会、ボランティア団体等との連絡調整に

関すること 

・医療、医薬品等に関すること 

 健康福祉部 ・高齢者、障害者その他特に配慮を要する者の安全確保

及び支援体制の整備に関すること 

・医療、医薬品等の供給体制の整備に関すること 

・保健衛生に関すること 

・赤十字標章の交付、許可に関すること 

・遺体の措置及び埋葬に関すること 

 地域生活部 

 農業委員会事務局 

 

・廃棄物処理に関すること 

・ボランティア等の支援に関わる総合調整に関すること 

・労働関係団体等との連絡調整に関すること 

・ボランティア等に対する情報提供に関すること 

・商工団体、機関との連絡調整に関すること 

・トラックその他の物資運送手段に対する支援要請体制 

・農業団体との連絡調整に関すること 

・林業、水産業団体との連絡調整に関すること 

・林道状況の把握、対策に関すること 

・治山施設の状況把握、対策に関すること 

・漁港施設、海岸状況の把握、対策に関すること 

・漁船等による運送に係る連絡調整に関すること 

・漂流物等に係る情報収集に関すること 

都市整備部 

水道課 

・土木関係団体との連絡調整に関すること 

・道路状況の把握、対策に関すること 

・河川、ダム状況の把握、対策に関すること 

・砂防施設等の把握、対策に関すること 

・公園緑地施設の把握、対策に関すること 

・建設業協会との連絡調整に関すること 

・建築物の危険度調査に関すること 

教育部 ・市立学校等への警報等の伝達体制の整備に関すること 

 消防団 ・住民の避難誘導に関すること 
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都市整備部 ・下水道施設の把握、対策に関すること 

・道路、公園等の管理並びに復旧に関すること 

・国道及び県道の管理者、市道占用関係機関との連絡調

整に関すること 

・交通規制等に係る県警察との連絡調整に関すること 

・コミュニティバスの運行等に関すること 

・建設関係団体等との連絡調整に関すること 

・宗像地区事務組合との連携・調整に関すること 

経済産業部 ・遺体の埋火葬に関すること 

・廃棄物処理に関すること 

・環境保全体制に関すること 

 

２  市職員の参集基準等 

 （略） 

 

 【職員参集基準】    

体    制 参 集 基 準 

①情報収集体制 危機管理課職員が参集 

②市国民保護対策準備室体制 国民保護対策準備室を構成する各部

局の職員が本庁に参集 

なお、事態の状況に応じ、職員を増

員 

③市国民保護対策本部体制 全ての市職員が本庁又は出先機関等

に参集 

 

【事態の状況に応じた初動体制の確立】                                    

事態の状況 体制の判断基準 体制 

事態認定前 
情報収集等、市としての対応が必要な場合 ① 

市の各部局での対応が必要な場合 ② 

事態認定後 

市国民保護対策本部設置の通

知がない場合 

情報収集等、市とし

ての対応が必要な

場合 

① 

市の各部局での対

応が必要な場合 
② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  市職員の参集基準等 

 （略） 

 

【職員参集基準】    

体    制 参 集 基 準 

①担当課体制 生活安全課職員が参集 

②国民保護対策準備室体制 原則として、市国民保護対策本部体制に

準じて職員の参集を行うが、具体的な参

集基準は、個別の事態の状況に応じ、そ

の都度判断 

③市国民保護対策本部体制 全ての市職員が本庁又は出先機関等に

参集 

 

【事態の状況に応じた初動体制の確立】                                    

事態の状況 体制の判断基準 体制 

事態認定前 

市の全部課室局での対応は不要だが、情報収集等

の対応が必要な場合 
① 

市の全部課室局での対応が必要な場合（現場から

の情報により多数の人を殺傷する行為等の事案

の発生を把握した場合） 

② 

事態認定後 
市国民保護

対策本部設

市の全部課室局での対応は不要だ

が、情報収集等の対応が必要な場合 
① 
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市国民保護対策本部設置の通知を受けた場合 ③ 

 

 

 

 

 

 

(4) 幹部職員等への連絡手段の確保 

市の幹部職員及び国民保護担当職員は、常時、参集時の連絡手

段として、携帯電話等を携行し、電話・メール等による連絡手段

を確保する。 

また、市は、県と連携し、消防団に対する国民保護措置につい

て研修を実施するとともに、国民保護措置に関する訓練に消防団

を参加させるよう配慮する。 

 

(5) 幹部職員等の参集が困難な場合の対応 

市の幹部職員及び国民保護担当職員が、交通の途絶、職員の被

災などにより参集が困難な場合等も想定し、あらかじめ、参集予

定職員の次席の職員を代替職員として参集させるなど、事態の状

況に応じた職員の参集手段を確保する。 

 なお、市対策本部長及び市対策準備室長の代替職員については、

以下のとおりとする。 

 
【市対策本部長の代替職員】 

名称 代替職員（第１順位） 代替職員（第２順位） 代替職員（第３順位） 

市長(対策本部

長) 
副市長 教育長 

総務部人事・危機管理

担当部長 

副市長(準備室

長) 
教育長 

総務部人事・危機管理

担当部長 
経営企画部長 

 

(6) 職員の配備体制等 

市は、(3)①～③の体制ごとに、参集した職員の行うべき所掌事務

を第３編第２章１(3)「福津市国民保護対策本部事務分掌表」を定め

置の通知が

ない場合 

市の全部課室局での対応が必要な場

合（現場からの情報により多数の人

を殺傷する行為等の事案の発生を把

握した場合） 

② 

市国民保護対策本部設置の通知を受けた場合 ③ 

 

 

(4) 職員への連絡手段の確保 

市の幹部職員及び国民保護担当職員は、常時、参集時の連絡手段と

して、携帯電話等を携行し、電話・メール等による連絡手段を確保す

る。 

 

 

 

 

(5) 職員の参集が困難な場合の対応 

市の幹部職員及び国民保護担当職員が、交通の途絶、職員の被災な

どにより参集が困難な場合等も想定し、あらかじめ、参集予定職員の

次席の職員を代替職員として参集させるなど、事態の状況に応じた職

員の参集手段を確保する。 

なお、市対策本部長の代替職員については、以下のとおりとする。 

 

 
【市対策本部長の代替職員】 

名称 代替職員（第１順位） 代替職員（第２順位） 代替職員（第３順位） 

市長 副市長 市民部長 総合政策部長 

 

 

 

(6) 職員の配備体制等 

市は、(3)①～③の体制ごとに、参集した職員の配備体制及び所掌事

務を定める。 
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る。 

 

 (7)交代要員等の確保 

    略 

 

３ 消防機関の体制 

(1)略 

(2)略 

（3）消防団の参集 

消防団は、武力攻撃事態等に対処するために必要な団員が迅速に

参集できる連絡体制の整備に努める。 

 

４ 国民の権利利益の救済に係る手続等 

 

(1) 国民の権利利益の迅速な救済 

市は、武力攻撃事態等の認定があった場合には、国民保護措置

の実施に伴う損失補償、国民保護措置に係る不服申立て又は訴訟

その他の国民の権利利益の救済に係る手続を迅速に処理するた

め、国民からの問い合わせに対応するための総合的な窓口を開設

する。 

また、必要に応じ外部の専門家等の協力を得ることなどにより、

国民の権利利益の救済のため迅速に対応する。 

   【国民の権利利益の救済に係る手続項目一覧】 
損失補償 

 （法第159条第1項） 
 特定物資の収用に関すること。（法第81条第2項） 

 特定物資の保管命令に関すること。（法第81条第3項） 

 土地等の使用に関すること。（法第82条） 

 応急公用負担に関すること。（法第113条第1項・5項） 

実費弁償 

（法第159条第2項） 

医療の実施の要請に関すること。（法第85条第2項） 

 損害補償 
 （法第160条） 

 国民への協力要請によるもの 
 （法第70条第1・3項、80条第1項、115条第1項、123条第1項） 

 不服申立てに関すること。（法第6条、175条） 
 訴訟に関すること。（法第6条、175条） 
※ 担当課については、危機管理課と関係課で対応する。 

 

(2) 国民の権利利益に関する文書の保存 

 略 

 

 

(7) 交代要員等の確保 

   略 

 

３ 消防機関の体制 

(1)略 

(2)略 

     （新設） 

 

 

 

４ 国民の権利利益の救済に係る手続等 

 

(1) 国民の権利利益の迅速な救済 

市は、武力攻撃事態等の認定があった場合には、国民保護措置の

実施に伴う損失補償、国民保護措置に係る不服申立て又は訴訟そ

の他の国民の権利利益の救済に係る手続を迅速に処理するため、

国民からの問い合わせに対応するための総合的な窓口を開設す

る。 

また、必要に応じ外部の専門家等の協力を得ることなどにより、

国民の権利利益の救済のため迅速に対応する。 

【国民の権利利益の救済に係る手続項目一覧】 
損失補償 

 （法第159条第1項） 
 特定物資の収用に関すること。（法第81条第2項） 

 特定物資の保管命令に関すること。（法第81条第3項） 

 土地等の使用に関すること。（法第82条） 

 応急公用負担に関すること。（法第113条第1項・5項） 

（新設） （新設） 
 損害補償 

 （法第160条） 
 国民への協力要請によるもの 
 （法第70条第1・3項、80条第1項、115条第1項、123条第1項） 

 不服申立てに関すること。（法第6条、175条） 
 訴訟に関すること。（法第6条、175条） 

  （新設） 

 

(2) 国民の権利利益に関する文書の保存 

   略 
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第２ 関係機関との連携体制の整備 

１ 基本的考え方 

  略 
２ 県との連携 

 

(1) 県の連絡先の把握等 

市は、緊急時に連絡すべき県の連絡先及び担当部署名、担当部局

名、所在地、電話番号、ＦＡＸ番号、メールアドレス等を把握する

とともに、定期的に更新を行い、国民保護措置の実施の要請等が円

滑に実施できるよう、県と必要な連携を図る。 

(2)～(4)：略 

 
３ 近接市町村・消防本部との連携 

 

(1) 他の市町村との連携 

市は、近接市町村の連絡先、担当部署等に関する最新の情報を常

に把握するとともに、近接市町村相互の国民保護計画の内容につい

て協議する機会を設けることや、防災に関し締結されている市町村

間の相互応援協定等について必要な見直しを行うこと等により、武

力攻撃災害の防御、避難の実施体制、物資及び資材の供給体制等に

おける近接市町村相互間の連携を図る。 

 

  (2)略 

 

(3) 消防本部との連携 

市は、市国民保護計画の作成等においては、宗像地区消防本部と

十分協議を行うこととする。また、市が作成する市国民保護計画で

定められた事項について、宗像地区消防本部の消防計画等に盛り込

まれるよう調整を図ることとする。 

 

  （4）緊急消防援助隊の支援体制整備 

市及び消防本部は、他の市町村の消防機関と連携して、緊急消

防援助隊による人命救助活動等が円滑に実施できるよう、その体

第２ 関係機関との連携体制の整備 

１ 基本的考え方 

  略 
２ 県との連携 

 

(1) 県の連絡先の把握等 

市は、緊急時に連絡すべき県の連絡先及び担当部署（担当部局名、

所在地、電話（ＦＡＸ）番号、メールアドレス等）について把握す

るとともに、定期的に更新を行い、国民保護措置の実施の要請等が

円滑に実施できるよう、県と必要な連携を図る。 

(2)～(4)：略 

 

３ 近接市町村・消防本部との連携 

 

(1) 近接市町村との連携 

市は、近接市町村の連絡先、担当部署等に関する最新の情報を常

に把握するとともに、近接市町村相互の国民保護計画の内容につい

て協議する機会を設けることや、防災に関し締結されている市町村

間の相互応援協定等について必要な見直しを行うこと等により、武

力攻撃災害の防御、避難の実施体制、物資及び資材の供給体制等に

おける近接市町村相互間の連携を図る。 

 

(2)略 

 

(3) 消防機関の連携体制の整備 

市は、市国民保護計画の策定等においては、宗像地区消防本部と

十分協議を行うこととする。また、市が作成する市国民保護計画で

定められた事項について、宗像地区消防本部の消防計画等に盛り込

まれるよう調整を図ることとする。 

 

 （新設） 
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制の整備を図る。 

 

４ 指定公共機関等との連携 

 

(1) 指定公共機関等の連絡先の把握 

市は、市内の指定公共機関等との緊密な連携を図るとともに、指

定公共機関等の連絡先、担当部署等について最新の情報を常に把

握しておく。 

    (2)～(3)：略 

５ 自主防災組織等に対する支援 

 

(1) 自主防災組織等に対する支援 

市は、自主防災組織及び自治会等のリーダー等に対する研修等

を通じて国民保護措置の周知及び自主防災組織等の活性化を推進

し、その充実を図るとともに、自主防災組織等相互間、消防団及び

市等との間の連携が図られるよう配慮する。また、国民保護措置に

ついての訓練の実施を促進し、自主防災組織等が行う避難誘導、救

助、救援等のための施設及び設備の充実を図る。 

 

(2) 自主防災組織以外の関係団体等に対する支援 

市は、防災のための連携体制を踏まえ、日本赤十字社、社会福祉

協議会その他のボランティア関係団体との連携を図り、武力攻撃

事態等においてボランティア活動が円滑に行われるよう、その活

動環境の整備を図る。 

 

 

４ 指定公共機関等との連携 

 

(1) 指定公共機関等の連絡先の把握 

市は、区域内の指定公共機関等との緊密な連携を図るとともに、

指定公共機関等の連絡先、担当部署等について最新の情報を常に把

握しておく。 

(2)～(3)：略 

５ 自主防災組織等に対する支援 

 

(1) 自主防災組織等に対する支援 

市は、自主防災組織及び自治会等のリーダー等に対する研修等を

通じて国民保護措置の周知及び自主防災組織等の活性化を推進し、

その充実を図るとともに、自主防災組織等相互間、消防団及び市等

との間の連携が図られるよう配慮する。また、国民保護措置につい

ての訓練の実施を促進し、自主防災組織等が行う消火、救助、救援

等のための施設及び設備の充実を図る。 

 

(2) 自主防災組織以外の関係団体等に対する支援 

市は、防災のための連携体制を踏まえ、日本赤十字社、社会福祉

協議会等の関係団体との連携を図り、武力攻撃事態等において自発

的なボランティア活動が円滑に行われるよう、その活動環境の整備

を図る。 

第３ 通信の確保 

(1) 非常通信体制の整備 

市は、国民保護措置の実施に関し、武力攻撃事態等における警

報の伝達等に必要となる同報系その他の防災行政無線又はＭＣ

Ａシステムを活用した「ふくおかコミュニティ無線」等の整備な

どの非常通信体制の整備、重要通信の確保に関する対策の推進を

図るものとし、自然災害その他の非常時における通信の円滑な運

用を図ることを目的として、関係省庁、地方公共団体、主要な電

気通信事業者等で構成された非常通信協議会及び福岡県非常通

第３ 通信の確保 

(1) 非常通信体制の整備 

市は、国民保護措置の実施に関し、非常通信体制の整備、応急対

策等重要通信の確保に関する対策の推進を図るものとし、自然災

害その他の非常時における通信の円滑な運用を図ること等を目的

として、関係省庁や電気通信事業者等で構成された非常通信協議

会及び福岡地区非常通信連絡会（福岡県消防防災安全課内）との連

携に十分配慮する。 

       



37 

信連絡会との連携に十分配慮する。 

       

(2) 非常通信体制の確保 

    市は、武力攻撃災害発生時においても情報の収集、提供を確実

に行うため、情報伝達ルートの多ルート化や停電等に備えて非常

用電源の確保を図るなど、自然災害時における体制を活用し、情

報収集、連絡体制の強化に努める。 

  また、非常通信体制の確保に当たっては、その機能を十分に発

揮できるように運営・管理、整備等を行う。 

 

 

 

(2) 非常通信体制の確保 

    市は、武力攻撃災害発生時においても情報の収集、提供を確実に

行うため、情報伝達ルートの多ルート化や停電等に備えて非常用電

源の確保を図るなど、情報収集、連絡体制の整備に努める。 

  また、非常通信体制の確保に当たっては、自然災害時において確

保している通信手段を活用するとともに、以下の事項に十分留意

し、その運営・管理、整備等を行う。 

施
設
・
設
備
面 

・非常通信設備等の情報通信手段の施設について、非常通信の取扱いや機器の操作の習熟を含めた管理・運用体制

の構築を図る。 
・武力攻撃災害による被害を受けた場合に備え、複数の情報伝達手段の整備（有線・無線系、地上系・衛星系等に

よる伝送路の多ルート化等）、関連機器装置の二重化等の障害発生時における情報収集体制の整備を図る。 
・無線通信ネットワークの整備・拡充の推進及び相互接続等によるネットワーク間の連携を図る。 
・被災現場の状況を、県対策本部等に画像により伝送するシステムの構築に努める。 
・武力攻撃災害時において確実な利用ができるよう、国民保護措置の実施に必要な非常通信設備を定期的に総点検

する。 

運
用
面 

・夜間・休日の場合等における体制を確保するとともに、平素から情報の収集・連絡体制の整備を図る。 
・武力攻撃災害による被害を受けた場合に備え、通信輻輳時及び途絶時並びに庁舎への電源供給が絶たれた場合を

想定した、非常用電源を利用した関係機関との実践的通信訓練の実施を図る。 
・通信訓練を行うに当たっては、地理的条件や交通事情等を想定し、実施時間や電源の確保等の条件を設定した上

で、地域住民への情報の伝達、避難先施設との間の通信の確保等に関する訓練を行うものとし、訓練終了後に評

価を行い、必要に応じ体制等の改善を行う。 
・無線通信系の通信輻輳時の混信等の対策に十分留意し、武力攻撃事態等非常時における運用計画を定めるととも

に、関係機関との間で携帯電話等の電気通信事業用移動通信及び防災行政無線、消防救急無線等の業務用移動通

信を活用した運用方法等についての十分な調整を図る。 
・電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等の効果的な活用を図る。 
・担当職員の役割・責任の明確化等を図るとともに、職員担当者が被害を受けた場合に備え、円滑に他の職員が代

行できるような体制の構築を図る。 
・国民に情報を提供するに当たっては、防災行政無線、広報車両等を活用するとともに、高齢者、障害者、外国人

その他の情報の伝達に際し援護を要する者及びその他通常の手段では情報の入手が困難と考えられる者に対し

ても情報を伝達できるよう必要な検討を行い、体制の整備を図る。 
 

第４ 情報収集・提供等の体制整備 

１ 基本的考え方 

 

(1) 情報収集・提供のための体制の整備 

市は、武力攻撃等の状況、国民保護措置の実施状況、被災情報そ

の他の情報等を収集又は整理し、関係機関及び住民に対しこれら

の情報の提供等を適時かつ適切に実施するための体制を整備す

る。 

 

第４ 情報収集・提供等の体制整備 

１ 基本的考え方 

 

(1) 情報収集・提供のための体制の整備 

市は、武力攻撃等の状況、国民保護措置の実施状況、被災情報そ

の他の情報等を収集又は整理し、関係機関及び住民に対しこれらの

情報の提供等を適時かつ適切に実施するための体制を整備する。 
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(2) 体制の整備に当たっての留意事項 

体制の整備に際しては、防災における体制を踏まえ、効率的な情

報の収集、整理及び提供や、武力攻撃災害により障害が発生した場

合の通信の確保に留意する。 

  また、非常通信体制の確保に当たっては、自然災害時において

確保している通信手段を活用するとともに、以下の事項に十分配

慮し、その運営・管理、整備等を行う。 

 

 

(3) 関係機関における情報の共有 

    略 

２ 警報等の伝達に必要な準備 

 

(1) 警報の伝達体制の整備 

市は、知事から警報の内容の通知があった場合の住民及び自治

会等関係団体への伝達方法等についてあらかじめ定めておくもの

とする。この場合において、防災における体制を踏まえ、民生委員

施
設
・
設
備
面 

・非常通信設備等の情報通信手段の施設について、非常通信の取扱いや機器の操作の習熟を含めた管

理・運用体制の構築を図る。 
・武力攻撃災害による被害を受けた場合に備え、複数の情報伝達手段の整備（有線・無線系、地上系・

衛星系等による伝送路の多ルート化等）、関連機器装置の二重化等の障害発生時における情報収集体制の

整備を図る。 
・無線通信ネットワークの整備・拡充の推進及び相互接続等によるネットワーク間の連携を図る。 
・被災現場の状況を、県対策本部等に画像により伝送するシステムの構築に努める。 
・武力攻撃災害時において確実な利用ができるよう、国民保護措置の実施に必要な非常通信設備を定

期的に総点検する。 

運
用
面 

・夜間・休日の場合等における体制を確保するとともに、平素から情報の収集・連絡体制の整備を図

る。 
・武力攻撃災害による被害を受けた場合に備え、通信輻輳時及び途絶時並びに庁舎への電源供給が絶

たれた場合を想定した、非常用電源を利用した関係機関との実践的通信訓練の実施を図る。 
・通信訓練を行うに当たっては、地理的条件や交通事情等を想定し、実施時間や電源の確保等の条件

を設定した上で、地域住民への情報の伝達、避難先施設との間の通信の確保等に関する訓練を行う

ものとし、訓練終了後に評価を行い、必要に応じ体制等の改善を行う。 
・無線通信系の通信輻輳時の混信等の対策に十分留意し、武力攻撃事態等非常時における運用計画を

定めるとともに、関係機関との間で携帯電話等の電気通信事業用移動通信及び防災行政無線、消防

救急無線等の業務用移動通信を活用した運用方法等についての十分な調整を図る。 
・電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等の効果的な活用を図る。 
・担当職員の役割・責任の明確化等を図るとともに、職員担当者が被害を受けた場合に備え、円滑に

他の職員が代行できるような体制の構築を図る。 
・国民に情報を提供するに当たっては、防災行政無線、広報車両等を活用するとともに、高齢者、障

がいのある人、外国人その他の情報の伝達に際し援護を要する者及びその他通常の手段では情報の

入手が困難と考えられる者に対しても情報を伝達できるよう必要な検討を行い、体制の整備を図

る。 

(2) 体制の整備に当たっての留意事項 

体制の整備に際しては、防災における体制を踏まえ、効率的な情

報の収集、整理及び提供や、武力攻撃災害により障害が発生した場

合の通信の確保に留意する。 

  特に、携帯電話に対する電子メールなどを活用した迅速な情報提

供の体制の構築を図る。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 関係機関における情報の共有 

    略 

２ 警報等の伝達に必要な準備 

 

(1) 警報の伝達体制の整備 

市は、知事から警報の内容の通知があった場合の住民及び自治会

等関係団体への伝達方法等についてあらかじめ定めておくものと

する。この場合において、防災における体制を踏まえ、民生委員や
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や社会福祉協議会、国際交流協会等との協力体制を構築するなど、

高齢者、障がいのある人、外国人等に対する伝達に配慮するものと

する。 

 

(2) 船舶に対する警報の伝達体制の整備 

    略 

 

(3) 防災行政無線等の整備 

    市は、対処に時間的余裕のない事態に関する情報を、住民に迅速

かつ確実に警報の内容の伝達するために、緊急情報ネットワークシ

ステム（Em-NET）、全国瞬時警報システム（J-ALERT）、同報系その

他の防災行政無線の整備を図る。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)～(7)：略 

 

 

 

 

 

社会福祉協議会、国際交流協会等との協力体制を構築するなど、高

齢者、障害者、外国人等に対する伝達に配慮するものとする。 

 

 

(2) 船舶に対する警報の伝達体制の整備 

    略 

 

(3) 防災行政無線の整備 

市は、武力攻撃事態等における迅速な警報の内容の伝達等に必要と

なる同報系防災行政無線又はＭＣＡシステムを活用したふくおかコ

ミュニティ無線等の整備を図る。 

 ※ＭＣＡシステムとは、 

一定の周波数を多数の利用者で共同で利用するＭＣＡ方式

（Multi-Channel Access System）を採用した業務用無線システ

ムであり、陸上移動通信分野（運送業、タクシー等）において広

く利用されている。 

 ※ふくおかコミュニティ無線とは、 

   複数の相手方に一斉に通報できるＭＣＡシステムの特徴を活

かした、同報系通信システムである。 

 ※【全国瞬時警報システム（Ｊ－ALERT）の整備について】 

国においては、対処に時間的余裕のない弾道ミサイル攻撃に

係る警報や自然災害における緊急地震速報、津波警報等を住民

に瞬時かつ確実に伝達するため、国が衛星通信ネットワークを

通じて直接市町村の同報系防災行政無線を起動し、サイレン吹

鳴等を行う全国瞬時警報システム（Ｊ－ALERT）の整備を推進し

ている。 

 

(4)～(7)：略 
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３ 安否情報の収集、整理及び提供に必要な準備 

 
(1)～(2)：略 
(3) 安否情報の収集に協力を求める関係機関の把握 

市は、安否情報の収集を円滑に行うため、医療機関、諸学校、大

規模事業所、協力を求める可能性のある関係機関について、既存の

統計資料等に基づいてその所在及び連絡先等をあらかじめ把握す

る。 

 

 ４ 被災情報の収集・報告に必要な準備 

 

(1) 情報収集・連絡体制の整備 

  市は、被災情報の収集、整理及び知事への報告等を適時かつ適切に

実施するため、あらかじめ情報収集・連絡に当たる担当部署を定める

とともに、必要な体制の整備を図る。 

なお、知事への報告については「火災・災害等即報要領」（昭和５

９年１０月１５日消防災２６７号消防庁長官通知）により行う。 

 (2)略 

３ 安否情報の収集、整理及び提供に必要な準備 

 
(1)～(2)：略 
(3) 安否情報の収集に協力を求める関係機関の把握 

市は、安否情報の収集を円滑に行うため、医療機関、諸学校、大規

模事業所等安否情報を保有し、収集に協力を求める可能性のある関係

機関について、既存の統計資料等に基づいてその所在及び連絡先等を

把握する。 

 

４ 被災情報の収集・報告に必要な準備 

 

(1) 情報収集・連絡体制の整備 

   市は、被災情報の収集、整理及び知事への報告等を適時かつ適切に実

施するため、あらかじめ情報収集・連絡に当たる担当部署を定めるとと

もに、必要な体制の整備を図る。 

 

 

(2)略 

第５ 研修及び訓練 
市職員は、住民の生命、身体及び財産を保護する責務を有しているこ

とから、研修を通じて国民保護措置の実施に必要な知識の習得に努める

とともに、実践的な訓練を通じて武力攻撃事態等における対処能力の向

上に努める必要がある。このため、市における研修及び訓練のあり方に

ついて必要な事項を、以下のとおり定める。 

 

 

１ 研修 

(1) 研修機関における研修の活用 

市は、国民保護の知見を有する職員を育成するため、国・県の研

修機関等における研修課程を有効に活用し、職員の研修機会を確

保する。 

 

第５ 研修及び訓練 
市は、住民の生命、身体及び財産を保護する責務を有していることか

ら、職員は研修を通じて国民保護措置の実施に必要な知識の習得に努め

るとともに、実践的な訓練を通じて武力攻撃事態等における対処能力の

向上に努める必要がある。このため、市における研修及び訓練のあり方

について必要な事項を、以下のとおり定める。 

 

 

１ 研修 

(1) 研修機関における研修の活用 

市は、武力攻撃事態等における危機管理を担当する職員を育成す

るため、消防大学校、市町村職員中央研修所、福岡県市町村職員研

修所、福岡県消防学校等の研修機関の研修課程を有効に活用し、職

員の研修機会を確保する。 
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(2) 職員等の研修機会の確保 

市は、職員に対して、国、県等が作成する国民保護に関する教材

や資料等も活用し、多様な方法により研修を行う。 

また、県と連携し、消防団員及び自主防災組織のリーダーに対し

て国民保護措置に関する研修等を行うとともに、国が作成するビ

デオ教材や国民保護ポータルサイト、ｅ－ラーニング等も活用す

るなど多様な方法により研修を行う。 

    ※【福岡県の国民保護】 

    https://www.bousai.pref.fukuoka.jp/protection 
    ※【国民保護ポータルサイト】 

    https://www.kokuminhogo.go.jp         

※【総務省消防庁ホームページ】 

    https://www.fdma.go.jp 

 

(3) 外部有識者等による研修 

略 

 

２ 訓練 

 
(1) 市における訓練の実施 

市は、近隣市町村、県、国等関係機関と共同するなどして、国民

保護措置についての訓練を実施し、武力攻撃事態等における対処

能力の向上を図る。 

訓練の実施に当たっては、具体的な事態を想定し、防災訓練にお

けるシナリオ作成等、既存のノウハウを活用するとともに、消防、

県警察、海上保安部、自衛隊等との連携による、ＮＢＣ攻撃等によ

り発生する武力攻撃災害への対応訓練、広域にわたる避難訓練、地

下への避難訓練等武力攻撃事態等に特有な訓練等について、人口

密集地を含む様々な場所を想定で行うとともに、実際に資機材や

様々な情報伝達手段を用いるなど実践的なものとするよう努め

る。 

 

  (2)略 

(2) 職員等の研修機会の確保 

市は、職員に対して、国、県等が作成する国民保護に関する教材

や資料等も活用し、多様な方法により研修を行う。 

また、県と連携し、消防団員及び自主防災組織のリーダーに対し

て国民保護措置に関する研修等を行うとともに、国が作成するビデ

オ教材やｅ－ラーニングを活用するなど多様な方法により研修を

行う。 

    ※【福岡県の国民保護】 

    

http://www.bousai.pref.fukuoka.jp/kokuminhogo/top

page.htm 
    ※【国民保護ポータルサイト】 

    http://www.kokuminhogo.go.jp/ 

        ※【総務省消防庁ホームページ】 

    http://www.fdma.go.jp/ 

 

(3) 外部有識者等による研修 

略 

 

２ 訓練 

 

(1) 市における訓練の実施 

市は、近隣市町村、県、国等関係機関と共同するなどして、国民

保護措置についての訓練を実施し、武力攻撃事態等における対処能

力の向上を図る。 

訓練の実施に当たっては、具体的な事態を想定し、防災訓練のノ

ウハウを活用するとともに、消防、県警察、海上保安部、自衛隊等

との連携を図る。 

 

 

 

 

 

http://www.kokuminhogo.go.jp/
http://www.fdma.go.jp/
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(3) 訓練に当たっての留意事項 

① 国民保護措置と防災上の措置との間で相互に応用が可能な

項目については、国民保護措置についての訓練と防災訓練とを

有機的に連携させる。 

② 国民保護措置についての訓練の実施においては、住民の避難

誘導や救援等に当たり、自治会の協力を求めるとともに、特に

高齢者、障がいのある人、その他特に配慮を要する者への的確

な対応が図られるよう留意する。 

③ 訓練実施時は、第三者の参加を求め、客観的な評価を行うと

ともに、参加者等から意見を聴取するなど、教訓や課題を明ら

かにし、国民保護計画の見直し作業等に反映する。 

④ 市は、郷づくり推進協議会、自治会、自主防災組織などと連

携し、住民に対し広く訓練への参加を呼びかけ、訓練の普及啓

発に資するよう努め、訓練の開催時期、場所等は、住民の参加

が容易となるよう配慮する。 

⑤ 市は、県と連携し、学校、病院、駅、大規模集客施設、大規

模集合住宅、官公庁、事業所その他の多数の者が利用する施設

の管理者に対し、警報の伝達及び避難誘導を適切に行うため必

要となる訓練の実施を促す。 

⑥ 市は、県警察と連携し、必要に応じ避難訓練時における交通

規制等の実施について留意する。 

   

(2)略 

(3) 訓練に当たっての留意事項 

① 国民保護措置と防災上の措置との間で相互に応用が可能な項

目については、国民保護措置についての訓練と防災訓練とを有

機的に連携させる。 

② 国民保護措置についての訓練の実施においては、住民の避難

誘導や救援等に当たり、自治会の協力を求めるとともに、特に高

齢者、障害者その他特に配慮を要する者への的確な対応が図ら

れるよう留意する。 

③ 訓練実施時は、第三者の参加を求め、客観的な評価を行うとと

もに、参加者等から意見を聴取するなど、教訓や課題を明らかに

し、国民保護計画の見直し作業等に反映する。 

④ 市は、自治会、自主防災組織などと連携し、住民に対し広く訓

練への参加を呼びかけ、訓練の普及啓発に資するよう努め、訓練

の開催時期、場所等は、住民の参加が容易となるよう配慮する。 

 

⑤ 市は、県と連携し、学校、病院、駅、大規模集客施設、大規模

集合住宅、官公庁、事業所その他の多数の者が利用する施設の管

理者に対し、警報の伝達及び避難誘導を適切に行うため必要と

なる訓練の実施を促す。 

⑥ 市は、県警察と連携し、必要に応じ避難訓練時における交通規

制等の実施について留意する。 

第２章 避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素から

の備え 

避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素からの備えに関し

て必要な事項について、以下のとおり定める。（通信の確保、情報収集・

提供体制など既に記載しているものを除く） 

第２章 避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素から

の備え 

避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素からの備えに関

して必要な事項について、以下のとおり定める。 

１ 避難に関する基本的事項 

 

(1) 基礎的資料の収集 

市は、迅速に避難住民の誘導を行うことができるよう、住宅地

１ 避難に関する基本的事項 

 

(1) 避難のため必要となる基礎的資料の収集 

市は、迅速に避難住民の誘導を行うことができるよう、住宅地図、
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図、道路網のリスト、避難施設のリスト等必要な基礎的資料を準備

する。 

 ※【市対策本部において集約・整理すべき基礎的資料】 

○ 住宅地図 

 （※人口分布、世帯数、昼夜別の人口データ） 

○ 区域内の道路網のリスト 

 （※避難経路として想定される高速道路、国道、県道、市道

等の道路のリスト） 

○ 輸送力のリスト 

 （※鉄道、バス、船舶等の運送事業者や公共交通機関の保有

する輸送力のデータ） 

 （※鉄道網やバス網、保有車両数等のデータ） 

○ 避難施設のリスト 

 （※避難住民の収容能力や屋内外の別についてのリスト） 

○ 備蓄物資、調達可能物資のリスト 

 （※備蓄物資の所在地、数量、区域内の主要な民間事業者の

リスト） 

○ 生活関連等施設等のリスト 

 （※避難住民の誘導に影響を与えかねない一定規模以上の

もの） 

○ 関係機関の連絡先一覧、協定 

○ 自治会、自主防災組織等の連絡先一覧 

 （※代表者及びその代理の者の自宅及び勤務先の住所、連絡

先等） 

○ 消防機関のリスト 

 （※消防本部・署の所在地等の一覧、消防団長の連絡先） 

○ 避難行動要支援者名簿、災害時避難行動要支援者支援計

画 

  

(2) 隣接する市町村との連携の確保 

略 

 

(3) 高齢者、障がいのある人者等避難行動要支援者への配慮 

道路網のリスト、避難施設のリスト等必要な基礎的資料を準備す

る。 

 ※【市対策本部において集約・整理すべき基礎的資料】 

○ 住宅地図 

 （※人口分布、世帯数、昼夜別の人口データ） 

○ 区域内の道路網のリスト 

 （※避難経路として想定される高速道路、国道、県道、市道等

の道路のリスト） 

○ 輸送力のリスト 

 （※鉄道、バス、船舶等の運送事業者や公共交通機関の保有す

る輸送力のデータ） 

 （※鉄道網やバス網、保有車両数等のデータ） 

○ 避難施設のリスト 

 （※避難住民の収容能力や屋内外の別についてのリスト） 

○ 備蓄物資、調達可能物資のリスト 

 （※備蓄物資の所在地、数量、区域内の主要な民間事業者のリ

スト） 

○ 生活関連等施設等のリスト 

 （※避難住民の誘導に影響を与えかねない一定規模以上のも

の） 

○ 関係機関の連絡先一覧、協定 

○ 自治会、自主防災組織等の連絡先一覧 

 （※代表者及びその代理の者の自宅及び勤務先の住所、連絡先

等） 

○ 消防機関のリスト 

 （※消防本部・署の所在地等の一覧、消防団長の連絡先） 

○ 災害時要援護者の避難支援プラン 

 

 

(2) 隣接する市町村との連携の確保 

略 

 

(3) 高齢者、障害者等災害時要援護者への配慮 
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市は、避難住民の誘導に当たっては、高齢者、障がいのある人者

等自ら避難することが困難な者の避難について、自然災害時への

対応として作成している避難行動要支援者名簿を活用しつつ、避

難行動要支援者の避難対策を講じる。その際、避難誘導時におい

て、災害・福祉関係部局を中心とした横断的な「避難行動要支援者

支援班」を迅速に設置できるよう職員の配置に留意する。 

 

※【避難行動要支援者名簿について】 

 武力攻撃やテロ発生時においても、避難誘導に当たっては、自然災

害と同様、高齢者、障がいのある人者等の避難行動要支援者への配慮

が重要であるが、平素から、自然災害時における取組みとして行われ

る避難行動要支援者名簿を活用することが重要である（「避難行動要

支援者の避難行動支援に関する取組指針」（平成２５年８月）参照） 

 避難行動要支援者名簿は、災害対策基本法第４９条の１０において

作成を義務づけられており、避難行動要支援者の氏名や生年月日、住

所、避難支援等を必要とする事由等を記載又は記録するものとされて

いる。 

 また、災害発生時に避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難支援等

の実施に結びつくため、市は避難行動要支援者の名簿情報について、

地域防災計画に定めるところにより、あらかじめ避難支援等の実施に

必要な限度で、避難支援等の実施に携わる関係者（避難支援等関係者）

に提供することが求められている。 

 

(4) 民間事業者からの協力の確保 

市は、避難住民の誘導時における地域の民間事業者の協力の重

要性を考慮し、平素から、これら企業の協力が得られるよう、連携・

協力の関係を構築しておく。 

    

   (5)学校や事業所との連携 

    略 

 

 ２ 避難実施要領のパターンの作成 

 

市は、避難住民の誘導に当たっては、高齢者、障害者等自ら避難

することが困難な者の避難について、自然災害時への対応として作

成する避難支援プランを活用しつつ、災害時要援護者の避難対策を

講じる。その際、避難誘導時において、災害・福祉関係部局を中心

とした横断的な「災害時要援護者支援班」を迅速に設置できるよう

職員の配置に留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 民間事業者からの協力の確保 

市は、避難住民の誘導時における地域の民間事業者の協力の重要

性にかんがみ、平素から、これら企業の協力が得られるよう、連携・

協力の関係を構築しておく。 

 

  (5)学校や事業所との連携 

    略 

 

２ 避難実施要領のパターンの作成 
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(1) 市は、関係機関（教育委員会など市の各執行機関、消防機関、

県、県警察、海上保安部、自衛隊等）と緊密な意見交換を行いつつ、

消防庁が作成するマニュアルを参考に、複数の避難実施要領のパ

ターンをあらかじめ作成する。その際、高齢者、障がいのある人、

乳幼児などのうち、特に支援が必要な避難行動要支援者の避難方

法、季節の別（特に冬期間の避難方法）、観光客や昼間人口の存在、

混雑や交通渋滞の発生等について配慮する。 

 

  (2)～(3)：略 

 

(4) 市は、避難行動要支援者が滞在している施設の管理者に対し

て、火災や地震等への対応に準じて避難誘導を適切に行うため必

要となる措置及び訓練の実施に努めるよう要請する。 

 

 
３ 救援に関する基本的事項 

 

(1) 県との調整 

  市は、県から救援の一部の事務を本市において行うこととされ

た場合や市が県の行う救援を補助する場合に備えて、市の行う救

援の活動内容や県との役割分担等について、自然災害時における

市の活動状況等を踏まえ、あらかじめ県と調整しておく。 

 

(2) 基礎的資料の準備等 

  市は、県と連携して、救援に関する事務を行うために必要な資

料を準備するとともに、避難に関する平素の取組みと並行して、

関係機関との連携体制を確保する。 

【救護に関する必要な資料】 

資料 内容 

収容施設 ・長期の収容施設として活用できる土地・建物

等リスト 

・高齢者、障がいのある人、乳幼児等その他特

に配慮を要する者を収容できる社会福祉施設、

(1) 市は、関係機関（教育委員会など市の各執行機関、消防機関、県、

県警察、海上保安部、自衛隊等）と緊密な意見交換を行いつつ、消防

庁が作成するマニュアルを参考に、高齢者、障害者、乳幼児などの災

害時要援護者の避難方法、季節の別（特に冬期間の避難方法）、観光

客や昼間人口の存在、混雑や交通渋滞の発生状況等について配慮し、

複数の避難実施要領のパターンをあらかじめ作成する。 

 

 

 (2)～(3)：略 

 

(4) 市長は、地域住民及び自主防災組織等の協力を得ながら、平素か

ら高齢者、障害者などの災害時要援護者の所在把握等に努めるとと

もに、その滞在している施設の管理者に対して、火災や地震等への

対応に準じて避難誘導を適切に行うため必要となる措置及び訓練の

実施に努めるよう要請する。 

 

３ 救援に関する基本的事項 

 

(1) 県との調整 

  市は、県から救援の一部の事務を本市において行うこととされた

場合や市が県の行う救援を補助する場合にかんがみて、市の行う救

援の活動内容や県との役割分担等について、自然災害時における市

の活動状況等を踏まえ、あらかじめ県と調整しておく。 

 

(2) 基礎的資料の準備等 

  市は、県と連携して、救援に関する事務を行うために必要な資料

を準備するとともに、避難に関する平素の取組みと並行して、関係

機関との連携体制を確保する。 
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宿泊施設、長期避難住宅、賃貸住宅等のリスト 

備蓄物資 

調達可能物資 

・大量の食糧や飲料水等の生活必需品の備蓄・

調達先リスト、調達経路 

・仮設住宅建設用、応急修理用の貸機材の調達

方法、建設業協会のリスト等 

関係医療機関 ・災害拠点病院等の主要な病院の所在、病床数

等の対応能力についてのデータ 

火葬場等 ・火葬場等のデータ 

 

４ 運送事業者の輸送力・輸送施設の把握等 

  略 

 
５ 避難施設の指定への協力 

 

市は、県が行う避難施設の指定に際しては、施設の収容人数、構造、

保有設備等の必要な情報を提供するなど県に協力する。 

 

 

 

６ 生活関連等施設の把握等 

 

(1) 市は、市内に所在する生活関連施設について、県を通じて把握す

るとともに、県との連携体制を整備する。 

また市は、「生活関連等施設の安全確保の留意点について」（平

成１７年８月２９日閣副安危第３６４号内閣官房副長官補（安全保

障・危機管理担当）付内閣参事官通知）に基づき、その管理に係る

生活関連等施設の安全確保措置の実施のあり方について定める。 
【施設の種類及び所管省庁、県関係部局】 

国民保護

法施行令 
各号 施設の種類 

所管省

庁名 
県関係部局 

第２７条 
１号 

発電所、変電所 経 済 産

業省 

－ 

２号 ガス工作物 経 済 産 商工部工業保安

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 運送事業者の輸送力・輸送施設の把握等 

  略 

 

５ 避難施設の指定への協力 

 

市は、県が行う避難施設の指定に際しては、必要な情報を提供する

など県に協力する。市は、県が指定した避難施設に関する情報を避難施

設データベース等により、県と共有するとともに、県と連携して住民に

周知する。 

 

６ 生活関連等施設の把握等 

 

市は、「生活関連等施設の安全確保の留意点について」（平成１７

年８月２９日閣副安危第３６４号内閣官房副長官補（安全保障・危機

管理担当）付内閣参事官通知）に基づき、その管理に係る生活関連等

施設の安全確保措置の実施のあり方について定める。 

 

 
【施設の種類及び所管省庁、県関係部局】 

国民保護

法施行令 
各号 施設の種類 

所管省庁

名 
県関係部局 

第２７条 
１号 

発電所、変電所 経済産業

省 

－ 

２号 ガス工作物 経済産業 商工部工業保安課 
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業省 課 

３号 

取水施設、貯水

施設、浄水施

設、配水地 

厚 生 労

働省 

県土整備部水資

源対策課 

水道整備室 

４号 

鉄道施設、軌道

施設 

国 土 交

通省 

企画・地域振興

部 

交通政策課 

５号 
電気通信事業

用交換設備 

総務省 － 

６号 
放送用無線設

備 

総務省 － 

７号 
水域施設、係留

施設 

国 土 交

通省 

県土整備部港湾

課 

８号 

滑走路等、旅客

ターミナル、航

空保安施設 

国 土 交

通省 

企画・地域振興

部 

空港対策局空港

事業課 

９号 

ダム 国 土 交

通省、 

農 林 水

産省 

県土整備部河川

管理課 

農林水産部農村

森林整備課 

企業局管理課 

第２８条 

１号 

危険物 総 務 省

消防庁 

総務部防災危機

管理局 

消防防災指導課 

２号 
毒劇物（毒物及

び劇物取締法） 

厚 生 労

働省 

保健医療介護部

薬務課 

３号 
火薬類 経 済 産

業省 

商工部工業保安

課 

４号 
高圧ガス 経 済 産

業省 

〃 

５号 
核燃料物質（汚

染 物 質 を 含

文 部 科

学省、 

総務部防災危機

管理局 

省 

３号 

取水施設、貯水

施設、浄水施

設、配水地 

厚生労働

省 

環境部水道整備室 

４号 

鉄道施設、軌道

施設 

国土交通

省 

企画振興部交通対

策課 

５号 
電気通信事業

用交換設備 

総務省 － 

６号 
放送用無線設

備 

総務省 － 

７号 
水域施設、係留

施設 

国土交通

省 

土木部港湾課 

８号 

滑走路等、旅客

ターミナル、航

空保安施設 

国土交通

省 

企画振興部空港対

策課 

９号 

ダム 国土交通

省、 

農林水産

省 

土木部河川課 

農政部農地計画課 

企業局管理課 

第２８条 

１号 

危険物 総務省消

防庁 

消防防災安全課 

２号 
毒劇物（毒物及

び劇物取締法） 

厚生労働

省 

保健福祉部薬務課 

３号 
火薬類 経済産業

省 

商工部工業保安課 

４号 
高圧ガス 経済産業

省 

〃 

５号 
核燃料物質（汚

染 物 質 を 含

文部科学

省、 

消防防災安全課 
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む。） 経 済 産

業省 

６号 

核原料物質 文 部 科

学省、 

経 済 産

業省 

－ 

７号 

放射性同位元

素（汚染物質を

含む。） 

文 部 科

学省 

総務部防災危機

管理局 

８号 

毒劇物（薬事

法） 

厚 生 労

働省、 

農 林 水

産省 

保健医療介護部

薬務課 

農林水産部畜産

課 

９号 
電気工作物内

の高圧ガス 

経 済 産

業省 

商工部工業保安

課 

10号 

生物剤、毒素 各省庁 

（ 主 務

大臣） 

保健医療介護部 

保健医療介護総

務課 

11号 

毒性物質 経 済 産

業省 

保健医療介護部 

保健医療過誤総

務課 
 

(2) 市が管理する公共施設における警戒 

市は、管理する公共施設、公共交通機関等について、特に情勢が

緊迫している場合は、必要に応じ、生活関連等施設の対応も参考に

して、県の措置に準じて警戒等の措置を実施する。この場合におい

て、県警察等との連携を図る。 

む。） 経済産業

省 

６号 

核原料物質 文部科学

省、 

経済産業

省 

－ 

７号 

放射性同位元

素（汚染物質を

含む。） 

文部科学

省 

消防防災安全課 

８号 

毒劇物（薬事

法） 

厚生労働

省、 

農林水産

省 

保健福祉部薬務課 

農政部畜産課 

９号 
電気工作物内

の高圧ガス 

経済産業

省 

商工部工業保安課 

10号 

生物剤、毒素 各省庁 

（主務大

臣） 

保健福祉部保健福

祉課 

11号 
毒性物質 経済産業

省 

保健福祉部保健福

祉課 

 

(新設) 
 

第３章 物資及び資材の備蓄、整備 
 

１ 市における備蓄 

 

(1) 防災のための備蓄との関係 

市は、住民の避難や避難住民等の救援に必要な物資や資材につ

第３章 物資及び資材の備蓄、整備 
 

１ 市における備蓄 

 

(1) 防災のための備蓄との関係 

市は、住民の避難や避難住民等の救援に必要な物資や資材につい
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いて、従来の防災のために備えた物資や資材と共通するものが多

いことから、原則として、国民保護措置のための備蓄と防災のため

の備蓄とを相互に兼ねるとともに、武力攻撃事態等において特に

必要となる物資及び資材について、備蓄し、又は特に地下に所在す

る避難施設などで、防災のための備蓄が整備されていない施設に

ついて、近隣の避難施設から必要な物資及び資材を輸送し、活用を

行うことを含め、調達体制を整備する。 

(2)～(3)：略 

２ 市が管理する施設及び設備の整備及び点検等 

 (1)略 

(2) ライフライン施設の代替性の確保  

    市及び宗像地区事務組合は、その管理する上下水道施設等のライ

フライン施設について、自然災害に対する既存の予防措置を活用し

つつ、系統の多重化、拠点の分散、代替施設の整備等による代替性

の確保に努める 

   

(3)略 

 

て、従来の防災のために備えた物資や資材と共通するものが多いこ

とから、原則として、国民保護措置のための備蓄と防災のための備

蓄とを相互に兼ねるとともに、武力攻撃事態等において特に必要と

なる物資及び資材について、備蓄し、又は調達体制を整備する。 

 

 

 

(2)～(3)：略 

２ 市が管理する施設及び設備の整備及び点検等 

 (1)略 

(2) ライフライン施設の代替性の確保  

   市は、その管理する上下水道施設等のライフライン施設について、

自然災害に対する既存の予防措置を活用しつつ、系統の多重化、拠点

の分散、代替施設の整備等による代替性の確保に努める。 

 

 

(3)略 

 

 第４章 国民保護に関する啓発 
１ 国民保護措置に関する啓発  

 略 

２ 武力攻撃事態等において住民がとるべき行動等に関する啓発  

  略 

第４章 国民保護に関する啓発 
１ 国民保護措置に関する啓発  

 略 

２ 武力攻撃事態等において住民がとるべき行動等に関する啓発  

  略 

第３編 武力攻撃事態等への対処 第３編 武力攻撃事態等への対処 

第１章 初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置 

多数の死傷者の発生や、建造物が破壊される等の具体的な被害が発生

した場合には、当初、その被害の原因が明らかではないことも多いと考

えられる。武力攻撃事態等や緊急対処事態の認定が行われる前の段階等

においても、住民の生命、身体及び財産の保護のために、現場において

初動的な被害への対処が必要となることが想定されることから、市の初

動体制について、以下のとおり定める。 
 

第１章 初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置 

多数の死傷者が発生したり、建造物が破壊される等の具体的な被害

が発生した場合には、当初、その被害の原因が明らかではないことも

多いと考えられる。武力攻撃事態等や緊急対処事態の認定が行われる

前の段階等においても、住民の生命、身体及び財産の保護のために、

現場において初動的な被害への対処が必要となることが想定されるこ

とから、市の初動体制について、以下のとおり定める。 
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 国民保護対策準備室の設置及び初動措置 

 

(1) 国民保護対策準備室の設置 

① 市職員は、住民からの通報や県からの連絡その他の情報によ

り、多数の人を殺傷する行為等の発生を把握した場合は、直ちに

その旨を市長及び幹部職員等に報告する。 

② 市長は、現場からの情報により当該事案の発生を把握した場

合においては、速やかに、県及び県警察に連絡を行うとともに、

市として的確かつ迅速に対処するため、「市国民保護対策準備

室」を設置する。市国民保護対策準備室は、副市長、各部局長、

国民保護担当課長などの事案発生時の対処に必要な要因により

構成する。 

 
(2) 初動措置の確保 

市は、「国民保護対策準備室」において、各種の連絡調整に当た

るとともに、現場の消防機関による火災警戒区域又は消防警戒区域

の設定あるいは救助・救急の活動状況を踏まえ、必要により、災害

対策基本法等に基づく避難の指示、警戒区域の設定、救急救助等の

 

 

１ 国民保護対策準備室の設置及び初動措置 

 

(1) 国民保護対策準備室の設置 

① 市長は、現場からの情報により多数の人を殺傷する行為等の

事案の発生を把握した場合においては、速やかに、県及び県警察

に連絡を行うとともに、市として的確かつ迅速に対処するため、

「国民保護対策準備室」を設置する。「国民保護対策準備室」は、

市対策本部員のうち、国民保護担当部課長など、事案発生時の対

処に不可欠な少人数の要員により構成する。 

 

 

 

 
   

 

 

(2)初動の確保 

市は、「国民保護対策準備室」において、各種の連絡調整に当た

るとともに、現場の消防機関による消防法に基づく火災警戒区域又

は消防警戒区域の設定あるいは救助・救急の活動状況を踏まえ、必

要により、災害対策基本法等に基づく避難の指示、警戒区域の設定、



51 

応急措置を行う。 

      

 

 

また、市は、警察官が行う避難の指示、警戒区域の設定等が円滑      

になされるよう、緊密な連携を図る。 

また、政府による事態認定がなされ、市に対し、市対策本部の設

置の指定がない場合においては、市長は、必要に応じ国民保護法に

基づき、退避の指示、警戒区域の設定、対策本部設置の要請などの

措置等を行う。 

 

   (3)～(4)：略 

 

※【災害対策基本法との関係について】 

  略 

 

 

救急救助等の応急措置についての情報を収集・分析するとともに、

被害の最小化を図るための措置を講ずる。また、市長は、国、県等

から入手した情報を消防機関等へ提供するとともに、必要な指示を

行う。 

また、市は、警、警察官が行う避難の指示、警戒区域の設定等が

円滑になされるよう、緊密な連携を図る。 

また、政府による事態認定がなされ、市に対し、市対策本部の設

置の指定がない場合においては、市長は、必要に応じ国民保護法に

基づき、退避の指示、警戒区域の設定、対策本部設置の要請などの

措置等を行う。 

 

(3)～(4)：略 

 

※【災害対策基本法との関係について】 

  略 

 

（新設） 
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２ 武力攻撃等の兆候に関する連絡があった場合の対応 

  略 

 

 

 

２ 武力攻撃等の兆候に関する連絡があった場合の対応 

  略 

第２章 市対策本部の設置等 
１ 市対策本部の設置 

 

(1) 市対策本部の設置の手順 

  市対策本部を設置する場合については、次の手順により行う。 

① 市対策本部を設置すべき市の指定の通知 

市長は、内閣総理大臣から、総務大臣（消防庁）及び知事を

通じて市対策本部を設置すべき市の指定の通知を受ける。 

② 市長による市対策本部の設置 

指定の通知を受けた市長は、直ちに市対策本部を設置する。

なお、事前に国民保護対策準備室若しくは市災害対策本部を設

置していた場合は、市対策本部に移行する。 

③ 市対策本部員及び市対策本部職員の参集 

市対策本部担当者は、市対策本部員、市対策本部職員等に対

し、携帯電話、電子メールなどによる連絡網等を活用し、市対

策本部に参集するよう連絡する。 

④ 市対策本部の開設 

市は、庁舎本館庁議室に市対策本部を開設するとともに、市

対策本部に必要な各種通信システムの起動、資機材の配置等必

要な準備を開始する。市長は、市対策本部を設置したときは、

市議会に市対策本部を設置した旨を連絡する。 

⑤ 交代要員等の確保 

市は、市対策本部が２４時間稼動できるよう、交代要員を含

めた職員の配置、食料、燃料等の備蓄、自家発電設備及び仮眠

設備の確保等を行う。 

⑥ 本部の代替機能の確保 

市は、市対策本部が被災した場合等、市対策本部を市庁舎内

に設置できない場合に備え、市対策本部の予備施設をあらかじ

第２章 市対策本部の設置等 
１ 市対策本部の設置 

 

(1) 市対策本部の設置の手順 

  市対策本部を設置する場合については、次の手順により行う。 

① 市対策本部を設置すべき市の指定の通知 

市長は、内閣総理大臣から、総務大臣（消防庁）及び知事を

通じて市対策本部を設置すべき市の指定の通知を受ける。 

② 市長による市対策本部の設置 

指定の通知を受けた市長は、直ちに市対策本部を設置する。な

お、事前に国民保護対策準備室若しくは市災害対策本部を設置

していた場合は、市対策本部に移行する。 

③ 市対策本部員及び市対策本部職員の参集 

市対策本部担当者は、市対策本部員、市対策本部職員等に対

し、携帯電話、電子メールなどによる連絡網等を活用し、市対策

本部に参集するよう連絡する。 

④ 市対策本部の開設 

市は、市福間庁舎庁議室に市対策本部を開設するとともに、市

対策本部に必要な各種通信システムの起動、資機材の配置等必

要な準備を開始する。市長は、市対策本部を設置したときは、市

議会に市対策本部を設置した旨を連絡する。 

⑤ 交代要員等の確保 

市は、防災に関する体制を活用しつつ、市対策本部が２４時間

稼動できるよう交代要員を含めた職員の配置、食料、燃料等の補

給、自家発電設備及び仮眠設備の確保等を行う。 

⑥ 本部の代替機能の確保 

市は、市対策本部が被災した場合等、市対策本部を市庁舎内に

設置できない場合に備え、市対策本部の予備施設をあらかじめ
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め指定する。なお、事態の状況に応じ、市長の判断により順位

を変更することを妨げるものではない。 

また、市区域外への避難が必要で、市の区域内に市対策本部

を設置することができない場合には、知事と市対策本部の設置

場所について協議を行う。 

《第１位》・・・ふくとぴあ 

《第２位》・・・中央公民館 

 

 

(2) 市対策本部を設置すべき市の指定の要請等 

略 

 

(3) 市対策本部の組織構成及び機能 

略 

 

 
 

※ 市対策本部における決定内容等を踏まえて、各部課室において

措置を実施するものとする。なお、市対策本部には、各正副班長及

指定する。なお、事態の状況に応じ、市長の判断により順位を変

更することを妨げるものではない。 

また、市区域外への避難が必要で、市の区域内に市対策本部を

設置することができない場合には、知事と市対策本部の設置場

所について協議を行う。 

《第１位》・・・福津市津屋崎庁舎 

《第２位》・・・ふくとぴあ 

《第３位》・・・福津市中央公民館 

 

(2) 市対策本部を設置すべき市の指定の要請等 

略 

 

(3) 市対策本部の組織構成及び機能 

略 

 

 

 

 
 

※ 市対策本部における決定内容等を踏まえて、各部課室において

措置を実施するものとする。 
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び連絡要員を派遣して、円滑な連絡調整を図る。 

※ 本部長は、市対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に

行うために、必要に応じ、本部会議を招集する。 

※ 本部長は、必要があると認めるときは、県、県警察、自衛隊、そ

の他関係機関の職員に対し、市対策本部会議への出席を要請する

ことができる。 

 

※ (新設) 

 

※ (新設) 

 

 

（新設） 
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【福津市国民保護対策本部事務分掌表】 

対策班 分 掌 事 務 

 

 
※【市対策本部長の補佐機能の編成】 

部署名 業    務 
市対策本部 ●総括班 

 ・市対策本部員会議の運営に関すること 

 ・収集・整理・分析した情報を踏まえた市対策本部長の重要な意思決定に係る補佐に関すること 

 ・警報の伝達、避難の指示の伝達、避難実施要領の策定、緊急通報の伝達、警戒区域の設定等に関する 

こと 

・市対策本部長が決定した方針に基づく具体的に実施すべき措置の検討、整理に関すること 

・市の実施業務及び実施体制の調整に関すること 

●広報班 

・被災状況や市対策本部における活動内容の公表、報道機関との連絡調整等対外的な広報活動に関 

すること（公表情報の作成を含む） 

・市民への情報提供・注意喚起に関すること 

 

●対策班 

 ・各種措置に係る各実施機関への指示・伝達に関すること 

 ・他の市町村に対する応援の求め、緊急消防援助隊の派遣要請及び受入等広域応援に関すること 

 ・指定行政機関の長等への措置要請、自衛隊の部隊等の派遣要請に関すること 

 ・県への連絡調整に関すること 

 

●情報通信班 

 ・防災行政無線機能の点検、通信機器の配備等、通信回線の確保に関すること 

 ・以下に係る国、県、他の市町村、消防本部等関係機関からの情報収集に関すること 

 （被災情報、避難や救援の実施状況、安否情報、その他必要とする情報） 

 ・収集した情報の整理、集約に関すること 

 ・活動状況や実施した国民保護措置等の記録に関すること 

 ・安否情報の提供に関すること 

 ・市対策本部長の求めによる情報の分析に関すること 

 ・市対策本部員会への情報提供に関すること 

 

●庶務班 

 ・必要資機材（通信機器含む）、食料の調達等に関すること 

 ・市対策本部員や市対策本部職員のローテーション管理に関すること 

※【市の各部における武力攻撃事態における業務】 
 部局名  業   務 

各部共通 ・指定行政機関及び指定地方行政機関からの情報収集、連絡調整、国民保護措

置実施の要請に関すること 

・指定公共機関及び指定地方公共機関、ライフライン事業者からの情報収集、

連絡調整、国民保護措置実施の要請に関すること 

・指定公共機関、指定地方公共機関への応援に関すること 

・市有施設の管理（被害情報確認含む）に関すること 

・関係する県の機関からの情報収集、連絡調整に関すること 

・住民の避難誘導に関すること 

・特殊標章等の交付、許可に関すること 

対策班名（班長） 平常時部局 平常時課室等

本部長 総務班 総務部 総務課

副本部長 （総務部人事・危機管理担当部長） 人事課

本部付 （総務部長） 広報秘書課

（議会事務局長） 管財課

本部員 （経営企画部長） 危機管理課

経営企画部 経営戦略課

財政課

デジタル推進課

議会事務局 議事課

会計課

監査事務局

市民班 市民生活部 市民課

（市民生活部長） 保険年金課

人権政策課

男女共同参画推進室

税務課

収納課

本部連絡員※ 地域コミュニティ課

保健福祉班 健康福祉部 福祉課

（健康保険福祉部長） 生活支援課

（こども家庭部長） 高齢者サービス課

いきいき健康課

こども家庭部 こども課

子育て世代包括支援課

生活環境班 経済産業部 農林水産課

（経済産業部長） 商工観光課

うみがめ課

農業委員会事務局

建設班 都市整備部 都市計画課

（都市整備部長） 建設課

上下水道班 都市整備部 下水道課

（都市整備部長）兼務 宗像地区事務組合 総務課

（宗像地区事務組合事務局次長）

文教班 教育部 学校教育課

（教育部長） 教育総務課

郷育推進課

文化財課

新設小学校準備室

消防班 消防団 消防団本部

（消防団長） 消防団分団

経済産業部長

福津市国民保護協議会

市

対

策

本

部

市長

副市長

教育長

消防団長

総務部人事・危機管理担当部長

総務部長

議会事務局長

経営企画部長

市民生活部長

健康福祉部長

こども家庭部長

※印は、災害対策警戒本部員

都市整備部長

教育部長

宗像地区事務組合事務局次長

危機管理課長

本部長が定めるもの
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各部共通 １ 関係する国、県及び関係機関等からの情報収集、連絡調整に関すること 

２ 部の統括及び情報連絡に関すること 

３ 国民保護措置の実施に関する相互協力 

４ 所管する市有施設の管理（被害調査・応急対策・復旧対策含む）及び安

全対策に関すること 

５ 各所管施設利用者の安全確保に関すること 

６ 所管業務の維持・継続に関すること 

総合政策部 

監査事務局 

議会事務局 

行政経営推

進室 

会計課 

生活安全課 

・自主防災組織との連絡調整に関すること 

・危険物質取扱所（危険物等）との連絡調整に関すること 

・救急・救助・消防活動の支援、広域応援等に関すること 

・緊急輸送の準備に関すること（現地へリポートの確保含む） 

・職員の派遣（要請）及びあっせんに関すること 

・避難施設の確保に係る調整に関すること 

・市有施設の管理（被害状況確認含む）の総括に関すること 

・備蓄物資の供給に関すること 

・ボランティア等に対する情報提供に関すること 

・外国人に対する情報伝達の調整に関すること 

・外国人に係る安否情報などの連絡調整に関すること 

・市営住宅の供給に関すること 

市民部 ・避難住民及び救援物資の運送手段の確保に関すること  

・避難施設の開設・運営に関すること 

保健福祉部 ・救援の実施に関すること 

・高齢者・障害者等の安全確保及び支援に関すること 

・医療全般、医薬品等の確保に関すること 

・保健衛生に関すること 

・赤十字標章の交付、許可に関すること 

・遺体の措置及び埋葬に関すること 

地域生活部 

農業委員会

事務局 

・廃棄物等の処理に係る調整に関すること 

・労働関係団体等との連絡調整に関すること 

・ボランティア等の支援に関わる総合調整に関すること 

・生活必需物資の需用動向調査及び価格の安定に関すること 

・商業施設等との連絡調整に関すること 

・商工団体、機関との連絡調整に関すること 

・トラックその他の物資輸送手段に対する支援要請に関すること 

・救援措置に係る被服、寝具その他生活必需品の確保等に関すること 

・救援物資の保管命令又は収用命令に関すること 

・食料の供給に関すること 

・農業団体との連絡調整に関すること 

・農道状況の把握、対策に関すること 

・ため池施設等の状況把握、安全確保に関すること 

・林業、水産業団体との連絡調整に関すること 

・林道状況、治山施設、漁港施設及び海岸状況の把握、対策に関すること 

・漁船等による運送に係る連絡調整に関すること 

・漂流物等に係る情報収集に関すること 
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総務班 １ 市対策本部の設置及び廃止に関すること 

２ 市対策本部運営の総括に関すること 

３ 国、県及び関係機関との連絡調整に関すること 

４ 国、県及び関係機関への国民保護措置実施の要請に関すること 

５ 消防機関との連絡調整に関すること 

６ 警報・緊急通報及び避難指示の伝達、退避の指示、警報区域の設定等の

統括に関すること 

７ 防災行政無線の統制、活用に関すること 

８ 広域消防応援に関すること 

９ 各種制限措置の解除・指示等に関すること 

10 特殊標章の交付等に関すること 

11 他の部・班に属さないこと 

12 各種情報の集約・分析に関すること 

13 職員等の動員・配備のとりまとめに関すること 

14 被害記録・対応記録に関すること 

15 各部各班の活動状況の把握に関すること 

16 自衛隊の派遣要請及び派遣部隊の受け入れに関すること 

17 国、県及び他自治体への応援要請並びに連絡調整に関すること 

18 市対策本部全体の資源の調達・管理に関すること 

19 受援に関する各班の調整に関すること 

20 受援調整会議の開催に関すること 

21 応援職員の受け入れ及び支援に関すること 

22 車両その他輸送手段の確保、配車に関すること 

23 所管施設の被害調査及び応急措置に関すること 

24 応急活動等に係る物品の調達に関すること 

25 食料、必要物資の確保・調達に関すること 

26 物資集配拠点の開設及び救護物資の受け入れ・管理に関すること 

27 財政措置に関すること 

28 義援金に関すること 

29 市民に対する警報・緊急通報及び避難指示の伝達、退避の指示、警戒区

域等の伝達に関すること 

30 市民への広報に関すること 

31 報道機関との連絡調整に関すること 

32 り災証明書・被害届出証明書の発行に関すること 

33 り災台帳の作成に関すること 

34 議会・議員との連絡に関すること 

35 避難所の開設、閉鎖に関すること 

都市整備部 

水道課 

・土木関係団体との連絡調整に関すること 

・道路（橋りょう含む）状況の把握、対策に関すること 

・道路利用の広域調整に関すること 

・道路公社が管理する道路の情報収集に関すること 

・河川、ダム状況の把握、対策に関すること 

・砂防施設等の状況把握、対策に関すること 

・公園緑地施設の把握、対策に関すること 

・避難地、避難施設の供給等に関すること 

・建設業協会等との連絡調整に関すること 

・建築物の危険度調査等に関すること 

・仮設建築物、仮設住宅の供給手配に関すること 

教育部 ・教育施設等の被害状況把握に関すること 

・避難施設の確保、開設に関すること 

・学校給食施設の活用に関すること 

・市立学校等との連絡調整に関すること 

・生徒、児童等の安全確保の支援に関すること 

消防団 ・住民の避難誘導に関すること 
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建設班 １ 被害状況の把握に関すること 

２ 道路・橋梁の被害調査及び応急措置に関すること 

３ 河川・ため池等の被害調査及び応急措置に関すること 

４ 公園・緑地の被害調査及び応急措置に関すること 

５ 道路等の障害物の除去に関すること 

６ 避難路・緊急輸送路の確保に関すること 

７ 交通規制の実施または協力に関すること 

８ 建設業団体等との連携調整に関すること 

９ 建物及び宅地等の被害調査に関すること 

10 被災建築物の応急危険度判定に関すること 

11 応急仮設住宅の用地確保、建設及び管理に関すること 

12 その他被災者向け住居供給に関すること 

生活環境班 １ 廃棄物の収集・運搬・処理対策に関すること 

２ し尿処理対策に関すること 

３ 遺体の収容、埋葬（火葬）に関すること 

４ 環境保全対策に関すること 

５ 愛護動物対策に関すること 

６ 所管施設等の被害調査及び応急措置に関すること 

７ 警察等との連携に関すること 

８ 商工会及び農協等関係団体との連絡調整に関すること 

９ 被災者支援への職業あっせんの協力に関すること 

10 中小企業への融資対策に関すること 

11 郷づくり推進協議会及び自治会長との連絡調整に関すること 

12 警報・緊急通報及び避難指示の伝達、退避の指示、警報区域等の郷づく

り協議会への伝達に関すること 

13 職員の衛生管理に関すること 

文教班 １ 小中学校の被害状況の把握に関すること 

２ 児童・生徒の安全確保及び安否確認に関すること 

３ 応急教育に関すること 

４ 園児の安全確保に関すること 

５ 保育施設の被害調査及び臨時施設の設置等に関すること 

６ 広域避難者の受け入れに関すること 

７ 避難所の運営に関すること（支援） 

８ 住民の避難誘導に関すること 

９ 文化財対策に関すること 

10 所管施設の避難所開設（支援） 

11 所管施設等の被害調査及び応急措置に関すること 

12 文化財の保護に関すること 
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市民班 １ 避難者名簿の作成に関すること 

２ 避難所における救護物資の受け入れ・管理・配布に関すること 

３ 被災者相談窓口の開設・運営に関すること 

４ 租税の減免等に関すること 

５ 行方不明者名簿に関すること 

６ 安否情報の収集、報告及び照会に対する回答に関すること 

７ 応急対策活動における緊急輸送に関すること 

８ 市民からの通報受付に関すること 

９ 避難所の運営に関すること 

10 住民の避難誘導に関すること 

保健福祉班 １ 福祉関連施設の被害状況に関すること 

２ 要配慮者の救助・救護に関すること 

３ 社会福祉協議会、ボランティア団体との連絡調整に関すること 

４ 福祉避難所、福祉仮設住宅の確保に関すること 

５ 医療機関等の被害状況の把握に関すること 

６ 救護所の設置・管理に関すること 

７ 医師会等医療関係団体との連絡調整に関すること 

８ 後方支援病院の確保に関すること 

９ 医療品・資機材等の調達に関すること 

10 医療ボランティアの受け入れに関すること 

11 防疫活動に関すること 

12 避難者の健康管理に関すること 

13 住民の避難誘導に関すること 

上下水道班 １ 関係部局及び関係機関への連絡調整に関すること 

２ 情報の収集及び記録に関すること 

３ 宗像地区事務組合との連絡調整に関すること 

４ 応急給水活動に関すること 

５ 大口需要者等に対する個別要請及び指導に関すること 

６ 取水、浄水、送水、配水施設の運転、操作、復旧に関すること 

７ 原水、応急給水の水質検査、保全及び薬品管理に関すること 

８ 水道施設・下水道施設の被害調査及び復旧に関すること 

９ 管工事組合、建設業者への応援依頼・作業指導に関すること 

消防班 １ 消防活動に関すること 

２ 防災活動に関すること 

３ 住民の避難誘導に関すること 

４ 被災者の救出・救護に関すること 

５ 行方不明者の捜索に関すること 

６ 自主防犯活動に関すること 

 

 

 

(4) 市対策本部における広報等 

市は、武力攻撃事態等において、情報の錯綜等による混乱を防ぐ

ために、住民に適時適切な情報提供や行政相談を行うため、市対策

本部における広報広聴体制を整備する。 

① 広報班の設置 

  武力攻撃事態等において住民に正確かつ積極的に情報提供を

行うため、広報を一元的に行う広報班を設置する。 

② 広報手段 

     住民等に迅速に情報を提供できる体制を確保するため、広報誌、

記者会見、問い合わせ窓口の開設、インターネットホームページ等

のほか、様々な広報手段を活用するとともに、テレビ、ラジオに広

報の要請を行う。 

    ③ 留意事項 

     ア 広報の内容は、事実に基づく正確な情報であることとし、ま

た、広報の時期を逸することのないよう迅速に対応する。 

    イ 市対策本部において重要な方針を決定した場合など広報する

情報の重要性等に応じて、市長自ら記者会見を行う。 

    ウ 県と連携した広報体制を構築する。 

 

 

(5) 市現地対策本部の設置 

市長は、被災現地における国民保護措置の的確かつ迅速な実施

並びに国、県等の対策本部との連絡及び調整等のため、現地にお

ける対策が必要であると認めるときは、市対策本部の事務の一部

を行うため、市現地対策本部を設置する。 

市現地対策本部長や市現地対策本部員は、市対策副本部長、市

対策本部員その他の職員のうちから市対策本部長が指名する者を

もって充てる。 

 

(6) 現地調整所の設置 

  市長は、武力攻撃による災害が発生した場合、その被害の軽減

及び現地において措置に当たる要員の安全を確保するため、現場
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(4) 市対策本部における広報等 

市は、武力攻撃事態等において、情報の錯綜等による混乱を防ぐ

ために、住民に適時適切な情報提供を行うため、市対策本部におけ

る広報広聴体制を整備する。 

① 広報班の設置 

  住民に正確かつ積極的に情報提供を行うため、広報を一元的

に行う広報班を設置する。 

② 広報手段 

      住民等に迅速に情報を提供するため、ホームページ、ＳＮＳ

（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）、問い合わせ窓

口の開設、テレビ、ラジオ放送、記者発表、広報誌等のほか、

様々な広報手段を活用する。 

    ③ 留意事項 

     ア 広報の内容は、事実に基づく正確な情報であることとし、

また、広報の時期を逸することのないよう迅速に対応する。 

     イ 市対策本部において重要な方針を決定した場合など広報

する情報の重要性等に応じて、市対策本部長自ら記者会見を行

う。 

     ウ 県と連携した広報体制を構築する。 

 
(5) 市現地対策本部の設置 

市対策本部長は、被災現地における国民保護措置の的確かつ迅速

な実施並びに国、県等の対策本部との連絡及び調整等のため、現地

における対策が必要であると認めるときは、市対策本部の事務の一

部を行うため、市現地対策本部を設置する。 

市現地対策本部長や市現地対策本部員は、市対策副本部長、市

対策本部員その他の職員のうちから市対策本部長が指名する者を

もって充てる。 

 

(6) 現地調整所の設置 

  市は、武力攻撃事態等による災害が発生した場合、その被害の

軽減及び現地において措置に当たる要員の安全を確保するため、

における関係機関（県、消防機関、県警察、海上保安部、自衛隊、

医療機関等）の活動を円滑に調整する必要があると認めるときは、

現地調整所を設置し、（又は関係機関により現地調整所が設置さ

れている場合は職員を派遣し、）関係機関との情報共有及び活動

調整を行う。 

 

※【現地調整所の性格について】 

① 現地調整所は、現地に到着した関係機関が原則として各々の付与

された権限の範囲内において情報共有や活動調整を行い、現場に

おける連携した対応を可能とするために設置するものである（例

えば、典型的な場面として、避難実施要領に基づく避難誘導の実

施に関して、関係機関による連携した活動が行われるように現地

調整所で調整を行うことが考えられる。）。 

  

② 現地調整所は、事態発生の現場において現場の活動の便宜のため

に機動的に設置することから、あらかじめ決められた一定の施設

や場所に置かれるのではなく、むしろ、現場の活動上の便宜から

最も適した場所に、テント等を用いて設置することが一般である。 

  

 

③ 現地調整所においては、現場レベルにおける各機関の代表者が、

定時又は随時に会合を開くことで、連携の強化を図ることが必要

である。 

   現地調整所の設置により、市は、消防機関による消火活動及び

救助・救急活動の実施及び退避の指示、警戒区域の設定等の権限

行使を行う際に、その判断に資する情報収集を行うことにより、

現場での関係機関全体の活動を踏まえた国民保護措置の実施や権

限を行使することが可能となる。また、現地調整所における最新

の情報について、各現場で活動する職員で共有させ、その活動上

の安全の確保に活かすことが可能となる。 
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現場における関係機関の活動を円滑に調整する必要があると認

めるときは、現地調整所を設置し、関係機関との情報共有及び活

動調整を行う。また、関係機関により現地調整所が設置されてい

る場合は、職員を派遣する。 

 

 

※【現地調整所の性格について】 

 ① 設置の目的 

現地調整所は、現地に到着した関係機関が原則として各々の

付与された権限の範囲内において情報共有や活動調整を行い、

現場における連携した対応を可能とするために設置する。 

  

 

 

② 設置場所 

事態発生の現場において現場の活動の便宜のために機動的に

設置することから、あらかじめ決められた一定の施設や場所に

置かれるのではなく、現場の活動上の便宜から最も適した場所

に、テント等を用いて設置する。 

  

③ 関係機関との連携強化及び情報の共有等 

現地調整所においては、現場レベルにおける各機関の代表者

が、定時又は随時に会合を開くことで、連携の強化を図ることが

必要である。 

   現地調整所の設置により、市は、消防機関による消火活動及び

救助・救急活動の実施及び退避の指示、警戒区域の設定等の権限

行使を行う際に、その判断に資する情報収集を行うことにより、

現場での関係機関全体の活動を踏まえた国民保護措置の実施や

権限を行使する。また、現地調整所における最新の情報について、

各現場で活動する職員間で共有させ、その活動上の安全の確保に

活かすものとする。 

  

 

④ 現地調整所については、必要と判断した場合には、市における国

民保護措置を総合的に推進する役割を担う市が積極的に設置する

ことが必要であるが、他の対処に当たる機関が既に設置している場

合には、市の職員を積極的に参画させることが必要である（このた

め、現場に先着した関係機関が先に設置することもあり得るが、そ

の場合においても、市は、関係機関による連携が円滑に行われるよ

う、主体的に調整に当たることが必要である。）。 

  （注）現地調整所で調整する関係機関のメンバーをあらかじめ定

めることは困難であるが、市は、国民保護協議会や訓練を通じて、

その運用の手順等について意見交換を行うことが重要である。 

 

(7)市対策本部長の権限 

市対策本部長は、その区域における国民保護措置を総合的に推進

するため、各種の国民保護措置の実施に当たっては、次に掲げる権

限を適切に行使して、国民保護措置の的確かつ迅速な実施を図る。 

 

① 市の区域内の国民保護措置に関する総合調整 

市対策本部長は、市の区域に係る国民保護措置を的確かつ迅

速に実施するため必要があると認めるときは、市が実施する国

民保護措置に関する総合調整を行う。 

 

② 県対策本部長に対する総合調整の要請 

市対策本部長は、県対策本部長に対して、県並びに指定公共機

関及び指定地方公共機関が実施する国民保護措置に関して所要

の総合調整を行うよう要請する。 また、市対策本部長は、県対

策本部長に対して、国の対策本部長が指定行政機関及び指定公

共機関が実施する国民保護措置に関する総合調整を行うよう要

請することを求める。 

この場合において、市対策本部長は、総合調整を要請する理

由、総合調整に関係する機関等、要請の趣旨を明らかにする。 

 

③ 情報の提供の求め 

市対策本部長は、県対策本部長に対し、市の区域に係る国民保
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④ 他機関が設置した現地調整所への対応 

現地調整所が必要な場合には、市における国民保護措置を総合

的に推進する役割を担う市が積極的に設置することが必要であ

るが、他の対処に当たる機関が既に設置している場合には、市の

職員を積極的に参画させる。 

 

 

 

 

 

 

(7)市対策本部長の権限 

市対策本部長は、その区域における国民保護措置を総合的に推

進するため、各種の国民保護措置の実施に当たっては、次に掲げる

権限を適切に行使して、国民保護措置の的確かつ迅速な実施を図

る。 

① 市の区域内の国民保護措置に関する総合調整 

市対策本部長は、市内に係る国民保護措置を的確かつ迅速に

実施するため必要があると認めるときは、市が実施する国民保

護措置に関する総合調整を行う。 

 

② 県対策本部長に対する総合調整の要請 

市対策本部長は、県対策本部長に対して、県並びに指定公共

機関及び指定地方公共機関が実施する国民保護措置に関して

所要の総合調整を行うよう要請する。 また、市対策本部長は、

県対策本部長に対して、国の対策本部長が指定行政機関及び指

定公共機関が実施する国民保護措置に関する総合調整を行う

よう要請することを求める。 

この場合において、市対策本部長は、総合調整を要請する理

由、総合調整に関係する機関等、要請の趣旨を明らかにする。 

 

③ 情報の提供の求め 

市対策本部長は、県対策本部長に対し、市内に係る国民保護

護措置の実施に関し総合調整を行うため必要があると認めると

きは、必要な情報の提供を求める。 

 

④ 国民保護措置に係る実施状況の報告又は資料の求め 

市対策本部長は、総合調整を行うに際して、当該総合調整の関

係機関に対し、市の区域に係る国民保護措置の実施の状況につ

いて報告、又は資料の提出を求める。 

 

⑤ 市教育委員会に対する措置の実施の求め 

市対策本部長は、市教育委員会に対し、市の区域に係る国民保

護措置を実施するため必要な限度において、必要な措置を講ず

るよう求める。 

この場合において、市対策本部長は、措置の実施を要請する理

由、要請する措置の内容等、当該求めの趣旨を明らかにする。 

 

(8) 市対策本部の廃止 

市長は、内閣総理大臣から、総務大臣（消防庁）及び知事を経由

して市対策本部を設置すべき市の指定の解除の通知を受けたとき

は、遅滞なく、市対策本部を廃止する。 

 

２ 通信の確保     

 

(1) 情報通信手段の確保 

    市は、携帯電話、衛星携帯電話、移動系市防災行政無線等の移

動系通信回線若しくは、インターネット、ＬＧＷＡＮ（総合行政

ネットワーク）、同報系無線、地域防災無線等の固定系通信回線

の利用又は臨時回線の設定等により、市対策本部と市現地対策本

部、現地調整所、要避難地域、避難先地域等との間で国民保護措

置の実施に必要な情報通信手段を確保する。 

 

(2)情報手段の機能確認 

   略 
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措置の実施に関し総合調整を行うため必要があると認めると

きは、必要な情報の提供を求める。 

 

④ 国民保護措置に係る実施状況の報告又は資料の求め 

市対策本部長は、総合調整を行うに際して、当該総合調整の

関係機関に対し、市内に係る国民保護措置の実施の状況につい

て報告又は資料の提出を求める。 

 

⑤ 市教育委員会に対する措置の実施の求め 

市対策本部長は、市教育委員会に対し、市内に係る国民保護

措置を実施するため必要な限度において、必要な措置を講ずる

よう求める。 

この場合において、市対策本部長は、措置の実施を要請する

理由、要請する措置の内容等、当該求めの趣旨を明らかにする。 

 

(8) 市対策本部の廃止 

市対策本部長は、内閣総理大臣から、総務大臣（消防庁）及び知

事を経由して市対策本部を設置すべき市の指定の解除の通知を受

けたときは、遅滞なく、市対策本部を廃止する。 

 
２ 通信の確保     

 

(1) 情報通信手段の確保 

 市は、携帯電話、ＭＣＡ無線[f1]等の移動系通信回線若しくは、

インターネット、ＬＧＷＡＮ（総合行政ネットワーク）、市防災行

政無線等の固定系通信回線の利用又は臨時回線の設定等により、

市対策本部と市現地対策本部、現地調整所、要避難地域、避難先地

域等との間で国民保護措置の実施に必要な情報通信手段を確保す

る。 

   
(2)情報手段の機能確認 

  略 

 

(3)通信輻輳により生じる混信等の対策 

  略 
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(3)通信輻輳により生じる混信等の対策 

  略 

第３章 関係機関相互の連携 

 

１ 国・県の対策本部との連携 

 

(1) 国・県の対策本部との連携 

  略 

 

(2) 国・県の現地対策本部との連携 

  市は、国・県の現地対策本部が設置された場合は、連絡員を派遣

すること等により、当該本部と緊密な連携を図る。また、運営が効

率的であると判断される場合には、必要に応じて、県・国と調整の

上、共同で現地対策本部を設置し、適宜情報交換等を行うととも

に、共同で現地対策本部の運用を行う。 

  また、国の現地対策本部長が武力攻撃事態等合同対策協議会を

開催する場合には、当該協議会へ参加し、国民保護措置に関する

情報の交換や相互協力に努める。 

 

２ 知事、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長等への措置要請等 

 

(1) 知事等への措置要請 

市は、市内における国民保護措置を的確かつ迅速に実施するた

め必要があると認めるときは、知事その他県の執行機関（以下「知

事等」という。）に対し、その所掌事務に係る国民保護措置の実施

に関し必要な要請を行う。この場合において、市は、要請する理由、

活動内容等をできる限り具体的に明らかにして行う。 

 

(2) 知事に対する指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長への

措置要請 

市は、市内における国民保護措置の求めを的確かつ迅速に実施

するため特に必要があると認めるときは、知事等に対し、指定行政

機関の長又は指定地方行政機関の長への要請を行うよう求める。 

第３章 関係機関相互の連携 

 

１ 国・県の対策本部との連携 

 

(1) 国・県の対策本部との連携 

  略 

 

(2) 国・県の現地対策本部との連携 

  市は、国・県の現地対策本部が設置された場合は、連絡員を派遣

すること等により、当該本部と緊密な連携を図る。また、運営が効

率的であると判断される場合には、必要に応じて、県・国と調整の

上、共同で現地対策本部を設置し、適宜情報交換等を行うとともに、

共同で現地対策本部の運用を行う。 

 

 

 

 

２ 知事、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長等への措置要請等 

 

(1) 知事等への措置要請 

市は、本市の区域における国民保護措置を的確かつ迅速に実施す

るため必要があると認めるときは、知事その他県の執行機関（以下

「知事等」という。）に対し、その所掌事務に係る国民保護措置の

実施に関し必要な要請を行う。この場合において、市は、要請する

理由、活動内容等をできる限り具体的に明らかにして行う。 

 

(2) 知事に対する指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長への措

置要請 

市は、本市の区域における国民保護措置の求めを的確かつ迅速に

実施するため特に必要があると認めるときは、知事等に対し、指定

行政機関の長又は指定地方行政機関の長への要請を行うよう求め
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（3）指定公共機関、指定地方公共機関への措置要請 

   略 

 

３ 自衛隊の部隊等の派遣要請の求め等 

 

① 市長は、国民保護措置を円滑に実施するため必要があると認

めるときは、知事に対し、自衛隊の部隊等の派遣の要請を行う

よう求める（国民保護等派遣）。 

また、通信の途絶等により知事に対する自衛隊の部隊等の派

遣要請ができない場合は、努めて市内を担当区域とする地方協

力本部長又は市国民保護協議会の委員を通じて、陸上自衛隊西

部方面総監、海上自衛隊佐世保地方総監、航空自衛隊西部航空

方面隊司令官等を介し、防衛大臣に連絡する。 

 

②  市長は、国民保護等派遣を命ぜられた部隊のほか、防衛出動

及び治安出動（内閣総理大臣の命令に基づく出動（自衛隊法第

78条）及び知事の要請に基づく出動（自衛隊法第81条））によ

り出動した部隊とも、市対策本部及び現地調整所において緊密

な意思疎通を図る。 

 

 

４ 他の市町村長等に対する応援の要求、事務の委託 

 

(1) 他の市町村長等への応援の要求 

① 市長は、必要があると認めるときは、応援を求める理由、活

動内容等を具体的に明らかにしたうえで、他の市町村等に対し

て応援を求める。 

 

     ②  応援を求める市町村との間であらかじめ相互応援協定等が

締結されている場合  には、その相互応援協定等に基づき応

援を求める。 

る。 

 

（3）指定公共機関、指定地方公共機関への措置要請 

   略 

 

３ 自衛隊の部隊等の派遣要請の求め等 

 

① 市長は、国民保護措置を円滑に実施するため必要があると認

めるときは、知事に対し、自衛隊の部隊等の派遣の要請を行うよ

う求める（国民保護等派遣）。また、通信の途絶等により知事に

対する自衛隊の部隊等の派遣の要請の求めができない場合は、

努めて福岡地方協力本部長又は協議会委員たる第４後方支援連

隊第１整備大隊長を通じて、陸上自衛隊西部方面総監、海上自衛

隊佐世保地方総監、航空自衛隊西部航空方面隊司令官等を介し、

防衛大臣に連絡する。 

 

②  市長は、国民保護等派遣を命ぜられた部隊のほか、防衛出動

及び治安出動（内閣総理大臣の命令に基づく出動（自衛隊法第78

条）及び知事の要請に基づく出動（自衛隊法第81条））により出

動した部隊とも、市対策本部及び現地調整所において緊密な意

思疎通を図る。 

 

 

４ 他の市町村長等に対する応援の要求、事務の委託 

 

(1) 他の市町村長等への応援の要求 

① 市は、必要があると認めるときは、応援を求める理由、活動内

容等を具体的に明らかにしたうえで、他の市町村等に対して応

援を求める。 

 

       ②  応援を求める市町村との間であらかじめ相互応援協定等が締

結されている場合には、その相互応援協定等に基づき応援を求

める。 
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   (2) 県への応援の要求 

     市長は、必要があると認めるときは、知事等に対し応援を求める。

この場合、応援を求める理由、活動内容等を具体的に明らかにする。 

 

(3) 事務の一部の委託 

① 市が、国民保護措置の実施のため、事務の全部又は一部を他

の地方公共団体に委託するときは、平素からの調整内容を踏ま

え、以下の事項を明らかにして委託を行う。 

・委託事務の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法 

・委託事務に要する経費の支弁の方法、その他必要な事項 

 

②  市は、他の地方公共団体に対する事務の委託を行った場合、

上記事項を公示するとともに、県に届け出る。 

また、事務の委託又は委託に係る事務の変更若しくは事務の

廃止を行った場合は、市長はその内容を速やかに市議会に報告

する。 

 
５ 指定行政機関の長等に対する職員の派遣要請  

 

(1) 関係機関職員の派遣要請 

市は、国民保護措置の実施のため必要があるときは、指定行政機

関若しくは指定地方行政機関の長又は特定指定公共機関（指定公共

機関である特定独立行政法人をいう。）に対し、当該機関の職員の

派遣の要請を行う。また、必要があるときは、地方自治法の規定に

基づき、他の地方公共団体に対し、当該地方公共団体の職員の派遣

を求める。 

 

(2) 当該機関職員の派遣要請の手順 

市は、(1)の要請を行うときは、県を経由して行う。ただし、人

命の救助等のために緊急を要する場合は、直接要請を行う。また、

当該要請等を行っても必要な職員の派遣が行われない場合などに

 

 

  (2) 県への応援の要求 

    市は、必要があると認めるときは、知事に対し応援を求める。この

場合、応援を求める理由、活動内容等を具体的に明らかにする。 

 

(3) 事務の一部の委託 

① 市が、国民保護措置の実施のため、事務の全部又は一部を他の

地方公共団体に委託するときは、平素からの調整内容を踏まえ、

以下の事項を明らかにして委託を行う。 

・委託事務の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法 

・委託事務に要する経費の支弁の方法、その他必要な事項 

 

②  他の地方公共団体に対する事務の委託を行った場合、市は、

上記事項を公示するとともに、県に届け出る。 

また、事務の委託又は委託に係る事務の変更若しくは事務の廃

止を行った場合は、市長はその内容を速やかに議会に報告する。 

 

 

５ 指定行政機関の長等に対する職員の派遣要請  

 

(1) 市は、国民保護措置の実施のため必要があるときは、指定行政機

関の長若しくは指定地方行政機関の長又は特定指定公共機関（指定

公共機関である特定独立行政法人をいう。）に対し、当該機関の職

員の派遣の要請を行う。また、必要があるときは、地方自治法の規

定に基づき、他の地方公共団体に対し、当該地方公共団体の職員の

派遣を求める。 

 

 

(2) 市は、(1)の要請を行うときは、県を経由して行う。ただし、人

命の救助等のために緊急を要する場合は、直接要請を行う。また、

当該要請等を行っても必要な職員の派遣が行われない場合などに

おいて、国民保護措置の実施のため必要があるときは、県を経由し
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おいて、国民保護措置の実施のため必要があるときは、県を経由し

て総務大臣に対し、あっせんを求める。 

６ 市の行う応援等 

 

(1) 他の市町村に対して行う応援等 

① 市は、他の市町村から応援の求めがあった場合には、求めら

れた応援を実施することができない場合や、他の機関が実施す

る国民保護措置と競合する場合等、正当な理由のある場合を除

き、必要な応援を行う。 

② 他の市町村から国民保護措置に係る事務の委託を受けた場

合、市長は、所定の事項を議会に報告するとともに、市は公示

を行い、県に届け出る。 

 

(2) 指定公共機関又は指定地方公共機関に対して行う応援等 

略 

 
７ 自主防災組織等に対する支援等 

 

(1) 自主防災組織等に対する支援 

  略 

 

(2) ボランティア活動への支援等 

市は、武力攻撃事態等におけるボランティア活動に際しては、そ

の安全を十分に確保する必要があることから、武力攻撃事態等の

状況を踏まえ、その可否を判断する。 

また、市は、安全の確保が十分であると判断した場合には、県と

連携して、ボランティア関係団体等と相互に協力し、被災地又は避

難先地域におけるニーズや活動状況の把握、ボランティアへの情

報提供、ボランティアの生活環境への配慮、避難所等に臨時に設置

されるボランティア・センター等における登録・派遣調整等の受入

体制の確保等に努め、その技能等の効果的な活用を図る。 

 

 

て総務大臣に対し、(1)の職員の派遣について、あっせんを求める。 

 

６ 市の行う応援等 

 

(1) 他の市町村に対して行う応援等 

① 市は、他の市町村から応援の求めがあった場合には、求められ

た応援を実施することができない場合や、他の機関が実施する

国民保護措置と競合する場合など、正当な理由のある場合を除

き、必要な応援を行う。 

② 他の市町村から国民保護措置に係る事務の委託を受けた場

合、市長は、所定の事項を議会に報告するとともに、公示を行い、

県に届け出る。 

 

(2) 指定公共機関又は指定地方公共機関に対して行う応援等 

略 

 

７ ボランティア団体等に対する支援等 

 

(1) 自主防災組織等に対する支援 

  略 

 

(2) ボランティア活動への支援等 

市は、武力攻撃事態等におけるボランティア活動に際しては、そ

の安全を十分に確保する必要があることから、武力攻撃事態等の状

況を踏まえ、その適否を判断する。 

また、市は、安全の確保が十分であると判断した場合には、県と

連携して、ボランティア関係団体等と相互に協力し、被災地又は避

難先地域におけるニーズや活動状況の把握、ボランティアへの情報

提供、ボランティアの生活環境への配慮、避難所等に臨時に設置さ

れるボランティア・センター等における登録・派遣調整等の受入体

制の確保等に努め、その技能等の効果的な活用を図る。 
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(3) 民間からの救援物資の受入れ 

  略 

 

８ 住民への協力要請 

略 

(3) 民間からの救援物資の受入れ 

     略 

 

８ 住民への協力要請 

  略 

第４章 警報及び避難の指示等 

 

１ 警報の内容の伝達等 

 

(1) 警報の内容の伝達 

① 市は、県から警報の内容の通知を受けた場合には、あらかじ

め定められた伝達方法（伝達先、手段、伝達順位）により、速

やかに住民及び関係のある国公私の団体（消防団、郷づくり推

進協議会、自治会、社会福祉協議会、農業協同組合、漁業協同

組合、森林組合、商工会、病院、学校など）に警報の内容を伝

達する。 

 

(2) 警報の内容の通知 

     略 

 

(3) 警報の内容 

警報の内容は、警報を受けた者がそれぞれの立場に応じ適切

な措置を講ずることができるよう、次の内容とされている。 

【警報の内容】 

・武力攻撃事態等の現状及び予測 

 航空機等の接近、相手国の侵攻状況等相手国の軍隊等の状況及

びこれらの今後の予測 

・武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地

域 

 当該地域の都道府県名、市町村名等 

・住民及び公私の団体に対し周知すべき事項 

 避難誘導者の指示に従って冷静に行動することやテレビ・ラジ

第４章 警報及び避難の指示等 

 

１ 警報の内容の伝達等 

 

(1) 警報の内容の伝達 

① 市は、県から警報の内容の通知を受けた場合には、あらかじめ

定められた伝達方法（伝達先、手段、伝達順位）により、速やか

に住民及び関係のある国公私の団体（消防団、自治会、社会福祉

協議会、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、商工会、病院、

学校など）に警報の内容を伝達する。 

 

 

(2) 警報の内容の通知 

     略 

 

   (3)（新設） 
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オ等の情報の収集手段の確保に努めること等の必要な事項 

 
 

２ 警報の内容の伝達方法 

 

 
(1) 警報の内容は、緊急情報ネットワーク（Em-NET）、全国瞬時警報

システム（J-ALERT）等を活用し、地方公共団体に伝達される。市

長は、全国瞬時警報システム(J-ALERT)と連携している情報伝達手

段により、原則として以下の要領により情報を伝達する。 

  なお、警報の伝達手段の複数化を図るなど、より確実な伝達に

ついて検討する。 

 ① 「武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められ

る地域」に市が含まれる場合 

   国が定めたサイレンを防災行政無線（災害情報伝達システム）

を活用し最大音量で吹鳴して住民に注意喚起するとともに、電

子メール、ホームページへの掲載、広報車の利用等あらゆる手

段により、武力攻撃事態等において警報が発令された事実等を

周知する。 

   また、消防団や自主防災組織による伝達、郷づくり協議会等

への協力依頼の方法も活用する。 

 

 

 

２ 警報の内容の伝達方法 

  

 (1) 市長は、知事から警報の通知を受けたときは、あらかじめ定めら

れた伝達方法（伝達先、手段、伝達順位）により、速やかに住民及

び自治会等関係団体に伝達するものとする。 
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 ② 「武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められ

る地域」に市が含まれない場合 

   原則として、サイレンは使用せず、広報車、防災行政無線（災

害情報伝達システム[f2]）、ホームページへの掲載をはじめとす

る手段により、周知を図る。 

 ※ 全国瞬時警報システム(J-ALERT)によって情報が伝達されな

かった場合においては、緊急情報ネットワークシステム(Em-

NET)によって伝達された情報をホームページ等に掲載する等に

より、周知を図る。 

 

(2) 市長は、消防機関と連携し、あるいは自主防災組織等の自発

的な協力を得ることなどにより、各世帯等に警報の内容を伝達

することができるよう、体制を整備する。 

この場合において、消防本部は保有する車両・装備を有効に活

用し、巡回等による伝達を行うとともに、消防団は、平素から

の地域との密接なつながりを活かし、自主防災組織、自治会や

避難行動要支援者等への個別の伝達を行うなど、それぞれの特

性を活かした効率的な伝達が行われるように配意する。 

また、市は、警報の内容の伝達が迅速かつ的確に行われるよ

う、県警察と緊密な連携を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 警報の内容の伝達方法については、当面の間は、現在市が保有す

る伝達手段に基づき、原則として以下の要領により行う。 

なお、警報の伝達手段の複数化を図るなど、より確実な伝達につ

いて検討するものとする。 

①  「武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められ

る地域」に本市が含まれる場合 

この場合においては、原則として、市町村防災行政無線（同

報系）あるいはＭＣＡシステムを活用した「ふくおかコミュニ

ティ無線」（同報系）又はそれと同様のシステムを利用して、

国が定めたサイレンを最大音量で吹鳴して住民に注意喚起した

後、武力攻撃事態等において警報が発令された事実等を周知す

るものとする。 

市は、防災行政無線（同報系）等を整備していないため、電

子メールの利用や広報車の使用、消防団や自主防災組織による

伝達、自治会等による連絡網の活用など、事前に定めた方法に

より周知するものとする。 

② 「武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる

地域」に市が含まれない場合 

ア この場合においては、原則として、サイレンは使用せず、

防災行政無線やホームページへの掲載をはじめとする手段

により、周知を図る。 

イ なお、市長が特に必要と認める場合に、サイレンを使用し

て住民に周知を図ることを妨げるものではない。 
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(3) 警報の内容の伝達においては、特に、高齢者、障がい者、外国人

等に対する伝達に配慮するものとし、具体的には、避難行動要支

援者について、防災・福祉部局との連携の下で、避難行動要支援

者名簿を活用するなど、避難行動要支援者に迅速に正しい情報が

伝達され、避難などに備えられるような体制の整備に努める。 

    
 

 

 

 

 

(4)～(5)：略 
 

(6) 警報の伝達に当たって特に留意が必要な事項 

 ① 市街地における警報の伝達 

   市は、防災における情報の伝達方法等を踏まえ、防災行政無

線、広報車等の使用、消防団や自主防災組織による伝達、自治

会等による連絡網の活用など、あらゆる手段を利用して、警報

の伝達が確実に行われるよう努める。 

  

② 過疎地域における警報の伝達 

   市は、緊急情報伝達システム等の使用、消防団などによる伝

達、自治会等による連絡網の活用等により警報の伝達が確実に

行われるように努める。 

  

※【全国瞬時警報システム（J-ALERT）を用いた場合の対応】 

  弾道ミサイル攻撃のように対処に時間的余裕がない事態につ

いては、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）が整備され、

瞬時に国から警報の内容が送信されることとなった場合には、

消防庁が定めた方法により防災行政無線等を活用して迅速に住

民へ警報を伝達することとする。 

 

 

(3) 市長は、消防機関と連携し、あるいは自主防災組織等の自発的な

協力を得ることなどにより、各世帯等に警報の内容を伝達すること

ができるよう、体制を整備する。 

  この場合において、消防本部は保有する車両・装備を有効に活用

し、巡回等による伝達を行うとともに、消防団は、平素からの地域

との密接なつながりを活かし、自主防災組織、自治会や災害時要援

護者等への個別の伝達を行うなど、それぞれの特性を活かした効率

的な伝達が行なわれるように配意する。 

   また、市は、警報の内容の伝達が的確かつ迅速に行われるよう、

県警察と緊密な連携を図る。 

 

(4)～(5)：略 
 

(6) 警報の伝達に当たって特に留意が必要な事項 

 ① 市街地における警報の伝達 

   市は、防災における情報の伝達方法等を踏まえ、防災行政無線、

広報車等の使用、消防団や自主防災組織による伝達、自治会等に

よる連絡網の活用など、あらゆる手段を利用して、警報の伝達が

確実に行われるよう努めるものとする。 

 

 ② 過疎地域における警報の伝達 

   市は、防災行政無線の使用、消防団などによる伝達、自治会等

による連絡網の活用などとともに、状況に応じてファックス、

電子メール等を利用するなどして、警報の伝達が確実に行われ

るように努めるものとする。 
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③ 大規模集客施設等の利用者に対する警報の伝達 

   大規模集客施設等の施設管理者に対し、県及び市は役割分担

に沿って多様な媒体により警報の伝達に努めるとともに、施設

管理者においては、館内放送を利用するなどにより速やかに施

設内における利用者への伝達に努める。 

  

④ 高齢者、障がいのある人、児童等に対する警報の伝達 

   市は、防災における体制等を活用し高齢者等の要配慮者への

対応を優先するとともに、迅速かつ的確に警報の内容を伝達す

るため、それぞれの状況等に応じてファックス、携帯電話、電

子メール等の多様な媒体の活用に努めるものとする。 

   また、高齢者施設や学校等の施設管理者に対し多様な媒体を

活用して警報の伝達に努めるとともに、施設管理者において

は、速やかに施設内における利用者に対する伝達を行うように

努める。 

 

 

３ 緊急通報の伝達及び通知 

緊急通報の住民や関係機関への伝達・通知方法については、原則と

して警報の伝達・通知方法と同様とする。 

 

 

 

 

【緊急通報】 

  緊急通報は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しよう

としている場合において、住民に対する危険を防止するため

に緊急の必要があると認めた時に、知事が発令する。 

 

【緊急通報の例】 

国民保護法に係る緊急通報（例） 

福岡県知事第○号 

〇〇年○○月○○日 ○○時○○分現在 

③ 大規模集客施設等の利用者に対する警報の伝達 

   大規模集客施設等の施設管理者に対し、 市は役割分担に沿

って多様な媒体により警報の伝達に努めるとともに、施設管理

者においては、館内放送を利用するなどにより速やかに施設内

における利用者への伝達に努めるものとする。 

  

④ 高齢者、障害者、児童等に対する警報の伝達 

   市は、防災における体制等を活用し高齢者等の災害時要援護

者への対応を優先するとともに、迅速かつ的確に警報の内容を

伝達するため、それぞれの状況等に応じてファックス、携帯電

話、電子メール等の多様な媒体の活用に努めるものとする。 

   また、高齢者施設や学校等の施設管理者に対し多様な媒体を

活用して警報の伝達に努めるとともに、施設管理者においては、

速やかに施設内における利用者に対する伝達を行うように努め

るものとする。 

 

 

３ 緊急通報の伝達及び通知 

緊急通報の住民や関係機関への伝達・通知方法については、原則と

して警報の伝達・通知方法と同様とする。 

 

 

 

 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 （新設） 
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１ 事態の現状 

日時 

場所 

状況 

 

○○月○○日 ○○時○○分頃、 

○○市○○海岸付近において、 

不審なゴムボートが座礁。武装した

２～３人組が付近にひそんでいる

模様です。 

○○海岸付近にて銃撃と思われる

音が聞こえたとの情報がありまし

た。 

現在、警察・自衛隊等関係機関によ

る調査が行われています。 

２ 今後の予測 付近の外出は、事件に巻き込まれる

可能性があります。 

３ 周知事項 〇〇海岸付近に居住する住民等は、

屋内で施錠の上待機し、テレビ・ラ

ジオなどにより情報を収集し、今後

の行政の指示を待ってください。 

その他不審者に関する情報等があ

れば、以下に連絡してください。 

福岡県総務部防災危機管理局防災

企画課（電話） 

若しくは、もよりの市役所、町村役

場（電話） 

４ 県担当部署 福岡県総務部防災危機管理局防災

企画課（電話、ＦＡＸ） 

  （※ 県国民保護計画より） 
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第２ 避難住民の誘導等 

 

１ 避難の指示の通知・伝達 

 

① 市長は、知事が避難の指示を迅速かつ的確に行えるよう、事

態の状況を踏まえ、被災情報や現場における事態に関する情

報、避難住民数、避難誘導の能力等の状況について、収集した

情報を迅速に県に提供する。 

 

② 市長は、知事による避難の指示が行われた場合には、警報の

内容の伝達に準じて、その内容を、住民に対して迅速に伝達す

る。 

 

【知事による避難の指示の内容】 

 ・住民の避難が必要な地域（要避難地域） 

 ・住民の避難先となる地域（避難先地域、住民の避難の経路

となる地域を含む） 

 ・関係機関が講ずべき措置の概要 

 ・主要な避難の経路、避難のための交通手段。その他避難の

方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 避難住民の誘導等 
 

１ 避難の指示の通知・伝達 

 

① 市長は、知事が避難の指示を迅速かつ的確に行えるよう、事態

の状況を踏まえ、被災情報や現場における事態に関する情報、避

難住民数、避難誘導の能力等の状況について、収集した情報を迅

速に県に提供する。 

 

② 市長は、知事による避難の指示が行われた場合には、警報の内

容の伝達に準じて、その内容を、住民に対して迅速に伝達する。 

 

 

 （新設） 
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【避難の指示の流れ】 

 
 

２ 避難実施要領の作成  

 

(1) 避難実施要領の作成及び報告 

市長は、避難の指示の通知を受けた場合は、直ちに、あらかじめ

策定した避難実施要領のパターンを参考にしつつ、避難の指示の

内容に応じた避難実施要領の案を作成するとともに、当該案につ

いて、各執行機関、消防機関、県、県警察、海上保安部、自衛隊等

の関係機関の意見を聴いた上で、迅速に避難実施要領を策定する。 

その際、避難実施要領の通知・伝達が避難の指示の通知後速やか

に行えるようその迅速な作成に留意する。 

市長は、作成した避難実施要領を直ちに知事に報告する。 

市長は、知事による避難の指示の内容が修正された場合又は事

態の状況が変化した場合には、直ちに、避難実施要領の内容を修正

する。 

 

 

 

(新設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 避難実施要領の策定  

 

(1) 避難実施要領の策定 

市長は、避難の指示の通知を受けた場合は、直ちに、あらかじめ

策定した避難実施要領のパターンを参考にしつつ、避難の指示の内

容に応じた避難実施要領の案を作成するとともに、当該案につい

て、各執行機関、消防機関、県、県警察、海上保安部、自衛隊等の

関係機関の意見を聴いた上で、迅速に避難実施要領を策定する。 

その際、避難実施要領の通知・伝達が避難の指示の通知後速やか

に行えるようその迅速な作成に留意する。 

避難の指示の内容が修正された場合又は事態の状況が変化した

場合には、直ちに、避難実施要領の内容を修正する。 

また、市長は、作成した避難実施要領を直ちに知事に報告するも

のとする。 
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(2) 避難実施要領の作成の際の主な留意事項 

避難実施要領の作成に関しての主な留意事項を、以下に示す。 

※【避難実施要領に定める事項（法定事項）】 

・避難の経路、避難の手段その他避難の方法に関する事項 

・避難住民の誘導の実施方法、避難住民の誘導に係る関係職員の配置その

他避難住民の誘導に関する事項 

・その他避難の実施に関し必要な事項 

 

※【避難実施要領の策定の留意点について】 

 避難実施要領は、避難誘導に際して、活動に当たる様々な関係機関

が共通の認識のもとで避難を円滑に行えるようにするために策定す

るものであり、県国民保護計画に記載される市の計画作成の基準の内

容に沿った記載を行うことが基本である。ただし、緊急の場合には、

時間的な余裕がないことから、事態の状況等を踏まえて、法定事項を

箇条書きにするなど、避難実施要領を簡潔な内容のものもありうる。 

 

※【避難実施要領の項目】  

① 要避難地域及び避難住民の誘導の実施単位 

  避難が必要な地域の住所を可能な限り明示するとともに、郷

づくり推進協議会、自治会、学校、事業所等地域の実情に応じ

た適切な避難の実施単位を記載する。 

 

② 避難先 

  避難先の住所及び施設名を可能な限り具体的に記載する。 

 

③ 一時集合場所及び集合方法 

  避難住民の誘導や運送の拠点となるような、一時集合場所等

の住所及び場所名 を可能な限り具体的に明示するとともに、

集合場所への交通手段を記載する。 

 

④ 集合時間 

  避難誘導の際の交通手段の出発時刻や避難誘導を開始する

時間を可能な限り具体的に記載する。 

（新設） 

 

※【避難実施要領に定める事項（法定事項）】 

・避難の経路、避難の手段その他避難の方法に関する事項 

・避難住民の誘導の実施方法、避難住民の誘導に係る関係職員の配置その

他避難住民の誘導に関する事項 

・その他避難の実施に関し必要な事項 

 

※【避難実施要領の策定の留意点について】 

 避難実施要領は、避難誘導に際して、活動に当たる様々な関係機関

が共通の認識のもとで避難を円滑に行えるようにするために策定する

ものであり、県国民保護計画に記載される市の計画作成の基準の内容

に沿った記載を行うことが基本である。ただし、緊急の場合には、時

間的な余裕がないことから、事態の状況等を踏まえて、法定事項を箇

条書きにするなど、避難実施要領を簡潔な内容のものもありうる。 

 

※【避難実施要領の項目】  

① 要避難地域及び避難住民の誘導の実施単位 

  避難が必要な地域の住所を可能な限り明示するとともに、自

治会、事務所等、地域の実情に応じた適切な避難の実施単位

を記載する。 

 

② 避難先 

  避難先の住所及び施設名を可能な限り具体的に記載する。 

 

③ 一時集合場所及び集合方法 

  避難住民の誘導や運送の拠点となるような、一時集合場所等

の住所及び場所名 を可能な限り具体的に明示するとともに、

集合場所への交通手段を記載する。 

 

④ 集合時間 

  避難誘導の際の交通手段の出発時刻や避難誘導を開始する時

間を可能な限り具体的に記載する。 
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⑤ 集合に当たっての留意事項 

  集合後の自治会内や近隣住民間での安否確認、避難行動要支

援者への配慮事項等、集合に当たっての避難住民の留意すべき

事項を記載する。 

 

⑥ 避難の手段及び避難の経路 

  集合後に実施する避難誘導の交通手段を明示するとともに、

避難誘導の開始時間及び避難経路等、避難誘導の詳細を可能な

限り具体的に記載する。 

 

⑦ 市職員、消防団員の配置等 

  避難住民の避難誘導が迅速かつ円滑に行えるよう、関係市職

員、消防職団員の 配置及び担当業務を明示するとともに、そ

の連絡先等を記載する。 

 

⑧ 高齢者、障がいのある人その他特に配慮を要する者への対応 

  高齢者、障がいのある人、乳幼児等、自ら避難することが困

難な者の避難誘導を円滑に実施するためにこれらの者への対

応方法を記載する。 

 

⑨ 要避難地域における残留者の確認 

      要避難地域に残留者が出ないよう、残留者の確認方法を記載す

る。 

 

⑩ 避難誘導中の食料等の支援 

  避難誘導中に避難住民へ、食料・水・医療・情報等を的確か

つ迅速に提供できるよう、それらの支援内容を記載する。 

 

⑪ 避難住民の携行品、服装 

  避難住民の誘導を円滑に実施できるような必要最低限の医

薬品等の携行品、  身軽で動きやすい服装について記載す

る。 

 

⑤ 集合に当たっての留意事項 

  集合後の自治会内や近隣住民間での安否確認、災害時要援護

者への配慮事項等、集合に当たっての避難住民の留意すべき事

項を記載する。 

 

⑥ 避難の手段及び避難の経路 

  集合後に実施する避難誘導の交通手段を明示するとともに、

避難誘導の開始時間及び避難経路等、避難誘導の詳細を可能な

限り具体的に記載する。 

 

⑦ 市職員、消防職団員の配置等 

  避難住民の避難誘導が迅速かつ円滑に行えるよう、関係市職

員、消防職団員の 配置及び担当業務を明示するとともに、その

連絡先等を記載する。 

 

⑧ 高齢者、障害者その他特に配慮を要する者への対応 

  高齢者、障害者、乳幼児等、自ら避難することが困難な者の避

難誘導を円滑に実施するためにこれらの者への対応方法を記載

する。 

 

⑨ 要避難地域における残留者の確認 

      要避難地域に残留者が出ないよう、残留者の確認方法を記載す

る。 

 

⑩ 避難誘導中の食料等の支援 

  避難誘導中に避難住民へ、食料・水・医療・情報等を的確かつ

迅速に提供できるよう、それらの支援内容を記載する。 

 

⑪ 避難住民の携行品、服装 

  避難住民の誘導を円滑に実施できるような必要最低限の医薬

品等の携行品、  身軽で動きやすい服装について記載する。 
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⑫ 避難誘導から離脱してしまった際の緊急連絡先等 

     問題が発生した際の緊急連絡先を記載する。 

 

(3) 避難実施要領の策定の際における考慮事項 

  避難実施要領の策定に際しては、以下の点に考慮する。 

① 避難の指示の内容の確認 

（地域毎の避難の時期、優先度、避難の形態） 

 

② 事態の状況の把握（警報の内容や被災情報の分析） 

（特に、避難の指示以前に自主的な避難が行われる状況も勘

案） 

 

③ 避難住民の概数把握 

 

④ 誘導の手段の把握（屋内避難、徒歩による移動避難、長距離避

難（運送事業者である指定地方公共機関等による運送）） 

 

⑤ 輸送手段の確保の調整（県との役割分担、運送事業者との連絡           

網、一時避難場所の選定） 

 

⑥ 避難行動要支援者の避難方法の決定（災害時避難行動要支援

者支援計画[f3]） 

 

⑦ 避難経路や交通規制の調整（具体的な避難経路、県警察との避

難経路の選定・自家用車等の使用に係る調整、道路の状況に係

る道路管理者との調整） 

 

⑧ 市職員の配置（各地域への職員の割り当て、現地派遣職員の選

定） 

 

⑨ 関係機関との調整（現地調整所の設置、連絡手段の確保） 

 

 

⑫ 避難誘導から離脱してしまった際の緊急連絡先等 

     問題が発生した際の緊急連絡先を記載する。 

 

(2) 避難実施要領の策定の際における考慮事項 

  避難実施要領の策定に際しては、以下の点に考慮する。 

① 避難の指示の内容の確認 

 （地域毎の避難の時期、優先度、避難の形態） 

 

② 事態の状況の把握（警報の内容や被災情報の分析） 

（特に、避難の指示以前に自主的な避難が行われる状況も勘

案） 

 

③ 避難住民の概数把握 

 

④ 誘導の手段の把握（屋内避難、徒歩による移動避難、長距離避

難（運送事業者である指定地方公共機関等による運送）） 

 

⑤ 輸送手段の確保の調整（※ 輸送手段が必要な場合） 

  （県との役割分担、運送事業者との連絡網、一時避難場所の選定） 

 

⑥ 要援護者の避難方法の決定（避難支援プラン、災害時要援護者

支援班の設置） 

 

⑦ 避難経路や交通規制の調整（具体的な避難経路、県警察との避

難経路の選定・自家用車等の使用に係る調整、道路の状況に係る

道路管理者との調整） 

 

⑧ 職員の配置（各地域への職員の割り当て、現地派遣職員の選定） 

 

 

⑨ 関係機関との調整（現地調整所の設置、連絡手段の確保） 
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⑩ 自衛隊の行動と避難経路や避難手段の調整（県対策本部との

調整、国の対策本部長による利用指針を踏まえた対応） 

 
【市の計画作成の基準としての避難実施要領の記載項目】 

 
項目 記載内容 

① 要避難地域 □避難が必要な地域の住所 

（福津市           ） 

② 避難誘導の単位 □郷づくり(    )□自治会・区

(    )□事業所(    ) 

③ 避難先 □避難所の住所 

(                               ) 

□施設名(            ) 

④ 一時集合場所 避難住民の誘導や運送の拠点となる 

□住所(            ) 

□場所名 

(               ) 

⑤ 集合場所 □集合場所への交通手段 

(               ) 

⑥ 避難の手段 □避難誘導の交通手段 

(                ) 

⑦ 出発時刻等 □避難誘導の際の交通手段の出発時

間：   時  分 

□ 避 難 誘 導 を 開 始 す る 時 間 ：        

時  分 

⑧ 集合に当たっての留意事項 □集合後の安否確認（有・無） 

□避難行動要支援者への配慮事項 

（               ） 

□集合の際の避難住民の留意事項 

（              ） 

⑨ 避難の経路 □避難の経路 

（               ） 

□避難誘導の詳細 

（               ） 

⑩ 市職員、消防団員の配置等 □関係市職員、消防団員の配置 

⑩ 自衛隊及び米軍の行動と避難経路や避難手段の調整（県対策本

部との調整、国の対策本部長による利用指針を踏まえた対応） 

 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

（              ） 

□関係市職員、消防団員の担当業務 

（               ） 

⑪ 避難行動要支援者への対応 □避難行動要支援者への対応方法 

（               ） 

⑫ 要避難地域における残留者

の確認 

□残留者の確認方法 

（               ） 

⑬ 避難誘導中の食糧等の支援 □避難住民への支援内容 

（食料・飲料水・医療・情報等   ） 

⑭ 携行品・服装 □避難住民の携行品・服装 

（              ） 

⑮ 緊急連絡先等 □問題が発生した際の緊急連絡先 

（      ） 

 

 

 

 

【国の対策本部長による利用指針の調整】 

  自衛隊の行動と国民保護措置の実施について、道路、港湾施設、飛行

場施設等における利用のニーズが競合する場合には、市長は、国の対策

本部長による「利用指針」の策定に係る調整が開始されるように、県を

通じて、国の対策本部に早急に現場の状況等を連絡する。 

  この場合において、市長は、県を通じた国の対策本部長による意見聴

取（武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第６条

第３項等）及び国の対策本部長からの情報提供の求め（同法第６条第４

項等）に適切に対応できるよう、避難の現状、施設の利用の必要性や緊

急性等について、市の意見や関連する情報をまとめる。 

  

  (4) 避難実施要領の内容の伝達等 

  市長は、避難実施要領を策定後、直ちにその内容を、住民及び関

係のある公私の団体に伝達する。その際、住民に対しては、迅速な

対応が取れるよう、各地域の住民に関係する情報を的確に伝達す

るように努める。 

  また、市長は、直ちにその内容を市の他の執行機関、市の区域を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※【国の対策本部長による利用指針の調整】 

自衛隊や米軍の行動と国民保護措置の実施について、道路、港湾施

設、飛行場施設等における利用のニーズが競合する場合には、市長は、

国の対策本部長による「利用指針」の策定に係る調整が開始されるよ

うに、県を通じて、国の対策本部に早急に現場の状況等を連絡する。 

この場合において、市長は、県を通じた国の対策本部長による意見

聴取（武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第

６条第３項等）及び国の対策本部長からの情報提供の求め（同法第６

条第４項等）に適切に対応できるよう、避難の現状、施設の利用の必

要性や緊急性等について、市の意見や関連する情報をまとめる。 

 

(3) 避難実施要領の内容の伝達等 

  市長は、避難実施要領を策定後、直ちにその内容を、住民及び関

係のある公私の団体に伝達する。その際、住民に対しては、迅速な

対応が取れるよう、各地域の住民に関係する情報を的確に伝達する

ように努める。 

  また、市長は、直ちにその内容を市の他の執行機関、市の区域を
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管轄する消防長、消防団長、警察署長、福岡海上保安部長（以下

「海上保安部長」という。）及び自衛隊地方協力本部長並びにその

他の関係機関に通知する。 

さらに、市長は、報道関係者に対して、避難実施要領の内容を

提供する。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

管轄する消防長、消防団長、警察署長、福岡海上保安部長（以下「海

上保安部長」という。）及び自衛隊地方協力本部長並びにその他の

関係機関に通知する。 

さらに、市長は、報道関係者に対して、避難実施要領の内容

を提供する。 

 

 

 （新設） 
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３ 避難住民の誘導   

 

  (1) 市長による避難住民の誘導 

  市長は、避難実施要領で定めるところにより、市の職員及び消

防団を指揮し、避難住民を誘導する。その際、避難実施要領の内容

に沿って、郷づくり推進協議会、学校、事業所等を単位として誘導

を行う。ただし、緊急の場合には、この限りではない。 

  また、市長は、避難実施要領に沿って、避難経路の要所に職員を

配置して、各種の連絡調整に当たらせるとともに、行政機関の車

両や案内板を配置して、誘導の円滑化を図る。また、職員には、住

民に対する避難誘導活動への理解や協力を得られるよう、毅然と

した態度での活動を徹底させ、防災服、腕章、旗、特殊標章等を携

行させる。 

  なお、夜間では、暗闇の中における視界の低下により人々の不

安も一層高まる傾向にあることから、避難誘導員が、避難経路の

要所において、夜間照明（投光器具、車のヘッドライト等）を配備

するなど住民の不安軽減のため必要な措置を講ずる。 

 

 

(2) 消防機関の活動 

消防本部及び消防署は、消火活動及び救助・救急活動の状況を勘

案しつつ、市町村長の定める避難実施要領に基づき、要所に消防車

両を配置し、車載の拡声器を活用する等効果的な誘導を実施する

とともに、避難行動要支援者の人員輸送車両等による運送を行う

等保有する装備を有効活用した避難住民の誘導を行う。 

消防団は、消火活動及び救助・救急活動について、消防本部又は

消防署と連携しつつ、自主防災組織、自治会等と連携した避難住民

の誘導を行うとともに、避難行動要支援者に関する情報の確認を

担当する等地域とのつながりを活かした活動を行う。 

 

 

 

 

３ 避難住民の誘導   

 

  (1) 市長による避難住民の誘導 

  市長は、避難実施要領で定めるところにより、市の職員及び消防

団長を指揮し、避難住民を誘導する。その際、避難実施要領の内容

に沿って、自治会、学校、事業所等を単位として誘導を行う。ただ

し、緊急の場合には、この限りではない。 

  また、市長は、避難実施要領に沿って、避難経路の要所に職員を

配置して、各種の連絡調整に当たらせるとともに、行政機関の車両

や案内板を配置して、誘導の円滑化を図る。また、職員には、住民

に対する避難誘導活動への理解や協力を得られるよう、毅然とした

態度での活動を徹底させ、防災服、腕章、旗、特殊標章等を携行さ

せる（特に、都市部等の人的関係が希薄な地域や昼間人口が多い地

域では、重要である。）。 

  なお、夜間では、暗闇の中における視界の低下により人々の不安

も一層高まる傾向にあることから、避難誘導員が、避難経路の要所

において、夜間照明（投光器具、車のヘッドライト等）を配備する

など住民の不安軽減のため必要な措置を講ずる。 

 

(2) 消防機関の活動 

市は、消防事務を共同処理しており、消防機関は、市の避難実施

要領に定めるところにより、避難住民の誘導を行うこととなる。こ

の場合、市長は、消防組合の管理者及び消防長等に対して必要な措

置を講ずべきことを指示するよう求めるなど必要な連携を図る。こ

のため、平素から市国民保護計画や避難実施要領のパターンの作成

等に当たっては、消防機関やその管理者等と十分な調整を行う。 

消防団は、消火活動及び救助・救急活動について、消防本部又は

消防署と連携しつつ、自主防災組織、自治会等と連携した避難住民

の誘導を行うとともに、災害時要援護者に関する情報の確認や要避

難地域内残留者の確認等を担当する等地域とのつながりを活かし

た活動を行う。 
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(3) 避難誘導を行う関係機関との連携 

  市長は、避難実施要領の内容を踏まえ、本市の職員及び消防機

関のみでは十分な対応が困難であると認めるときは、警察署長、

海上保安部長又は国民保護措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊

等の長に対して、警察官、海上保安官又は自衛官（以下、「警察官

等」という。）による避難住民の誘導を要請する。 

  市長は、警察官等が避難住民の誘導を行う場合に警察署長等か

ら協議を受けた際は、市長は、その時点における事態の状況や避

難誘導の状況に照らして、交通規制等関係機関による必要な措置

が円滑に行われるよう所要の調整を行う。 

  市長は、これらの誘導における現場での調整を円滑に行い、事

態の変化に迅速に対応できるよう、市長は、事態の規模・状況に応

じて現地調整所を設け、関係機関との情報共有や活動調整を行う。 

 

(4) 大規模集客施設等における避難 

  市は、大規模集客施設や旅客輸送関連施設の施設管理者等と連

携し、施設の特性や事態の推移に応じ、当該施設等に滞在する者等に

ついても、避難等の国民保護措置が円滑に実施できるよう必要な対

策をとる。 

 

(5) 住民に対する協力の要請 

  市は、避難住民の誘導に当たっては、自主防災組織や地域にお

いてリーダーとなる住民に対して、避難住民の誘導に必要な援助

について、協力を要請する。この場合において、要請を受けて協力

する者の安全の確保に十分に配慮する。 

 

(6) 誘導時における食品の給与等の実施や情報の提供 

  市は、避難住民の誘導に際しては、県と連携して、食品の給与、

飲料水の供給、医療の提供その他の便宜を図る。 

    市は、避難住民の心理を勘案し、避難住民に対して、必要な情報

を適時適切に提供する。その際、避難住民の不安の軽減のために、

可能な限り、事態の状況等とともに、行政側の対応についての情

報を提供する。 

(3) 避難誘導を行う関係機関との連携 

  市長は、避難実施要領の内容を踏まえ、本市の職員及び消防機関

のみでは十分な対応が困難であると認めるときは、警察署長、海上

保安部長又は国民保護措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の

長に対して、警察官、海上保安官又は自衛官（以下、「警察官等」

という。）による避難住民の誘導を要請する。 

  また、警察官等が避難住民の誘導を行う場合に警察署長等から協

議を受けた際は、市長は、その時点における事態の状況や避難誘導

の状況に照らして、交通規制等関係機関による必要な措置が円滑に

行われるよう所要の調整を行う。 

  これらの誘導における現場での調整を円滑に行い、事態の変化に

迅速に対応できるよう、市長は、事態の規模・状況に応じて現地調

整所を設け、関係機関との情報共有や活動調整を行う。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

(4) 自主防災組織等に対する協力の要請 

  市長は、避難住民の誘導に当たっては、自主防災組織や自治会長

等の地域においてリーダーとなる住民に対して、避難住民の誘導に

必要な援助について、協力を要請する。 

 

 

(5) 誘導時における食品の給与等の実施や情報の提供 

  市長は、避難住民の誘導に際しては、県と連携して、食品の給与、

飲料水の供給、医療の提供その他の便宜を図る。 

    市長は、避難住民の心理を勘案し、避難住民に対して、必要な情

報を適時適切に提供する。その際、避難住民の不安の軽減のために、

可能な限り、事態の状況等とともに、行政側の対応についての情報

を提供する。 
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(7) 高齢者、障がいのある人等への配慮 

 市は、高齢者、障がいのある人等の避難を万全に行うため、避難

行動要支援者支援班を設置し、社会福祉協議会、民生委員、介護保

険制度関係者、障がい者団体等と協力して、避難行動要支援者への

連絡、運送手段の確保を的確に行うものとする。 

（「避難行動要支援者名簿」を活用しながら対応を行う。その際、

民生委員と社会福祉協議会との十分な協議の上、その役割を考え

る必要がある）。 

 （ゲリラ・特殊部隊による攻撃等に際しては、被害が局地的、限定

的なものにとどまることも多いことから、時間的余裕がなく、移

動により攻撃に巻き込まれる可能性が高い場合は、屋内への避難

を現実的な避難方法として検討せざるを得ない場合もあり得る。）    

 

 

(8) 残留者等への対応 

  市は、避難の指示に従わずに要避難地域にとどまる者に対して

は、事態の状況等に関する情報に基づき丁寧な説明を行い、残留

者の説得に努めるとともに、避難に伴う混雑等により危険な事態

が発生する場合には、必要な警告や指示を行う。 

 

(9) 避難所等における安全確保等 

    市は、県警察等と協力し、被災地及びその周辺における警戒の

強化、避難所等の定期的な巡回に行い、住民の安全確保、犯罪の予

防等に努めるとともに、地域の自主防犯組織等と安全の確保に関

する情報交換を行うなど連携を保ち、また、住民からの相談に対

応することを通じて、住民等の不安の軽減に努める。 

 

(10）動物の保護等に関する配慮 

    市は、「動物の保護等に関して地方公共団体が配慮すべき事項

についての基本的考え方について（平成１７年８月３１日付け環

境省自然環境局総務課動物愛護管理室及び農林水産省生産局畜産

部畜産企画課通知）」を踏まえ、以下の事項等について、所要の措

 

(6) 高齢者、障害者等への配慮 

 市長は、高齢者、障害者等の避難を万全に行うため、災害時要援

護者支援班を設置し、社会福祉協議会、民生委員、介護保険制度関

係者、障害者団体等と協力して、災害時要援護者への連絡、運送手

段の確保を的確に行うものとする。 

また、避難支援プランを策定した後は、民生委員、社会福祉協議

会と十分に協議し、その役割を考えた上、当該プランに沿って対応

を行うものとする。 

   （ゲリラ・特殊部隊による攻撃等に際しては、被害が局地的、限定

的なものにとどまることも多いことから、時間的余裕がなく、移

動により攻撃に巻き込まれる可能性が高い場合は、屋内への避難

を現実的な避難方法として検討せざるを得ない場合もあり得

る。） 

 

(7) 残留者等への対応 

  避難の指示に従わずに要避難地域にとどまる者に対しては、事態

の状況等に関する情報に基づき丁寧な説明を行い、残留者の説得に

努めるとともに、避難に伴う混雑等により危険な事態が発生する場

合には、必要な警告や指示を行う。 

 

(8) 避難所等における安全確保等 

    市は、県警察等と協力し、被災地及びその周辺における警戒の強

化、避難所等の定期的な巡回に行い、住民の安全確保、犯罪の予防

等に努めるとともに、地域の自主防犯組織等と安全の確保に関する

情報交換を行うなど連携を保ち、また、住民からの相談に対応する

ことを通じて、住民等の不安の軽減に努める。 

 

(9）動物の保護等に関する配慮 

    市は、「動物の保護等に関して地方公共団体が配慮すべき事項に

ついての基本的考え方について（平成１７年８月３１日付け環境省

自然環境局総務課動物愛護管理室及び農林水産省生産局畜産部畜

産企画課通知）」を踏まえ、以下の事項等について、所要の措置を
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置を講ずるよう努める。 

・危険動物等の逸走対策 

     ・要避難地域等において飼養又は保管されていた家庭動物等の保護 

    等 

 

(11) 通行禁止措置の周知 

    道路管理者たる市等は、道路の通行禁止等の措置を行ったとき

は、県警察と協力して、直ちに、住民等に周知徹底を図るよう努め

る。 

 

(12) 県に対する要請等 

市長は、避難住民の誘導に際して食料、飲料水、医療等が不足

する場合には、知  事に対して、必要な支援の要請を行う。 

その際、特に、県による救護班等の応急医療体制との連携に注

意する。 

  また、避難住民の誘導に係る資源配分について他の市町村と競

合するなど広域的な調整が必要な場合は、知事に対して、所要の

調整を行うよう要請する。 

    市長は、知事から、避難住民の誘導に関して、是正の指示があっ

たときは、その指示の内容を踏まえて、適切な措置を講ずる。 

 

(13) 避難住民の運送の求め等 

市長は、避難住民の運送が必要な場合において、県との調整に

より、運送事業者  である指定公共機関又は指定地方公共機関

に対して、避難住民の運送を求める。 

 市長は、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関

が正当な理由なく運送の求めに応じないと認めるときは、指定公

共機関にあっては、県を通じて国の対策本部長に対し、指定地方公

共機関にあっては、県対策本部長に、その旨を通知することができ

る。 

  

（14) 避難住民の復帰のための措置 

市長は、避難の指示が解除された時は、避難住民の復帰に関する

講ずるよう努める。 

・危険動物等の逸走対策 

     ・要避難地域等において飼養又は保管されていた家庭動物等の保

護等 

 

(10) 通行禁止措置の周知 

    道路管理者たる市等は、道路の通行禁止等の措置を行ったとき

は、県警察と協力して、直ちに、住民等に周知徹底を図るよう努め

る。 

 

(11) 県に対する要請等 

市長は、避難住民の誘導に際して食料、飲料水、医療等が不足す

る場合には、知  事に対して、必要な支援の要請を行う。 

その際、特に、県による救護班等の応急医療体制との連携に注意

する。 

  また、避難住民の誘導に係る資源配分について他の市町村と競合

するなど広域的な調整が必要な場合は、知事に対して、所要の調整

を行うよう要請する。 

    市長は、知事から、避難住民の誘導に関して、是正の指示があっ

たときは、その指示の内容を踏まえて、適切な措置を講ずる。 

 

(12) 避難住民の運送の求め等 

市長は、避難住民の運送が必要な場合において、県との調整によ

り、運送事業者  である指定公共機関又は指定地方公共機関に

対して、避難住民の運送を求める。 

 市長は、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が

正当な理由なく運送の求めに応じないと認めるときは、指定公共機

関にあっては、県を通じて国の対策本部長に対し、指定地方公共機

関にあっては、県対策本部長に、その旨を通知することができる。 

  

 

（13) 避難住民の復帰のための措置 

市長は、避難の指示が解除された時は、避難住民の復帰に関する
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要領を作成し、避難住民を復帰させるため必要な措置を講じる。 

４ 避難の方法の基本的な考え方 

 

  (1) 屋内への避難（退避） 

    弾道ミサイル攻撃やゲリラ・特殊部隊による攻撃、航空攻撃などに

おいては、屋内への一時避難（退避）が考えられる。 

    これは、近隣のコンクリート造り等の堅ろうな建築物、地下街

等の地下施設などに移動するものであり、その後、事態の推移、被

害の状況により他の安全な地域に避難する。 

 

(2) 市内での避難 

   市内での避難については、避難施設まで原則として徒歩等により

移動する。 

 

(3) 市の区域を越える避難 

  市の区域を越える避難については、避難時の渋滞などが引き起こ

す混乱を回避することが重要であり、基本的に次の方法により避難

を行う。 

  この場合、要避難地域の集合場所及び避難施設において避難者の

確認を行う。 

 ① 要避難地域において、避難者は、あらかじめ市により指定され

た集合場所に移動する。 

  ・同一市内の集合場所まで原則として徒歩等により移動する。 

  ・鉄道による避難を行う場合、集合場所として駅に近い場所をあ

らかじめ指定する。 

 

 ② 要避難地域の集合場所から避難先地域の避難場所へ移動する 

  ・原則として指定公共機関、指定地方公共機関及び市が保有する

バス等により移動する。 

  ・バスによる移動で道路が狭隘であるなどにより避難場所までバ

スが接近できない場合、避難施設の近接地で降車し、徒歩等に

より移動する。 

要領を作成し、避難住民を復帰させるため必要な措置を講じる。 

 （新設） 
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  ・鉄道による避難を行う場合、集合場所からバス等により移動す

る。 

 

 

 

 

(4) 避難行動要支援者の避難 

   避難行動要支援者の避難について、まず、家族や市職員、消防

団職員、福祉関係  者、自主防災組織、近隣の住民などの避難

支援者は、避難行動要支援者を要避難地域の集合場所に自家用車

等により移動させる。 

   次に、集合場所において市が事前に把握している避難行動要支

援者の状況に応じて、以下の方法のいずれかにより、避難先地域

の避難施設に移動させる。 

  ・バス等に乗り越えて避難先地域の避難施設に移動させる。 

  ・そのまま自家用車等により避難先地域の避難施設に移動させ

る。 

   この場合、要避難地域の集合場所及び避難施設において行う避

難行動要支援者の避難の確認に特に留意する必要がある。 

   その他、内閣府が作成する「避難行動要支援者の避難行動支援

に関する取組指針」及び市の災害時避難行動要支援者支援計画を

参考に行うこととする。 

※  地理的条件や地域の交通事情等により、原則によらない避難の方

法を支持する場合がある。 

 

 ５ 各事態での避難の方法の考え方 

 

(1) 弾道ミサイル攻撃の場合 

  ① 弾道ミサイル攻撃においては、実際に弾道ミサイルが発射された

との警報が発令されたときは、住民は屋内に避難することが基本で

ある。 

  （実際に弾道ミサイルが発射されたとの警報が発令されたときは、で

きるだけ、近傍のコンクリート造り等の堅ろうな施設や建築物の地

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弾道ミサイル攻撃の場合 

① 弾道ミサイル攻撃においては、実際に弾道ミサイルが発射されたと

の警報が発令されたときは、住民は屋内に避難することが基本である。 

 （実際に弾道ミサイルが発射されたとの警報が発令されたときは、で

きるだけ近傍のコンクリート造り等の堅ろうな施設や建築物の地階等

の地下施設に避難することとなる。） 
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階、地下街、地下駅舎等の地下施設に避難することとなる。） 

  ② 以下の措置の流れ」を前提として、避難実施要領の内容は、あら

かじめ出される避難措置の指示及び避難の指示に基づき、弾道ミサ

イルが発射された段階で迅速に個人が対応できるよう、その取るべ

き行動を周知することが主な内容となる。 

 (弾道ミサイル攻撃の場合の措置の流れ) 

 ア 対策本部長は、弾道ミサイルの発射が差し迫っているとの警報を発

令、避難措置を指示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 実際に弾道ミサイルが発射されたときは、対策本部長がその都度警

報を発令 

 

 ※ 弾道ミサイル攻撃については、発射の兆候を事前に察知した場合で

も、発射された段階で攻撃目標を特定することは極めて困難であり、

また、弾道ミサイルの主体（国又は国に準ずる者）の意図等により攻

撃目標は変化するとともに、その保有する弾道ミサイルの精度によ

り、実際の着弾地点は変わってくる。 

   このため、市は、弾道ミサイル発射時に住民が適切な行動をとるこ

とができるよう、全国瞬時警報システム（J-ALERT）による情報伝達及

び弾道ミサイル落下時の行動について平素から周知に努めるととも

に、弾道ミサイルが発射された場合には、すべての市に着弾の可能性

があり得るものとして、対応を考える必要がある。 

 

② 以下の措置の流れを前提として、避難実施要領の内容は、あらかじ

め出される避難措置の指示及び避難の指示に基づき、弾道ミサイルが

発射された段階で迅速に個々人が対応できるよう、その取るべき行動

を周知することが主な内容となる。 

（弾道ミサイル攻撃の場合の措置の流れ） 

  ア 対策本部長は、弾道ミサイルの発射が差し迫っているとの警報を発

令、避難措置を指示 

 

 

   対 策 本 部 長   警報の発令、避難措置の指示 

               （その他、記者会見等による国民への情報提供） 

   知  事  避難の指示 

 

   市 長  避難実施要領の策定 

 

  

 

イ 実際に弾道ミサイルが発射されたときは、対策本部長がその都度警報

を発令 

 

※ 弾道ミサイル攻撃については、発射の兆候を事前に察知した場合

でも、発射された段階で攻撃目標を特定することは極めて困難であ

る。 

  このため、弾道ミサイルの主体（国又は国に準じる者）の意図等

により攻撃目標は変化するとともに、その保有する弾道ミサイルの

精度により、実際の着弾地点は変わってくる。このため、すべての

市町村に着弾の可能性があり得るものとして、対応を考える必要が

ある。 

   また、急襲的に航空攻撃が行われる場合についても、弾道ミサイル

の場合と同様の対応をとるものとする。  
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(2) ゲリラ・特殊部隊による攻撃の場合 

  

 

 

① ゲリラ・特殊部隊による攻撃においても、対策本部長の避難措置

の指示及び知事による避難の指示を踏まえて、避難実施要領を作

成し、迅速に避難住民の誘導を実施することが基本である。 

なお、急襲的な攻撃に際しては、避難措置の指示を待たずに、

退避の指示、警戒区域の設定等を行う必要が生じるが、その際に

も、事後的に避難措置の指示が出されることが基本である。 

 

② その際、ゲリラ・特殊部隊による攻撃からの避難は、多くの場合

は、攻撃の排除活動と並行して行われることが多いことから、警報

の内容等とともに、現場における自衛隊及び県警察からの情報や

助言等を踏まえて、最終的には、住民を要避難地域の外に避難させ

ることとなる。その際、武力攻撃がまさに行われており、住民に危

害がおよぶおそれがある地域については、攻撃当初は一時的に屋

内に避難させ、移動の安全が確保された後、避難先に移動させるこ

とが必要となる。 

 

③ 以上から、避難実施要領の作成に当たっては、各執行機関、消防

機関、県、県警察、自衛隊等の関係機関の意見を聴き、それらの機

関からの情報や助言を踏まえて、避難の方法を策定することが必

要であり、また、事態の変化等に機敏に対応するため、現場におけ

る関係機関の情報を共有し、関係機関からの助言に基づく的確な

措置を実施できるよう、現地調整所を設けて活動調整に当たるこ

ととする。 

 

・ 避難に比較的余裕がある場合の対応 

「一時避難所までの移動」～「一時避難場所からのバス等の運送

手段を用いた移動」といった手順が一般的には考えられる。 

 

 ゲリラ・特殊部隊による攻撃の場合 

 

① ゲリラ・特殊部隊による攻撃においても、対策本部長の避難措置の

指示及び知事による避難の指示を踏まえて、避難実施要領を策定し、

迅速に避難住民の誘導を実施することが基本である。 

  なお、急襲的な攻撃に際しては、避難措置の指示を待たずに、退避

の指示、警戒区域の設定等を行う必要が生じるが、その際にも、事後

的に避難措置の指示が出されることが基本である。 

 

② その際、ゲリラ・特殊部隊による攻撃からの避難は、多くの場合は、

攻撃の排除活動と並行して行われることが多いことから、警報の内容

等とともに、現場における自衛隊、海上保安部及び県警察からの情報

や助言等を踏まえて、最終的には、住民を要避難地域の外に避難させ

ることとなる。その際、武力攻撃がまさに行われており、住民に危害

が及ぶおそれがある地域については、攻撃当初は一時的に屋内に避難

させ、移動の安全が確保された後、適当な避難先に移動させることが

必要となる。 

   

③ 以上から、避難実施要領の策定に当たっては、各執行機関、消防機

関、県、県警察、海上保安部、自衛隊等の関係機関の意見を聴き、そ

れらの機関からの情報や助言を踏まえて、避難の方法を策定すること

が必要であり、また、事態の変化等に機敏に対応するため、現場にお

ける関係機関の情報を共有し、関係機関からの助言に基づく的確な措

置を実施できるよう、現地調整所を設けて活動調整に当たることとす

る。 

 

 

○ 避難に比較的時間に余裕がある場合の対応 

  「一時避難場所までの移動」～「一時避難場所からのバス等の運送

手段を用いた移動」、といった手順が一般には考えられる。 
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・ 昼間の都市部において突発的に事案が発生した場合の対応 

当初の段階では、個人がその判断により危険回避のために行動

をとるとともに、県警察、消防機関、自衛隊等からの情報や助言

に基づき、各地域における屋内避難や移動による避難を決定する

こととなる。 

特にこの場合、初動には、住民や滞在者の自主的な避難に頼ら

ざるを得ないことから、平素から、住民が緊急時にいかに対応す

べきかについて問題意識を持ってもらうことが必要である。  

 

※ ゲリラ・特殊部隊による攻撃については、相手の攻撃の意図や目

的により、攻撃の態様も様々であるが、少人数のグループにより行

われるため、使用可能な武器も限定され、被害の範囲も一般的には

狭い範囲に限定される。 

特に、最小限の攻撃で最大の心理的又は物理的効果を生じさせ

ることが考えられることから、都市部の政治経済の中枢、危険物

資等の取扱所などは、攻撃を受ける可能性が一般に高く、注意が

必要である。  

 

(3) 着上陸侵攻の場合 

     

（省略） 

 

 

 

 

 

 

 
 

○ 昼間の都市部において突発的に事案が発生した場合の対応 

  当初の段階では、個々人がその判断により危険回避のための行動を

取るとともに、県警察、消防機関、海上保安部、自衛隊等からの情報

や助言に基づき、各地域における屋内避難や移動による避難を決定す

ることとなる。 

  特にこの場合、初動時には、住民や滞在者の自主的な避難に頼らざ

るを得ないことから、平素から、住民が緊急時にいかに対応すべきか

について問題意識を持ってもらうことが必要である。 

 

※ ゲリラ・特殊部隊による攻撃については、相手の攻撃の意図や目

的により、攻撃の態様も様々であるが、少人数のグループにより行

われるため、使用可能な武器も限定され、被害の範囲も一般には狭

い範囲に限定される。 

  特に、最小限の攻撃で最大の心理的又は物理的効果を生じさせる

ことが考えられることから、都市部の政治経済の中枢、原子力関連

施設、危険物質等の取扱所などは、攻撃を受ける可能性が一般に高

く、注意が必要である。 

 

着上陸侵攻の場合 

 
 （省略） 
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第５章 救援 

１ 救援の実施 

  略 

２ 関係機関との連携・協力 

 略 

３ 救援の内容 

 

(1) 救援の基準等 

市長は、事務の委任を受けた場合は、「武力攻撃事態等における

国民の保護のための措置に関する法律による救援の程度及び方法

の基準」（平成２５年内閣府告示第２２９号。以下「救援の程度及

び基準」という。）及び県国民保護計画の内容に基づき救援を行う。 

市長は、救援の程度及び基準によっては救援の適切な実施が困

難であると判断する場合には、知事に対し、内閣総理大臣に特別な

基準の設定についての意見を申し出るよう要請する。 

 

 

(2) 救援における県との連携 

 市は、県が集約し、所有している資料の提供を求めるなどにより

平素から準備した基礎的な資料を参考にしつつ、市対策本部内に

集約された情報をもとに、救援に関する措置を実施する。 

 また、県と連携して、ＮＢＣ攻撃による特殊な医療活動の実施に

留意する。 

 

 

 

 

 

第５章 救援 

１ 救援の実施 

  略 

２ 関係機関との連携・協力 

  略 

３ 救援の内容 

 

(1) 救援の基準等 

市長は、事務の委任を受けた場合は、「武力攻撃事態等における

国民の保護のための措置に関する法律による救援の程度及び方法

の基準」（平成１６年厚生労働省告示第３４３号。以下「救援の程

度及び基準」という。）及び県国民保護計画の内容に基づき救援を

行う。 

市長は、救援の程度及び基準によっては救援の適切な実施が困難

であると判断する場合には、知事に対し、厚生労働大臣に特別な基

準の設定についての意見を申し出るよう要請する。 

 

(2) 救援における県との連携 

        市長は、知事が集約し、所有している資料の提供を求めるなど

により平素から準備した基礎的な資料を参考にしつつ、市対策本

部内に集約された情報をもとに、救援に関する措置を実施する。 

第６章 安否情報の収集・提供 

 
安否情報の収集、整理及び提供の流れ 

  略 

第６章 安否情報の収集・提供 

 
安否情報の収集、整理及び提供の流れ 

 略 
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１ 安否情報の収集 

 

(1) 安否情報の収集 

市は、避難所において安否情報の収集を行うほか、平素から

把握している市が管理する医療機関、学校等からの情報収集、

県警察への照会などにより安否情報の収集を行う。安否情報を

収集する様式については、安否情報省令第1条に規定する様式

第１号及び様式第２号の安否情報収集様式による。 

また、安否情報の収集は、避難所において、避難住民から任

意で収集した情報のほか、住民基本台帳など市が平素から行政

事務の円滑な遂行のために保有する情報等を活用した避難者

名簿の作成等により行う。 

 

(2) 安否情報収集の協力要請 

市は、安否情報を保有する医療機関、運送機関、報道機関等

の関係機関に対し、必要な範囲において、安否情報の提供への

協力を行うよう要請する場合は、当該協力は各機関の業務の範

囲内で行われるものであり、各機関の自主的な判断に基づくも

のであることに留意する。 

 

(3) 安否情報の整理 

  略 

 

２ 県に対する報告 

 

市は、県への報告に当たっては、原則として、安否情報システムを

使用する。システムが使用できない場合は、安否情報省令第２条に規

定する様式第３号に必要事項を記載した書面（電磁的記録を含む。）

を、電子メールで県に送付する。ただし、事態が急迫してこれらの方

法によることができない場合は、口頭や電話などでの報告を行う。 

 

 

 

１ 安否情報の収集 

 

(1) 安否情報の収集 

市は、避難所において安否情報の収集を行うほか、平素から

把握している市が管理する医療機関、諸学校等からの情報収

集、県警察への照会などにより安否情報の収集を行う。安否情

報を収集する様式については、安否情報省令第1条に規定する

様式第１号及び様式第２号の安否情報収集様式による。 

また、安否情報の収集は、避難所において、避難住民から任

意で収集した情報のほか、住民基本台帳、外国人登録原票等市

が平素から行政事務の円滑な遂行のために保有する情報等を

活用して行う。 

 

(2) 安否情報収集の協力要請 

市は、安否情報を保有する医療機関、輸送機関、報道機関等

の関係機関に対し、必要な範囲において、安否情報の提供への

協力を行うよう要請する場合は、当該協力は各機関の業務の範

囲内で行われるものであり、各機関の自主的な判断に基づくも

のであることに留意する。 

 

(3) 安否情報の整理 

     略 

 

２ 県に対する報告 

 

市は、県への報告に当たっては、原則として、安否情報省令第２条

に規定する様式第３号に必要事項を記載した書面（電磁的記録を含

む。）を、電子メールで県に送付する。ただし、事態が急迫してこれ

らの方法によることができない場合は、電話などでの報告を行う。 
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３ 安否情報の照会に対する回答 

 

(1) 安否情報の照会の受付 

 略 

 

(2) 安否情報の回答 

     略 

(3) 個人の情報の保護への配慮 

① 市は、安否情報は個人の情報であることにかんがみ、その取

扱いについては十分留意すべきことを職員に周知徹底すると

ともに、安否情報データの管理を徹底する。 

② 市は、安否情報の回答に当たっては、必要最小限の情報の回

答にとどめるものとし、負傷又は疾病の状況の詳細、死亡の状

況等個人情報の保護の観点から特に留意が必要な情報につい

ては、安否情報回答責任者が判断する。 

 

４ 日本赤十字社に対する協力 

 

市は、日本赤十字社福岡県支部の要請があったときは、当該要

請に応じ、その保有する外国人に関する安否情報を提供するなど

の協力を行う。 

当該安否情報の提供に当たっても、３(2)、(3)と同様に、個人

の情報の保護に配慮しつつ、情報の提供を行う。 

 

３ 安否情報の照会に対する回答 

 

(1) 安否情報の照会の受付 

 略 

 

(2) 安否情報の回答 

     略 

(3) 個人の情報の保護への配慮 

① 市は、安否情報は個人の情報であることにかんがみ、その取扱

いについては十分留意すべきことを職員に周知徹底するととも

に、安否情報データの管理を徹底する。 

② 安否情報の回答に当たっては、必要最小限の情報の回答にと

どめるものとし、負傷又は疾病の状況の詳細、死亡の状況等個人

情報の保護の観点から特に留意が必要な情報については、安否

情報回答責任者が判断する。 

 

４ 日本赤十字社に対する協力 

 

市は、日本赤十字社福岡県支部の要請があったときは、当該要請

に応じ、その保有する外国人に関する安否情報を提供するなどの

協力を行う。 

当該安否情報の提供に当たっても、個人の情報の保護に配慮し

つつ、情報の提供を行う。 

第７章 武力攻撃災害への対処 
 第１ 武力攻撃災害への対処 

１ 武力攻撃災害への対処の基本的考え方 

略 

２ 武力攻撃災害の兆候の通報 

 

(1) 市長への通報 

  略 

第７章 武力攻撃災害への対処 
 第１ 武力攻撃災害への対処 

１ 武力攻撃災害への対処の基本的考え方 

略 

２ 武力攻撃災害の兆候の通報 

 

(1) 市長への通報 

  略 
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(2) 知事への通知 

  市長は、前項の他、警察官等から通報を受けた場合において、武

力攻撃災害が発生するおそれがあり、これに対処する必要がある

と認めるときは、速やかにその旨を知事に通知する。 

(2) 知事への通知 

     市長は、武力攻撃災害の兆候を発見した者、消防吏員、警察官

又は海上保安官から通報を受けた場合において、武力攻撃災害が

発生するおそれがあり、これに対処する必要があると認めるとき

は、速やかにその旨を知事に通知する。 

第２ 応急措置等 
(1) 退避の指示 

  略 

(2) 屋内退避の指示について 

   略 

(3) 退避の指示に伴う措置等 

① 市長は、退避の指示を行ったときは、防災行政無線、広報車

等により速やかに住民に伝達するとともに、放送事業者に対し

てその内容を連絡する。また、退避の指示の内容等について、

県に通知を行う。 

  退避の必要がなくなったとして、指示を解除した場合も同様

に伝達等を行う。 

 

② 市長は、知事、警察官等から退避の指示をした旨の通知を受

けた場合は、退避の指示を行った理由、指示の内容等について

情報の共有を図り、退避の実施に伴い必要な活動について調整

を行う。 

 

 

 

(4) 安全の確保等 

① 市長は、退避の指示を住民に伝達する市の職員に対して、二

次被害が生じないよう国及び県からの情報や市で把握した武

力攻撃災害の状況、関係機関の活動状況等についての最新情報

を共有するほか、消防機関、県警察及び自衛隊等と現地調整所

等において連携を密にし、活動時の安全の確保に配慮する。 

② 略 

③ 略 

第２ 応急措置等 
(1) 退避の指示 

  略 

(2) 屋内退避の指示について 

   略 

(3) 退避の指示に伴う措置等 

① 市長は、退避の指示を行ったときは、市防災行政無線、広報車

等により速やかに住民に伝達するとともに、放送事業者に対し

てその内容を連絡する。また、退避の指示の内容等について、知

事に通知を行う。 

         退避の必要がなくなったとして、指示を解除した場合も同様に

伝達等を行う。 

 

② 市長は、知事、警察官、海上保安官又は自衛官から退避の指示

をした旨の通知を受けた場合は、退避の指示を行った理由、指示

の内容等について情報の共有を図り、退避の実施に伴い必要な

活動について調整を行う。 

 

 

 

(4) 安全の確保等 

① 市長は、退避の指示を住民に伝達する市の職員に対して、二次

被害が生じないよう国及び県からの情報や市で把握した武力攻

撃災害の状況、関係機関の活動状況等についての最新情報を共

有するほか、消防機関、県警察及び海上保安部と現地調整所等に

おいて連携を密にし、活動時の安全の確保に配慮する。 

② 略 

③ 略 
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２ 警戒区域の設定 

(1) 警戒区域の設定 

   略 

(2) 警戒区域の設定に伴う措置等 

① 略 

② 略 

③ 略 

 

④ 市長は、知事、警察官等から警戒区域の設定を行った旨の通

知を受けた場合は、警戒区域を設定する理由、設定範囲等につ

いて情報の共有を図り、警戒区域設定に伴い必要な活動につい

て調整を行う。 

 

(3) 安全の確保 

    略 

 
３ 応急公用負担等 

 略 

４ 消防に関する措置等 

 

(1) 市が行う措置 

略 

 

(2) 消防機関の活動 

  消防機関は、その施設及び人員を活用して、国民保護法のほか、

消防組織法、消防法その他の法令に基づき、武力攻撃災害から住

民を保護するため、消防職団員の活動上の安全確保に配意しつつ、

消火活動及び救助・救急活動等を行い、武力攻撃災害を防除し、及

び軽減する。 

  この場合において、消防本部及び消防署は、その装備・資機材・

人員・技能等を活用し武力攻撃災害への対処を行うとともに、消

防団は、消防長又は消防署長の所轄の下で、消防団長の指揮によ

り、消防団が保有する装備・資機材等の活動能力に応じ地域の実

２ 警戒区域の設定 

(1) 警戒区域の設定 

   略 

(2) 警戒区域の設定に伴う措置等 

① 略 

② 略 

③ 略 

 

④ 市長は、知事、警察官、海上保安官又は自衛官から警戒区域の

設定を行った旨の通知を受けた場合は、警戒区域を設定する理

由、設定範囲等について情報の共有を図り、警戒区域設定に伴い

必要な活動について調整を行う。 

 

(3) 安全の確保 

    略 

 
３ 応急公用負担等 

 略 

４ 消防に関する措置等 

 

(1) 市が行う措置 

略 

 

(2) 消防機関の活動 

  消防機関は、その施設及び人員を活用して、国民保護法のほか、

消防組織法、消防法その他の法令に基づき、武力攻撃災害から住民

を保護するため、消防職団員の活動上の安全確保に配意しつつ、消

火活動及び救助・救急活動等を行い、武力攻撃災害を防除し、及び

軽減する。 

  この場合において、消防本部及び消防署は、その装備・資機材・

人員・技能等を活用し武力攻撃災害への対処を行うとともに、消防

団は、消防長又は消防署長の所轄の下で、消防団が保有する装備・

資機材等の活動能力に応じ地域の実状に即した活動を行う。 
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状に即した活動を行う。 

 

(3) 消防相互応援協定等に基づく応援要請 

     略 

  

(4) 緊急消防援助隊等の応援要請 

     略 

 

(5) 消防の応援の受入れ体制の確立 

市長は、消防に関する応援要請を行ったとき及び消防庁長官

の指示により緊急消防援助隊の出動に関する指示が行われた

場合、これらの消防部隊の応援が円滑かつ適切に行なわれるよ

う、知事と連携し、出動部隊に関する情報を収集するとともに、

出動拠点等に関する調整や指揮体制の確立を図るなど消防の

応援の受入れに関して必要な事項の調整を行う。 

 

(6) 消防の相互応援に関する出動 

     略 

 

(7）医療機関との連携 

     略 

 

(8) 安全の確保 

① 略 

② 略 

③ 市が被災地でない場合、市長は、知事又は消防庁長官から消

防の応援等の指示を受けたときは、武力攻撃の状況及び予測、

武力攻撃災害の状況、災害の種別、防護可能な資機材、設備、

薬剤等に関する情報を収集するとともに、出動する要員に対し

情報の提供及び支援を行う。 

④ 略 

⑤ 略 

 

 

(3) 消防相互応援協定等に基づく応援要請 

     略 

  

(4) 緊急消防援助隊等の応援要請 

     略 

 

(5) 消防の応援の受入れ体制の確立 

市長は、消防に関する応援要請を行ったとき及び消防庁長官

の指示により緊急消防援助隊の出動に関する指示が行われた

場合、これらの消防部隊の応援が円滑かつ適切に行なわれるよ

う、知事と連携し、出動部隊に関する情報を収集するとともに、

進出拠点等に関する調整や指揮体制の確立を図るなど消防の

応援の受入れに関して必要な事項の調整を行う。 

 

(6) 消防の相互応援に関する出動 

     略 

 

(7）医療機関との連携 

     略 

 

(8) 安全の確保 

① 略 

② 略 

③ 市長は、自らの市が被災していない場合において、知事又は消

防庁長官から消防の応援等の指示を受けたときは、武力攻撃の

状況及び予測、武力攻撃災害の状況、災害の種別、防護可能な資

機材、設備、薬剤等に関する情報を収集するとともに、出動する

要員に対し情報の提供及び支援を行う。 

④ 略 

⑤ 略 
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第３ 生活関連等施設における災害への対処等 

 

１ 生活関連等施設の安全確保 

 

   (1) 生活関連等施設の状況の把握 

市は、市対策本部を設置した場合においては、市内に所在する生

活関連等施設の安全に関する情報、各施設における対応状況等の

必要な情報の収集を行うとともに、関係機関で当該情報を共有す

る。 

(2) 消防機関による支援 

 略。 

  

(3) 市が管理する施設の安全の確保 

   略 

 

２ 危険物質等に係る武力攻撃災害の防止及び防除     

 

(1) 危険物質等に関する措置命令 

  市長は、危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するため

緊急の必要があると認めるときは、危険物質等の取扱者に対し、

武力攻撃災害発生防止のための必要な措置を講ずべきことを命ず

る。 

  なお、避難住民の運送などの措置において当該物質等が必要と

なる場合は、関係機関と市対策本部で所要の調整を行う。 

 

【危険物質等について市長が命ずることができる対象及び措置】 

【対象】 

   消防本部等所在市の区域に設置される消防法第２条第７項の

危険物の製造所、貯蔵所若しくは取扱所（移送取扱所を除く。）

又は一の消防本部等所在市の区域のみに設置される移送取扱所

において貯蔵し、又は取り扱うもの（国民保護法施行令第２９条） 

【措置】 

① 危険物質等の取扱所の全部又は一部の使用の一時停止又は

第３ 生活関連等施設における災害への対処等 

 

１ 生活関連等施設の安全確保 

 

(1) 生活関連等施設の状況の把握 

市は、市対策本部を設置した場合においては、市の区域に所在す

る生活関連等施設の安全に関する情報、各施設における対応状況等

の必要な情報を収集する。 

 

(2) 消防機関による支援 

 略。 

  

(3) 市が管理する施設の安全の確保 

   略 

 

２ 危険物質等に係る武力攻撃災害の防止及び防除     

 

(1) 危険物質等に関する措置命令 

  市長は、危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するため緊

急の必要があると認めるときは、危険物質等の取扱者に対し、武力

攻撃災害発生防止のための必要な措置を講ずべきことを命ずる。 

  なお、避難住民の運送などの措置において当該物質等が必要とな

る場合は、関係機関と市対策本部で所要の調整を行う。 

 

 

※ 危険物質等について市長が命ずることができる対象及び措置 

【対象】 

   消防本部等所在市の区域に設置される消防法第２条第７項の

危険物の製造所、貯蔵所若しくは取扱所（移送取扱所を除く。）

又は一の消防本部等所在市の区域のみに設置される移送取扱所

において貯蔵し、又は取り扱うもの（国民保護法施行令第２９

条） 

【措置】 
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制限（消防法第 １２条の３） 

② 危険物質等の製造、引渡し、貯蔵、移動、運搬又は消費の

一時禁止又は制限（国民保護法第１０３条第３項第２号） 

③ 危険物質等の所在場所の変更又はその廃棄（国民保護法第

１０３条第３項第３号） 

  

 

 

 

 

(2) 警備の強化及び危険物質等の管理状況報告 

  市長は、危険物質等の取扱者に対し、必要があると認めるとき

は、警備の強化及び管理の状況について報告を求める。 

 

① 危険物質等の取扱所の全部又は一部の使用の一時停止

又は制限（消防法第１２条の３） 

② 危険物質等の製造、引渡し、貯蔵、移動、運搬又は消費

の一時禁止又は制限（国民保護法第１０３条第３項第２

号） 

③ 危険物質等の所在場所の変更又はその廃棄（国民保護法

第１０３条第３項第３号） 

 

 

 

(2) 警備の強化及び危険物質等の管理状況報告 

  市長は、危険物質等の取扱者に対し、必要があると認めるときは、

警備の強化を求める。また、市長は、(1)の①から③の措置を講ずる

ために必要があると認める場合は、危険物質等の取扱者から危険物

質等の管理の状況について報告を求める。 
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第４ 武力攻撃原子力災害及びＮＢＣ攻撃による災害への対処等 

市は、武力攻撃原子力災害への対処等については、原則として、

市の地域防災計画（原子力災害等応急対策計画）や福岡県地域防災

計画（原子力災害対策編）等に定められた内容に準じた措置を講ず

るものとし、また、ＮＢＣ攻撃による災害への対処については、国

の方針に基づき必要な措置を講ずる。このため、武力攻撃原子力災

害及びＮＢＣ攻撃による災害への対処に当たり必要な事項につい

て、以下のとおり定める。 

 

１ 武力攻撃原子力災害への対処     

 

    市は、市内に所在する放射性同位元素等取扱事業所（以下「放射線

取扱事業所」という）において、又は放射線物質の運搬時に武力攻撃

原子力災害が発生した場合における周囲への影響にかんがみ、次に掲

げる措置を講ずる。 

   この場合において、放射線取扱事業所は危険物質等の取扱所として

生活関連等施設に該当することから、生活関連等施設に関する措置及

び危険物質等の取扱所に関する措置もあわせて講ずる。 

  

 (1) 地域防災計画等に定められた措置等の実施 

  略 

 

(2) 放射性物質等の放出又は放出のおそれに関する通報及び公示等 

① 市長は、放射性物質等の放出又は放出のおそれに関する通報

を原子力事業者等から受けたとき又は内閣総理大臣及び原子

力規制委員会（事業所外運搬に起因する場合にあっては、内閣

総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣。以下同じ）若

しくは知事から通知を受けたときは、あらかじめ定める連絡方

法により、区域を所轄する消防機関に連絡する。 

 

② 市長は、消防機関等からの連絡により、放射性物質等の放出

又は放出のおそれがあるとの情報を原子力事業者等並びに内

閣総理大臣及び原子力規制委員会、又は県より先に把握した場

第４ 武力攻撃原子力災害及びＮＢＣ攻撃による災害への対処等 

市は、武力攻撃原子力災害への対処等については、原則として、市の地

域防災計画に定められた措置や福岡県地域防災計画（放射線災害対策編）

等に定められた内容に準じた措置を講ずるものとし、また、ＮＢＣ攻撃に

よる災害への対処については、国の方針に基づき必要な措置を講ずる。こ

のため、武力攻撃原子力災害及びＮＢＣ攻撃による災害への対処に当たり

必要な事項について、以下のとおり定める。 

 

 

１ 武力攻撃原子力災害への対処     

 

    市は、市の区域内に所在する放射性物質を取り扱う事業所において、

又は放射線物質の運搬時に武力攻撃原子力災害が発生した場合におけ

る周囲への影響にかんがみ、次に掲げる措置を講ずる。 

    

この場合において、放射性物質を取り扱う事業所は危険物質等の取

扱所として生活関連等施設に該当することから、生活関連等施設に関す

る措置及び危険物質等の取扱所に関する措置もあわせて講ずる。 

  

 (1) 地域防災計画等に定められた措置等の実施 

    略 

 

(2) 放射性物質等の放出又は放出のおそれに関する通報及び公示等 

① 市長は、放射性物質等の放出又は放出のおそれに関する通報

を放射性物質を管理する者（以下「放射性物質管理者」という。）

から受けたとき又は指定行政機関の長若しくは知事から通知を

受けたときは、あらかじめ定める連絡方法により、区域を所轄す

る消防機関に連絡する。 

 

 

② 市長は、消防機関等からの連絡により、放射性物質等の放出又

は放出のおそれがあるとの情報を放射性物質管理者、指定行政

機関又は県より先に把握した場合には、直ちに放射性物質管理
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合には、直ちに原子力事業者にその内容を確認するとともに、

その旨を内閣総理大臣、原子力規制委員会及び知事に通報す

る。 

③ 市長は、国の対策本部長が、武力攻撃原子力災害の発生又は

拡大を防止するため、応急対策の実施に係る公示を発出し、知

事からその通知を受けた場合には、警報の内容の通知に準じ

て、関係機関に当該公示の内容を通知する。 

 

④ 略 

   

(3) モニタリングの実施 

市によるモニタリングの実施については、状況に応じ、地域防

災計画（原子力災害等応急対策計画）等に定められた措置に準じ

た措置を講ずる。 

 

(4) 住民の避難誘導 

① 市長は、知事が住民に対し避難の指示を行った場合には、当

該指示等の内容を踏まえ、避難実施要領を策定し、住民の避難

誘導を行う。 

  市は、避難又は一時移転の際の住民等に対する避難退域時検

査及び簡易除染の実施について、県の指示により行うものとす

る。 

  なお、屋内退避については、コンクリート建屋への屋内避難

が有効であることに留意する。 

② 市長は、放射線取扱事業者からの通報内容等を勘案し、事態

の状況により避難の指示を待ついとまがない場合は、その判断

により、地域住民に対し、退避を指示し、その旨を知事に通知

する。 

 

 

 

 

 

者にその内容を確認するとともに、その旨を関係する指定行政

機関の長及び知事に通報する。 

 

③ 市長は、国対策本部長が、武力攻撃原子力災害の発生又は拡大

を防止するため、応急対策の実施に係る公示を発出し、知事から

その通知を受けた場合には、警報の内容の通知に準じて、関係機

関に当該公示の内容を通知する。 

 

④ 略 

 

（新設） 

  

 

 

 

(3) 住民の避難誘導 

① 市長は、知事が住民に対し避難の指示を行った場合には、当該

指示等の内容を踏まえ、避難実施要領を策定し、住民の避難誘導

を行う。 

 

 

 

 

 

② 市長は、放射性物質管理者からの通報内容等を勘案し、事態の

状況により避難の指示を待ついとまがない場合は、その判断に

より、地域の住民に対し、退避の指示をし、その旨を知事に通知

する。 
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(5) 国への措置命令の要請等 

  市長は、住民の生命、身体及び財産を保護するために、武力攻撃

原子力災害の発生等を防止する必要があると認めるときは、知事

に対し、関係する指定行政機関の長が、必要な措置を講ずべきこ

とを命令するように知事が要請するよう求める。 

  また、市長は、必要に応じ、知事に対し、生活関連等施設に係る

規定に基づき、放射線取扱事業者が安全確保のために必要な措置

を講ずるように知事が要請するよう求める。 

 

(6) 安定ヨウ素剤の配布 

  市長は、安定ヨウ素剤の予防服用の実施等については、地域防

災計画（原子力災害等応急対策計画）等に定められた措置に準じ

た措置を講ずる。 

  

 

 

 

 

(7) 職員の安全の確保 

  市長又は関係消防組合の管理者若しくは長は、武力攻撃原子力

災害に係る情報について、積極的な収集に努め、当該情報を速や

かに提供するなどにより、応急対策を講ずる職員の安全の確保に

配慮する。 

 

(8) 避難退域時検査及び簡易除染の実施 

  市長は、避難の際の住民等に対する避難退域時検査及び簡易除

染の実施については、地域防災計画（原子力災害等応急対策計画）

等に定められた措置に準じた措置を講ずる。 

 

(9) 飲食物の摂取制限等 

市長は、必要に応じ、飲食物の摂取制限等の措置については、

地域防災計画（原子力災害等応急対策計画）等に定められた措置

に準じた措置を講ずる。 

(4) 国への措置命令の要請等 

  市長は、住民の生命、身体及び財産を保護するために、武力攻撃

原子力災害の発生等を防止する必要があると認めるときは、知事に

対し、関係する指定行政機関の長が、必要な措置を講ずべきことを

命令するように知事が要請するよう求める。 

  また、市長は、必要に応じ、知事に対し、生活関連等施設に係る

規定に基づき、放射性物質管理者が安全確保のために必要な措置を

講ずるように知事が要請するよう求める。 

 

(5) 安定ヨウ素剤の配布 

  市は、安定ヨウ素剤の予防服用に係る防護対策の指標を超える放

射性ヨウ素の放出又はそのおそれがある場合には、国対策本部長に

よる服用時機の指示に基づき、県やその他の関係機関と協力して住

民に安定ヨウ素剤を配布し、服用を指示するほか、事態の状況によ

り、その判断に基づき服用すべき時機の指示その他の必要な措置を

講ずる。 

 

 

(6) 職員の安全の確保 

  市長又は関係消防組合の管理者若しくは長は、武力攻撃原子力災

害に係る情報について、積極的な収集に努め、当該情報を速やかに

提供するなどにより、応急対策を講ずる職員の安全の確保に配慮す

る。 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 
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２ ＮＢＣ攻撃による災害への対処 

 

市は、ＮＢＣ攻撃による汚染が生じた場合の対処について、国によ

る基本的な方針を踏まえた対応を行うことを基本とし、関係機関と

の連携により実施する。特に、対処の現場における初動的な応急措置

を講じ、住民の安全を確保する。 

 

(1) 応急措置の実施 

  市長は、ＮＢＣ攻撃が行われた場合においては、その被害の現

場における状況に照らして、現場及びその影響を受けることが予

想される地域の住民に対して、退避を指示し、又は警戒区域を設

定する。 

  核攻撃等において、避難住民等（運送に使用する車両及びその

乗務員を含む。）の避難退域時検査及び簡易除染を県の指示によ

り行うものとする。 

  市は、保有する装備・資機材等により対応可能な範囲内で関係

機関とともに、原因物質の特定、被災者の救助等の活動を行う。 

 

(2) 国の方針に基づく措置の実施 

  市は、内閣総理大臣が、関係大臣を指揮して、汚染拡大防止のた

めの措置を講ずる場合においては、内閣総理大臣の基本的な方針

及びそれに基づく各省庁における活動内容について、県を通じて

国から必要な情報を入手するとともに、当該方針に基づいて、所

要の措置を講ずる。 

 

 (3) 関係機関との連携 

市長は、ＮＢＣ攻撃が行われた場合は、市対策本部において、消

防機関、県警察、海上保安部、自衛隊、医療関係機関等から被害に

関する情報や関係機関の有する専門的知見、対処能力等に関する

情報を共有し、必要な対処を行う。 

その際、必要により現地調整所を設置し又は職員を参画させ、現

場における関係機関の活動調整の円滑化を図るとともに、市長は、

現地調整所の市職員から最新の情報についての報告を受けて、当

２ ＮＢＣ攻撃による災害への対処 

 

市は、ＮＢＣ攻撃による汚染が生じた場合の対処について、国によ

る基本的な方針を踏まえた対応を行うことを基本とし、特に、対処の

現場における初動的な応急措置を講ずる。 

 

 

(1) 応急措置の実施 

  市長は、ＮＢＣ攻撃が行われた場合においては、その被害の現場

における状況に照らして、現場及びその影響を受けることが予想さ

れる地域の住民に対して、退避を指示し、又は警戒区域を設定する。 

  

 

 

 

 市は、保有する装備・資機材等により対応可能な範囲内で関係機

関とともに、原因物質の特定、被災者の救助等の活動を行う。 

 

(2) 国の方針に基づく措置の実施 

  市は、内閣総理大臣が、関係大臣を指揮して、汚染拡大防止のた

めの措置を講ずる場合においては、対処基本方針及びそれに基づく

各省庁における活動内容について、県を通じて国から必要な情報を

入手するとともに、当該方針に基づいて、所要の措置を講ずる。 

 

 

(3) 関係機関との連携 

市長は、ＮＢＣ攻撃が行われた場合は、市対策本部において、消

防機関、県警察、海上保安部、自衛隊、医療関係機関等から被害に

関する情報や関係機関の有する専門的知見、対処能力等に関する情

報を共有し、必要な対処を行う。 

その際、必要により現地調整所を設置し又は職員を参画させ、

現場における関係機関の活動調整の円滑化を図るとともに、市長

は、現地調整所の職員から最新の情報についての報告を受けて、
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該情報をもとに、県に対して必要な資機材や応援等の要請を行う。 

 

  

 

 (4) 汚染原因に応じた対応 

市は、ＮＢＣ攻撃のそれぞれの汚染原因に応じて、国及び県との連

携の下、それぞれ次の点に留意して措置を講ずる。 

① 核攻撃等の場合 

      略 

 

② 生物剤による攻撃の場合 

市は、措置に当たる要員に防護服を着用させるとともに、必要に

応じ、ワクチン接種を受けさせ、関係機関が行う汚染の原因物質の

特定等に資する情報収集等の活動を行う。また、県保健福祉環境事

務所、県警察等の関係機関と連携して消毒等の措置を行う。 

 

③ 化学剤による攻撃の場合 

略 

 

(5) 市長及び関係消防組合の管理者若しくは長の権限 

     略 

 

(6) 要員の安全の確保 

     略 

当該情報をもとに、県に対して必要な資機材や応援等の要請を行

う。 

 

 

(4) 汚染原因に応じた対応 

市は、ＮＢＣ攻撃のそれぞれの汚染原因に応じて、国及び県との

連携の下、それぞれ次の点に留意して措置を講ずる。 

① 核攻撃等の場合 

略 

 

② 生物剤による攻撃の場合 

市は、措置に当たる要員に防護服を着用させるとともに、関係

機関が行う汚染の原因物質の特定等に資する情報収集などの活

動を行う。 

 

        

③ 化学剤による攻撃の場合 

       略 

 

(5) 市長及び関係消防組合の管理者若しくは長の権限 

     略 

 

(6) 要員の安全の確保 

     略 

第８章 被災情報の収集及び報告 
 

(1) 被災情報の収集及び報告 

 ① 電話、ＦＡＸ、防災行政無線その他の通信手段により、武力攻

撃災害が発生した日時及び場所又は地域、発生した武力攻撃災

害の状況の概要、人的及び物的被害の状況等の被災情報につい

て収集する。 

 

 

第８章 被災情報の収集及び報告 
 

○被災情報の収集及び報告 

 ① 市は、電話、ＦＡＸ、市防災行政無線その他の通信手段により、

武力攻撃災害が発生した日時及び場所又は地域、発生した武力攻

撃災害の状況の概要、人的及び物的被害の状況等の被災情報につ

いて収集する。 
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② 情報収集に当たっては消防機関、県警察、海上保安部、自衛

隊との連絡を密にするとともに、特に消防機関は、機動的な情

報収集活動を行うため、必要に応じ消防車両等を活用した情報

の収集を行う。 

 

③  被災情報の収集に当たっては、県及び消防庁に対し「火災・

災害等即報要領」に基づき、電子メール、ＦＡＸ等により直ち

に被災情報の第１報を報告する。 

 

 

④  被害情報の第１報を報告した後も、随時被災情報の収集に努

めるとともに、収集した情報についてあらかじめ定めた様式に

従い、電子メール、ＦＡＸ等により県が指定する時間に県に対

し報告する。 

 なお、新たに重大な被害が発生した場合など、市長が必要と

判断した場合には、直ちに、火災・災害等即報要領に基づき、県

及び消防庁に報告する。 

 

 

(2) 住民への被災情報の提供 

市は、住民に対する情報提供に当たっては、事態の推移、国民

保護措置の実施状況等について、正確かつ積極的な情報提供に努

める。なお、提供する情報の内容に ついては、関係機関と相互

に通知し、情報交換を行う。 

住民への広報については、防災行政無線、広報車等を充分に活

用するとともに、自主防災組織をはじめとして地域のネットワー

クの構築を図るとともに、そのネットワークを通じた広報の充実

に努める。 

 

 

 

 

② 市は、情報収集に当たっては消防機関、県警察、海上保安部と

の連絡を密にするとともに、特に消防機関は、機動的な情報収集

活動を行うため、必要に応じ消防車両等を活用した情報の収集

を行う。 

 

③  市は、被災情報の収集に当たっては、県及び消防庁に対し火

災・災害等即報要領（昭和５９年１０月１５日付け消防災第２６

７号消防庁長官通知）に基づき、電子メール、ＦＡＸ等により直

ちに被災情報の第１報を報告する。 

 

④  市は、第一報を消防庁に報告した後も、随時被災情報の収集

に努めるとともに、収集した情報についてあらかじめ定めた様

式に従い、電子メール、ＦＡＸ等により県が指定する時間に県に

対し報告する。 

 なお、新たに重大な被害が発生した場合など、市長が必要と判

断した場合には、直ちに、火災・災害等即報要領に基づき、県及

び消防庁に報告する。 

 

 

 (新設) 
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第９章 保健衛生の確保その他の措置 

 
 １ 保健衛生の確保 

  

 市は、避難先地域における避難住民等についての状況等を把握し、

その状況に応じて、地域防災計画に準じて、次に掲げる措置を実施す

る。 

 

(1) 保健衛生対策 

 市は、避難先地域において、県と連携し医師等保健医療関係者に

よる健康相談、指導等を実施する。 

 この場合において、高齢者、障がいのある人その他特に配慮を要

する者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行う。 

 

(2) 防疫対策 

 略 

  

(3) 食品衛生確保対策 

 略 

 

(4) 飲料水衛生確保対策 

  市は、避難先地域における感染症等の防止のため、県と連携し、

飲料水確保、飲料水の衛生確保のための措置及び飲料水に関し

て、保健衛生上留意すべき事項等について住民に対して情報提供

を実施する。 

 

 

 

 

 

 

(5) 栄養指導対策 

 略 

第９章 保健衛生の確保その他の措置 
 

１ 保健衛生の確保 

  

 市は、避難先地域における避難住民等についての状況等を把握し、

その状況に応じて、地域防災計画に準じて、次に掲げる措置を実施す

る。 

 

(1) 保健衛生対策 

 市は、避難先地域において、県と連携し医師等保健医療関係者に

よる健康相談、指導等を実施する。 

 この場合において、高齢者、障害者その他特に配慮を要する者の

心身双方の健康状態には特段の配慮を行う。 

 

(2) 防疫対策 

 略 

  

(3) 食品衛生確保対策 

 略 

 

(4) 飲料水衛生確保対策 

 ① 市は、避難先地域における感染症等の防止をするため、県と

連携し、飲料水確保、飲料水の衛生確保のための措置及び飲料

水に関して保健衛生上留意すべき事項等についての住民に対

して情報提供を実施する。 

② 市は、地域防災計画の定めに準じて、水道水の供給体制を整

備する。 

③ 市は、水道施設の被害状況の把握を行うとともに、供給能

力が不足する、または不足すると予想される場合について

は、県に対して水道用水の緊急応援にかかる要請を行う。 

 

(5) 栄養指導対策 

 略 
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２ 廃棄物の処理 

 

(1) 廃棄物処理の特例 

① 市は、環境大臣が指定する特例地域においては、県と連携し

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく廃棄物処理業

の許可を受けていない者に対して、必要に応じ、環境大臣が定

める特例基準に定めるところにより、廃棄物の収集、運搬又は

処分を業として行わせる。 

 

② 市は、①により特例基準に適合しない廃棄物の収集、運搬又

は処分が行われたことが判明したときは、速やかにその者に対

し、期限を定めて廃棄物の収集、運搬又は処分の方法の変更そ

の他の必要な措置を講ずべきことを指示するなど、特例基準に

従うよう指導する。 

 

 

(2) 廃棄物処理対策 

①  市は、「福津市災害廃棄物処理計画」に基づき、廃棄物処理

体制を整備する。 

 

② 略 

 

 
３ 文化財の保護 

 

(1) 重要文化財等に関する支援の求め 

     略 

 

(2) 国宝等の被害を防止するための措置の施行 

  略 

 

 

２ 廃棄物の処理 

 

(1) 廃棄物処理の特例 

① 市は、環境大臣が指定する特例地域においては、県と連携し廃

棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物処理業の許可

を受けていない者に対して、必要に応じ、環境大臣が定める特例

基準に定めるところにより、廃棄物の収集、運搬又は処分を業と

して行わせる。 

 

② 市は、①により廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う者

により特例基準に適合しない廃棄物の収集、運搬又は処分が行

われたことが判明したときは、速やかにその者に対し、期限を定

めて廃棄物の収集、運搬又は処分の方法の変更その他の必要な

措置を講ずべきことを指示するなど、特例基準に従うよう指導

する。 

 

(2) 廃棄物処理対策 

①  市は、地域防災計画の定めに準じて、「震災廃棄物対策指針」

（平成１０年厚生省生活衛生局作成）等を参考としつつ、廃棄物

処理体制を整備する。 

 

② 略 

 

３ 文化財の保護 

 

(1) 重要文化財等に関する支援の求め 

     略 

 

(2) 国宝等の被害を防止するための措置の施行 

  略 
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第１０章 国民生活の安定に関する措置 
  市は、武力攻撃事態等における国民生活の安定に関する必要な措置に

ついて、以下のように定める。 

 

 
１ 生活関連物資等の価格安定 

   略 

 

２ 避難住民等の生活安定等 

(1) 被災児童生徒等に対する教育 

  市教育委員会は、県教育委員会と連携し、被災した児童生徒等

に対する教育に支障が生じないようにするため、避難先での学習

機会の確保、教科書の供給、授業料の減免、被災による生活困窮家

庭の児童生徒に対する就学援助等を行うとともに、避難住民等が

被災地に復帰する際の必要に応じた学校施設等の応急復旧等を関

係機関と連携し、適切な措置を講ずる。 

 

(2) 公的徴収金の減免等 

  略 

 

３ 生活基盤等の確保 

 

(1) 水の安定的な供給 

  宗像地区事務組合は、水道事業者として被害状況に応じて適切な

配水コントロールを行い、消毒その他衛生上の措置、被害状況に

応じた送水停止等、武力攻撃事態等において水を安定的かつ適切

に供給するために必要な措置を講ずる。 

 

(2) 公共的施設の適切な管理  

        市は、管理する市道等の状況確認及び安全確保等を行い、当該公

共的施設を市に管理する。 

第１０章 国民生活の安定に関する措置 
  市は、武力攻撃事態等においては、水の安定的な供給等を実施すること

から、国民生活の安定に関する措置に必要な事項について、以下のとおり

定める。 

 

１ 生活関連物資等の価格安定 

 略 

 

２ 避難住民等の生活安定等 

(1) 被災児童生徒等に対する教育 

  市は、被災した児童生徒等に対する教育に支障が生じないように

するため、避難先での学習機会の確保、教科書の供給、授業料の減

免、被災による生活困窮家庭の児童生徒に対する就学援助等を行う

とともに、避難住民等が被災地に復帰する際の必要に応じた学校施

設等の応急復旧等を関係機関と連携し、適切な措置を講ずる。 

 

 

(2) 公的徴収金の減免等 

     略 

 

３ 生活基盤等の確保 

 

(1) 水の安定的な供給 

   水道事業者及び水道用水供給事業者として市は、消毒その他衛生

上の措置、被害状況に応じた送水停止等、武力攻撃事態等において

水を安定的かつ適切に供給するために必要な措置を講ずる。 

 

 

(2) 公共的施設の適切な管理  

    道路の管理者として市は、当該公共的施設を適切に管理する。 

 
 



108 

第１１章 特殊標章等の交付及び管理 
略 

第１１章 特殊標章等の交付及び管理 
 略 

第４編 復旧等 

第１章 応急の復旧 

１ 基本的考え方 

略 

２ 公共的施設の応急の復旧 

  略 

第４編 復旧等 

第１章 応急の復旧 

１ 基本的考え方 

略 

２ 公共的施設の応急の復旧 

  略 

第２章 武力攻撃災害の復旧 
略 

第２章 武力攻撃災害の復旧 
 略 

第３章 国民保護措置に要した費用の支弁等 

 
１ 国民保護措置に要した費用の支弁、国への負担金の請求 

  略 

 

２ 損失補償及び損害補償 

 

(1) 損失補償 

略 

 

(2) 実弁弁償 

市は、国民保護法に基づいて行った医療の実施の要請又は指示

に従って医療を行う医療関係者に対しては、国民保護法施行令で

定める手続きに従い、その実弁を弁償する。 

 

(3) 損害補償 

市は、国民保護措置の実施について援助を要請し、その要請を

受けて協力をした者がそのために死傷したときは、国民保護法施

行令に定める手続等に従い損害補償を行う。 

３ 総合調整及び指示に係る損失の補てん 

 略 

第３章 国民保護措置に要した費用の支弁等 
 

１ 国民保護措置に要した費用の支弁、国への負担金の請求 

  略 

 

２ 損失補償及び損害補償 

 

(1) 損失補償 

略 

 

(新設) 

 

 

 

 

(2) 損害補償 

市は、国民保護措置の実施について援助を要請し、その要請を受

けて協力をした者がそのために死傷したときは、国民保護法施行

令に定める手続等に従い損害補償を行う。 

３ 総合調整及び指示に係る損失の補てん 

 略 
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第５編 緊急対処事態への対処 

１ 緊急対処事態 

 

市国民保護計画が対象として想定する緊急対処事態については、

第１編第５章２に掲げる通りである。 

緊急対処事態は、原則として、武力攻撃事態等におけるゲリラや特

殊部隊による攻撃等と類似の事態が想定されるため、福津市緊急対

処事態対策本部の設置や緊急対処保護措置の実施などの緊急対処事

態への対処については、警報の通知及び伝達を除き、武力攻撃事態等

への対処に準じて行う。 

 

２ 緊急対処事態における警報の通知及び伝達 

 

緊急対処事態においては、国対策本部長により、攻撃の被害又は

その影響の及ぶ範囲を勘案して、警報の通知・伝達の対象となる地

域の範囲が決定されることを踏まえ、市は、緊急対処事態における

警報については、その内容を通知及び伝達の対象となる地域を管轄

する機関及び当該地域に所在する施設の管理者等に対し通知及び伝

達を行う。 

緊急対処事態における警報の通知及び伝達については、上記によ

るほか、武力攻撃事態等における警報の通知及び伝達に準じて、こ

れを行う。 
 

第５編 緊急対処事態への対処 

１ 緊急対処事態 

 

市は、緊急対処事態は、原則として、武力攻撃事態等におけるゲリ

ラや特殊部隊による攻撃等と類似の事態が想定されるため、福津市緊

急対処事態対策本部の設置や緊急対処保護措置の実施などの緊急対

処事態への対処については、警報の通知及び伝達を除き、武力攻撃事

態等への対処に準じて行う。 

 

 

 

２ 緊急対処事態における警報の通知及び伝達 

 

緊急対処事態においては、国対策本部長により、攻撃の被害又はそ

の影響の及ぶ範囲を勘案して、警報の通知・伝達の対象となる地域の

範囲が決定されることを踏まえ、市は、緊急対処事態における警報に

ついては、通知及び伝達の対象となる地域を管轄する機関及び当該地

域に所在する施設の管理者等に対し通知及び伝達を行う。 

緊急対処事態における警報の通知及び伝達については、上記による

ほか、武力攻撃事態等における警報の通知及び伝達に準じて、これを

行う。 
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福津市国民保護計画（資料編）新旧対照表 

新 旧 

《目次》 《目次》 

１ 対応事例【県計画から転記】 

   略 

 

２ 関係機関の連絡窓口 

(1) 行政機関等 

(2) 国の関係出先機関（指定地方行政機関・自衛隊等） 

(3) 消防機関 

(4) 関係指定公共機関 

(5) 指定地方公共機関 

(6) 周辺自治体 

 

３ 用語の定義 

 

４ 安否情報省令 

 

５ 火災・災害等即報要領 

 

６ 災害拠点病院一覧表 

 

７ 感染症指定医療機関一覧表 

 

８ 緊急交通路一覧表 

 

対応事例【県計画から転記】 

略 

 

 

１ 対応事例【県計画から転記】 

  略 

 

２ 関係機関の連絡窓口 

(1) 指定行政機関等 

(2) 国の関係出先機関（指定地方行政機関・自衛隊等） 

(3) 関係指定公共機関 

(4) 指定地方公共機関 

(5) 市町村 

(6) 消防本部 

 

３ 安否情報省令 

 

４ 火災・災害等即報要領 

 

５ 医療機関等 

 

６ 福津市職員配置図 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

対応事例【県計画から転記】 

略 
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２ 関係機関の連絡窓口 

（１）市行政機関等 

名称 電話 防災ＦＡＸ 住所 

市行政機関 

福津市役

所 
0940-43-8107 

1-78-362-

75 
福津市中央 1-1-1 

宗像地区

消防本部 

宗像消防

署（本

署） 

0940-36-2425 1-78-652 宗像市田熊 5-1-3 

福津消防

署 
0940-43-0521   

福津市手光２２３

３－３ 

福津消防

署 

津屋崎・

玄海出張

所 

0940-62-3815   
宗像市牟田尻

1860-41 

福岡県 

災害時優

先 
092-641-4734   

福岡市博多区東公

園 7-7 

防災危機

管理局 
092-643-3123 

1-78-700-

7390 

      

～7393 

〃 

北九州県

土整備事

務所宗像

支所 

0940-36-2005 

FAX 0940-36-

6433 

1-78-824-

761 

宗像市東郷 1-1-1 

宗像総合庁舎 

２・３階 

２．関係機関の連絡窓口 

○指定行政機関 

名称 担当部署 所在地 

内閣府 
大臣官房 

総務課 

千代田区霞ヶ関３－

１－１ 

国家公安委員

会 

連絡先は警察庁と同

様 

千代田区霞が関 2-1-

2 

警察庁 
警備局 

警備企画課 

千代田区霞が関 2-1-

2 

金融庁 
総務企画局 

政策課 

千代田区霞が関 3-1-

1 

総務省 
大臣官房 

総務課 

千代田区霞が関 2-1-

2 

消防庁 

国民保護・防災部防

災課 

国民保護室 

千代田区霞が関 2-1-

2 

法務省 
大臣官房 

秘書課広報室 

千代田区霞が関 1-1-

1 

公安調査庁 
総務部 

総務課 

千代田区霞が関 1-1-

1 

外務省 
大臣官房総務課 

危機管理調整室 

千代田区霞が関 2-2-

1 
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宗像・遠

賀保健福

祉 

環境事務

所 

0940-36-2045 

FAX 0940-36-

2592 

  宗像市東郷 1-2-1 

警察 

福岡県警

察本部警

備課 

092-641-4141   
福岡市博多区東公

園 7-7 

宗像警察

署 
0940-36-0110   宗像市東郷 1-2-2 

 

財務省 
大臣官房総合政策課 

企画官室 

千代田区霞が関 3-1-

1 

国税庁 
長官官房 

総務課 

千代田区霞が関 3-1-

1 

文部科学省 

大臣官房 

文教施設企画部 

施設企画課防災推進

室 

千代田区丸の内 2-5-

1 

文化庁 
連絡先は文部科学省

と同様 

千代田区丸の内 2-5-

1 

厚生労働省 

社会・援護局 

総務課 

災害救助・救援対策

室 

千代田区霞が関 1-2-

2 

農林水産省 
総合食料局 

食料企画課 

千代田区霞が関 1-2-

1 

林野庁 
連絡先は農林水産省

と同様 

千代田区霞が関 1-2-

1 

水産庁 
連絡先は農林水産省

と同様 

千代田区霞が関 1-2-

1 

経済産業省 大臣官房総務課 
千代田区霞が関 1-3-

1 

資源エネルギ

ー庁 
総合政策課 

千代田区霞が関 1-3-

1 

中小企業庁 
長官官房 

官房参事官室 

千代田区霞が関 1-3-

1 



113 

原子力・保安

院 
企画調整課 

千代田区霞が関 1-3-

1 

国土交通省 危機管理室 
千代田区霞が関 2-1-

3 

国土地理院 
総務部 

総務課 

茨城県つくば市北郷

1 

気象庁 
総務部 

総務課 

千代田区大手町 1-3-

4 

海上保安庁 
総務部 

国際・危機管理官 

千代田区霞が関 2-1-

3 

環境省 大臣官房総務課 
千代田区霞が関 1-2-

2 

防衛省 
運用企画局 

事態対処課 

新宿区市谷本村町 5-

1 

防衛施設庁 
総務部 

総務課企画室 

新宿区市谷本村町 5-

1 
 

２）国の関係出先機関（指定地方行政機関・自衛隊等） 

名称 担当部署 所在地 

九州管区警

察局 

広域調整部 

広域調整第二課 

福岡市博多区東公園７番７

号 

九州総合通

信局 
総務課 

熊本市二の丸１－４ 

熊本合同庁舎２号館 

○関係指定地方行政機関 

名称 担当部署 所在地 

九州管区警

察局 

広域調整部 

広域調整第二課 

福岡市博多区東公園７

番７号 

九州総合通

信局 
総務課 

熊本市二の丸１－４ 

熊本合同庁舎２号館 
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九州財務局 総務部総務課 熊本市二の丸１-２ 

福岡財務支

局 
総務課 

福岡市博多区博多駅東２－

１１－１ 

（福岡合同庁舎） 

門司税関 
総務部総務課総

務第一係 

福岡県北九州市門司区西海

岸１－３－１０ 

（門司港湾合同庁舎） 

九州厚生局 総務課 

福岡県福岡市博多区博多駅

前３－２－８ 

(住友生命博多ビル 4階) 

福岡労働局 総務課 

福岡市博多区博多駅東２－

１１－１                             

（福岡合同庁舎） 

九州農政局 企画調整室 
熊本県熊本市二の丸１－２ 

（熊本地方合同庁舎） 

九州森林管

理局 
企画調整課 

熊本県熊本市京町本丁２－

７ 

九州経済産

業局 

総務企画部総務

課 

福岡県博多区博多駅東２－

１１－１  

（福岡合同庁舎本館） 

九州産業保

安監督部 
管理課 

福岡市博多区博多駅東２－

１１－１ 

（福岡合同庁舎本館） 

九州地方整

備局 

企画部 

防災課 

福岡県福岡市博多区博多駅

東２－１０-７ 

（福岡第２合同庁舎） 

九州財務局 総務部総務課 熊本市二の丸１-２ 

福岡財務支

局 
総務課 

福岡市博多区博多駅東

２－１１－１ 

（福岡合同庁舎） 

門司税関 
総務部総務課総務第

一係 

福岡県北九州市門司区

西海岸１－３－１０ 

（門司港湾合同庁舎） 

九州厚生局 総務課 

福岡県福岡市博多区博

多駅前３－２－８ 

(住友生命博多ビル 4

階) 

福岡労働局 総務課 

福岡市博多区博多駅東

２－１１－１                             

（福岡合同庁舎） 

九州農政局 企画調整室 

熊本県熊本市二の丸１

－２ 

（熊本地方合同庁舎） 

九州森林管

理局 
企画調整課 

熊本県熊本市京町本丁

２－７ 

九州経済産

業局 
総務企画部総務課 

福岡県博多区博多駅東

２－１１－１  

（福岡合同庁舎本館） 

九州産業保

安監督部 
管理課 

福岡市博多区博多駅東

２－１１－１ 

（福岡合同庁舎本館） 

九州地方整

備局 

企画部 

防災課 

福岡県福岡市博多区博

多駅東２－１０-７ 

（福岡第２合同庁舎） 
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九州運輸局 

総務部安全防

災・危機管理調

整官 

福岡市博多区博多駅東２－

１１－１ 

（福岡合同庁舎新館） 

大阪航空局 
総務部安全企

画・保安対策課 

大阪府大阪市中央区大手前

３－１－４１ 

（大手前合同庁舎） 

  

福岡航空交通管

制部 

総務課 

福岡県福岡市東区大字奈多

字小瀬抜１３０２－１７ 

福岡管区気

象台 
総務部業務課 福岡市中央区大濠 1-2-36 

第七管区海

上保安本部 
総務部総務課 

福岡県北九州市門司区西海

岸１－３－１０ 

九州地方環

境事務所 
総務課 

熊本県熊本市西区春日２－

１０－１ 

（熊本地方合同庁舎） 

九州防衛局 
企画部地方調整

課 

福岡県福岡市博多区博多駅

東２－１０－７ 

自衛隊福岡

地方協力本

部 

総務課総務計画

班 

福岡県福岡市博多区竹丘町

１－１２ 

   

   

九州運輸局 
総務部安全防災・危

機管理調整官 

福岡市博多区博多駅東

２－１１－１ 

（福岡合同庁舎新館） 

大阪航空局 
総務部安全企画・保

安対策課 

大阪府大阪市中央区大

手前４－１ー７６ 

（大阪合同庁舎第四号

間） 

  
福岡航空交通管制部 

総務課 

福岡県福岡市東区大字

奈多字小瀬抜１３０２

－１７ 

福岡管区気

象台 
総務部業務課 

福岡市中央区大濠 1-2-

36 

第七管区海

上保安本部 
総務部総務課 

福岡県北九州市門司区

西海岸１－３－１０ 

九州地方環

境事務所 
総務課 

熊本県熊本市西区春日

２－１０－１ 

（熊本地方合同庁舎） 

九州防衛局 企画部地方調整課 
福岡県福岡市博多区博

多駅東２－１０－７ 

自衛隊福岡

地方協力本

部 

総務課総務計画班 
福岡県福岡市博多区竹

丘町１－１２ 
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部隊等の長

及び窓口 
区分 所在地 

西部方面総

監 

西部方面総

監部防衛部 

陸上自衛隊 
熊本県熊本市東町１－１－

１ 

第４師団長 

第４師団司

令部第３部 

陸上自衛隊 
福岡県春日市大和町５－１

２ 

佐世保地方

総監 

佐世保地方

総監部第３

幕僚室 

海上自衛隊 
長崎県佐世保市平瀬町１８

番地 

西部航空方

面隊司令部

防衛部 

航空自衛隊 
福岡県春日市原町３－１－

１ 

（２）消防機関 

消防本部

（局）名 

担当部

署名 
所在地 

電話番

号 
ＦＡＸ番号 

粕屋北部消防

本部 
警防課 

古賀市

今在家

１６７

－１ 

092-

944-

0131 

092-944-

0462 

 

 

 

 

 

 

○自衛隊 

部隊等の長及び窓口 区分 所在地 

西部方面総監 

西部方面総監部防衛部 

陸上自衛

隊 

熊本県熊本市東町

１－１－１ 

第４師団長 

第４師団司令部第３部 

陸上自衛

隊 

福岡県春日市大和

町５－１２ 

佐世保地方総監 

佐世保地方総監部第３幕

僚室 

海上自衛

隊 

長崎県佐世保市平

瀬町１８番地 

西部航空方面隊司令部防

衛部 

航空自衛

隊 

福岡県春日市原町

３－１－１ 
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（３）指定公共機関 

所管省庁 名称 担当部署 所在地 

総務省 
日本郵政公

社 

総務部リス

ク管理統括 

・危機管

理・震災復

興対策室 

東京都千代田区霞

が関１－３－２ 

国土交通省 

西日本高速

道路株式会

社 

保全サービ

ス事業本部

危機管理防

災課 

大阪府大阪市北区

堂島１－６－２０ 

堂島アバンザ 

国土交通省 
九州旅客鉄

道株式会社 

総務部総務

課 

福岡県福岡市博多

区 

博多駅前３－２５

－２１ 

国土交通省 
日本貨物鉄

道株式会社 
総務部 

東京都渋谷区 

千駄ヶ谷５－３３

－８ 

サウスゲート新宿 

総務省 
日本電信電

話株式会社 

技術企画部

門災害対策

室 

東京都千代田区大

手町１－５－１ 

ファーストスクエ

アイースト２０階 

総務省 
NTT 西日本

株式会社 

設備本部サ

ービスマネ

ジメント部

災害対策室 

大阪府大阪市中央

区 

馬場町３－８ 

馬場町ビル７階 

経済産業省 
九州電力株

式会社 

地域共生本

部防災グル

ープ 

福岡県福岡市中央

区渡辺通２－１－

８２ 

○関係指定公共機関 

所管省庁 名称 
担当部

署 
所在地 

国土交通省 

独立行政法人

海上技術安全

研究所 

企画部

企画課 

東京都三鷹市新川６

－３８－１ 

海上保安庁 

独立行政法人

海上災害防止

センター 

総務部

総務課 

横浜市西区みなとみ

らい３－３－１ 三

菱重工横浜ビル 

国土交通省 
独立行政法人

建築研究所 

企画部

企画調

査課 

茨城県つくば市立原

１番地 

経済産業省 

独立行政法人

原子力安全基

盤機構 

防災支

援部計

画グル

ープ 

東京都港区虎ノ門３

丁目１７－１ 

国土交通省 

独立行政法人

港湾空港技術

研究所 

企画管

理部企

画課 

神奈川県横須賀市長

瀬 3-1-1 

厚生労働省 
独立行政法人

国立病院機構 

本部総

務部総

務課 

目黒区東が丘２－５

－２１ 

経済産業省 

独立行政法人

産業技術総合

研究所 

企画本

部 

千代田区霞が関 1-

3-1 

経済産業省 

独立行政法人

情報処理推進

機構 

セキュ

リティ

ーセン

ター 

東京都文京区本駒込

２－２８－８ 
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経済産業省 
西部瓦斯株

式会社 
総務部 

福岡県福岡市千代 

１－１７－１ 

国土交通省 
ＪＲ九州バ

ス株式会社 
企画部 

福岡市博多区堅粕 

２ー２２ー２ 

国土交通省 
ヤマト運輸

株式会社 

ＣＳＲ推進

部 

東京都中央区銀座 

２ー１６－１０ 

総務省 

エヌ・テ

ィ・ティ・

コミュニケ

ーションズ

株式会社 

カスタマー

サービス部

危機管理室 

東京都千代田区大

手町２－３－５ 

大手町ビル本館６F 

総務省 
KDDI 株式

会社 

福岡テクニ

カルセンタ

ー 

福岡県福岡市中央

区 

長浜２－３－９ 

福岡第２ＮＣビル 

総務省 
株式会社Ｎ

ＴＴドコモ 

ＣＳ九州法

人事業部法

人営業部 

福岡県福岡市中央

区 

舞鶴２－３－１ 

ドコモ九州舞鶴ビ

ル 

総務省 
ソフトバン

ク株式会社 

総務本部コ

ーポレート

セキュリテ

ィー部 

東京都港区東新橋 

１－９－１ 

東京汐留ビルディ

ング 

 

 

総務省 

独立行政法人

情報通信研究

機構 

総合企

画部企

画戦略

室 

小金井市貫井北町

4-2-1 

農林水産省 

独立行政法人

森林総合研究

所 

総務部

総務課 

茨城県つくば市松の

里１ 

農林水産省 

独立行政法人

水産総合研究

センター 

総務部

庶務課 

神奈川県横浜市西区

みなとみらい２－３

－３ 

クイーンズタワーＢ 

１５Ｆ 

国土交通省 
独立行政法人

土木研究所 

企画部

研究企

画課 

茨城県つくば市南原

１－６ 

文部科学省 

独立行政法人

日本原子力研

究開発機構 

研究開

発局 

原子力

研究開

発課 

千代田区丸の内 2-

5-1 

国土交通省 

独立行政法人

日本高速道路

保有・債務返

還機構 

総務部

管理課 

東京都港区西新橋二

丁目 8番 6号 

農林水産省 

独立行政法人

農業・食品産

業技術総合研

究機構 

総合企

画調整

部 

企画調

整部 

茨城県つくば市観音

台３－１－１ 
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文部科学省 

独立行政法人

放射線医学総

合研究所 

研究振

興局 

研究振

興戦略

官付 

千代田区丸の内 2-

5-1 

国土交通省 
独立行政法人

水資源機構 

総務部

総務課 

埼玉県さいたま市中

央区新都心１１－２ 

金融庁 日本銀行 

決済機

構局 

業務継

続計画

担当 

中央区日本橋本石町

２－１－１ 

厚生労働省 日本赤十字社 

救護・

福祉部 

救護課 

東京都港区芝大門１

－１－３ 

総務省 日本放送協会 

報道局 

気象・

災害セ

ンター 

東京都渋谷区神南

2-2-1 

総務省 日本郵政公社 
本社Ｃ

ＳＲ室 

千代田区霞が関 1-

3-2 

国土交通省 
西日本高速道

路株式会社 

管理事

業本部

管理事

業統括

チーム 

大阪市北区堂島 1-

6-20 堂島アバンザ 

国土交通省 
九州旅客鉄道

株式会社 

総務部

総務課 

福岡市博多区博多駅

前 3丁目 25 番 21 号 

国土交通省 
日本貨物鉄道

株式会社 

総務部

総務グ

ループ 

福岡市博多区博多駅

前 3丁目 25 番 21 号 
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総務省 
日本電信電話

株式会社 

第二部

門 災

害対策

室 

東京都千代田区大手

町２－３－１ 逓信

ビル７Ｆ 

総務省 
西日本電信電

話株式会社 

基盤サ

ービス

部災害

対策室 

大阪府大阪市中央区

馬場町 3-15 

経済産業省 
九州電力株式

会社 

総務部 

管理グ

ループ 

福岡県福岡市中央区

渡辺通２－１－８２ 

経済産業省 
西部瓦斯株式

会社 

総務広

報部庶

務グル

ープ 

福岡県福岡市千代１

－１７－１ 

国土交通省 

オーシャン東

九フェリー株

式会社 

取締役 
東京都中央区築地２

－１１－９ 

国土交通省 
株式会社名門

大洋フェリー 

専務取

締役企

画管理

部長 

大阪市西区江戸堀１

－９－６ 

国土交通省 
阪急フェリー

株式会社 

常務取

締役 

福岡県北九州市門司

区新門司北１－１ 

国土交通省 

ジェイアール

九州バス株式

会社 

営業企

画部 

福岡市博多区堅粕２

ー２２ー２ 

国土交通省 
佐川急便株式

会社 

労務運

行管理

部 

京都府京都市南区上

鳥羽角田町６８番地 
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国土交通省 
西濃運輸株式

会社 

営業企

画管理

室 

岐阜県大垣市田口町

１番地 

国土交通省 
日本通運株式

会社 

作業管

理部広

報自動

車輸送

専任 

東京都港区東新橋１

丁目９番４号 

国土交通省 
福山通運株式

会社 

社長室

ＣＳＲ

推進室 

東京都江東区越中島

３－６－１５ 

国土交通省 
ヤマト運輸株

式会社 

社会貢

献部 

東京都中央区銀座２

丁目１６番１０号 

国土交通省 

エアーニッポ

ン株式会社 

（第１連絡

先） 

ANA 福

岡支店 

総務課 

福岡市中央区天神１

－１２－１４ 紙与

渡辺ビル 

  

エアーニッポ

ン株式会社 

（第２連絡

先） 

ANK 福岡

空港支店 

業務課 

福岡県福岡市博多区上

臼井柳井３４８ 福岡

空港第 1ターミナルビ

ル内 

国土交通省 

エアーネクス

ト株式会社 

（第１連絡

先） 

ANA 福

岡支店 

総務課 

福岡市中央区天神１

－１２－１４ 紙与

渡辺ビル 

  

エアーネクス

ト株式会社 

（第２連絡

先） 

NXA 業務

部業務課 

福岡県福岡市博多区下

臼井 767-1 福岡空港

第 2ターミナルビル内 
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国土交通省 
株式会社スタ

ーフライヤー 

経営企

画部事

業企画

グルー

プ 

福岡県北九州市小倉

北区米町二丁目 2番

1号 新小倉ビル 

国土交通省 

株式会社ジャ

ルエクスプレ

ス 

本社企

画財務

部 

大阪府池田市空港

2-2-5 

国土交通省 

株式会社日本

航空インター

ナショナル 

㈱日本

航空経

営企画

室 

東京都品川区東品川

2-4-11 

国土交通省 
株式会社日本

航空ジャパン 

㈱日本

航空経

営企画

室 

東京都品川区東品川

2-4-11 

国土交通省 

スカイマーク

エアラインズ

株式会社 

経営企

画室 

東京都港区浜松町

1-30-5 浜松町スク

エア 12 階 

国土交通省 

全日本空輸株

式会社 

（第１連絡

先） 

ANA 福

岡支店 

総務課 

福岡市中央区天神１

－１２－１４ 紙与

渡辺ビル 

国土交通省 

全日本空輸株

式会社 

（第２連絡

先） 

ANA 福

岡空港

支店 

総務課 

福岡県福岡市博多区

下臼井７６７－１ 

福岡空港内 

国土交通省 

日本トランス

オーシャン航

空株式会社 

本社企

画部 

沖縄県那覇市山下町

３－２４ 
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国土交通省 
西日本旅客鉄

道株式会社 

総務部

リスク

管理室 

大阪府大阪市北区芝

田二丁目 4番 24 号 

国土交通省 
西日本鉄道株

式会社 

鉄道事業

本部営業

部安全対

策課 

福岡県福岡市中央区天

神 1丁目 11 番 17 号 

福岡ビル 6Ｆ 

国土交通省 
井本商運株式

会社 
営業部 

兵庫県神戸市中央区

京町７０ 

国土交通省 
川崎近海汽船

株式会社 
総務部 

東京都千代田区霞が

関１－４－２ 大同

生命霞ヶ関ビル 

総務省 

エヌ・ティ・

ティ・コミュ

ニケーション

ズ株式会社 

ネット

ワーク

事業部 

統合ネ

ットワ

ーク部

（危機

管理） 

東京都千代田区内幸

町 2-1-1 飯野ビル 2

階 201 

総務省 KDDI 株式会社 

運用本

部運用

管理部 

統括グ

ループ 

東京都新宿区西新宿

2-3-2 KDDI ビル 

総務省 

ソフトバンク

テレコム株式

会社 

総務部 

東京都港区東新橋

1-9-1 東京汐留ﾋﾞﾙ

ﾃﾞｨﾝｸﾞ 

総務省 

株式会社エ

ヌ・ティ・テ

ィ・ドコモ 

災害対

策室 

東京都千代田区永田

町 2-11-1 山王ﾊﾟｰ

ｸﾀﾜｰ 35F 
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総務省 

株式会社エ

ヌ・ティ・テ

ィ・ドコモ九

州 

災害対

策室 

福岡県福岡市中央区

舞鶴 2-3-1 ドコモ

九州舞鶴ビル 

総務省 

ソフトバンク

モバイル株式

会社 

コーポ

レート

セキュ

リティ

ー室 

東京都港区東新橋

1-9-1 東京汐留ﾋﾞﾙ

ﾃﾞｨﾝｸﾞ 
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（４）指定地方公共機関 

 

法人名 所在地 
所属名（課・係

等） 

社団法人福岡県Ｌ

Ｐガス協会 

福岡市博多区山王

1-10-15 
総務課 

西鉄バス宗像株式

会社 

宗像市陵厳寺４－

７－１ 
運行部 

社団法人福岡県ト

ラック協会 

福岡市博多区博多

駅東 1-18-8 
業務一課 

社団法人福岡県医

師会 

福岡市博多区博多

駅南 2-9-30 
地域医療課 

社団法人福岡県歯

科医師会 

福岡市中央区大名

1-12-43 
事務局 

社団法人福岡県薬

剤師会 

福岡市博多区住吉

2-20-15 
事務局 

アール・ケー・ビ

ー毎日放送株式会

社 

福岡市早良区百道

浜 2-3-8 
報道部 

九州朝日放送株式

会社 

福岡市中央区長浜

１－１－１ 
報道部 

株式会社テレビ西

日本 

福岡市早良区百道

浜２－３－２ 
報道部 

株式会社ＴＶＱ九

州放送 

福岡市博多区住吉

２－３－１ 

報道スポーツ局

報道部 

株式会社福岡放送 
福岡市中央区清川

２－２２－８ 
報道部 

株式会社エフエム

福岡 

福岡市中央区清川

１－９－１９ 
編成制作事業部 

ラブエフエム国際

放送株式会社 

福岡市博多区吉塚

本町１３－５０ 
放送局次長 

福津市国民保護計画に係る関係機関連絡先（指定地方公共機関

連絡先） 

法人名 所在地 
所属名（課・係

等） 

社団法人福岡県Ｌ

Ｐガス協会 

福岡市博多区山王

1-10-15 
総務課 

西鉄バス宗像株式

会社 

宗像市陵厳寺４－７

－１ 
運行部 

社団法人福岡県ト

ラック協会 

福岡市博多区博多駅

東 1-18-8 
業務一課 

社団法人福岡県医

師会 

福岡市博多区博多駅

南 2-9-30 
地域医療課 

社団法人福岡県歯

科医師会 

福岡市中央区大名

1-12-43 
事務局 

社団法人福岡県薬

剤師会 

福岡市博多区住吉

2-20-15 
事務局 

アール・ケー・ビ

ー毎日放送株式会

社 

福岡市早良区百道浜

2-3-8 
報道部 

九州朝日放送株式

会社 

福岡市中央区長浜１

－１－１ 
報道部 

株式会社テレビ西

日本 

福岡市早良区百道浜

２－３－２ 
報道部 

株式会社ＴＶＱ九

州放送 

福岡市博多区住吉２

－３－１ 

報道スポーツ局報

道部 

株式会社福岡放送 
福岡市中央区清川２

－２２－８ 
報道部 

株式会社エフエム

福岡 

福岡市中央区清川１

－９－１９ 
編成制作事業部 

ラブエフエム国際

放送株式会社 

福岡市博多区吉塚本

町１３－５０ 
放送局次長 
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株式会社 CROSS 

FM 

北九州市小倉北区

京町３－１－１ 

COLET/I'm１０F 

編成業務部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 CROSS 

FM 

北九州市小倉北区京

町３－１－１ 

COLET/I'm１０F 

編成業務部 
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（５）周辺自治体 

市町村

名 

担当

課名 

防災

電話 

防災

ＦＡ

Ｘ 

ＮＴ

Ｔ電

話番

号 

緊急

時Ｎ

ＴＴ

電話

番号 

ＮＴ

ＴＦ

ＡＸ 

福岡市 

防

災・

危機

管理

課 

78-

201-

70 

1-78-

201-

75 

092- 

711-

4056 

（Ｎ

ＴＴ

電話

番号

と同

様） 

092- 

733-

5861 

宗像市 

危機

管理

課 

78-

220-

70 

1-78-

220-

75 

0940- 

36-

5050 

0940- 

36-

1121 

0940- 

37-

1242 

古賀市 
総務

課 

78-

223-

70 

1-78-

223-

75 

092- 

942-

1111(

327) 

092- 

942-

1112 

092- 

942-

3758 

宮若市 
総務

課 

78-

403-

70 

1-78-

403-

75 

0949- 

32-

0511(

229) 

0949- 

32-

0510 

0949- 

32-

9430 

新宮町 

地域

協働

課 

78-

345-

70 

1-78-

345-

75 

092- 

963-

1734 

同左 

092- 

962-

2078 
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３ 用語の定義 

【武力攻撃関連】 

 用語  意義 

 武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃を

いう。 

 武力攻撃事態 武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃

が発生する明白な危険が切迫していると

認められるに至った事態をいう。 

 武力攻撃予測事

態 

武力攻撃事態には至っていないが、事態

が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った

事態をいう。 

 武力攻撃事態等 武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態を

いう。 

 緊急対処事態 武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて

多数の人を殺傷する行為が発生した事態

又は当該行為が発生する明白な危険が切

迫していると認められるに至った事態で、

国家として緊急に対処することが必要な

ものをいう。 

 ＮＢＣ攻撃 武力攻撃のうち、核兵器（Ｎuclear weap

ons）、生物兵器（Ｂiological weapons）又

は化学兵器（Ｃhemical weapons）による攻

撃をいう。 

 武力攻撃災害 武力攻撃により直接又は間接に生ずる人

の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の

放出その他の人的又は物的災害をいう。 

 武力攻撃原子力

災害 

武力攻撃に伴って原子力事業所外（事業

所外運搬の場合にあっては、運搬に使用す

る容器外）へ放出される放射性物質または

放射線による被害をいう。 

【避難、救援関連】 

（新設） 
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 用語  意義 

 要避難地域 住民の避難が必要な地域をいう。 

 避難先地域 住民の避難先となる地域（住民の避難の

経路となる地域を含む。）をいう。 

 緊急物資 避難住民等の救援に必要な物資及び資

材その他国民保護措置の実施に当たって

必要な物資及び資材をいう。 

 避難住民等 避難住民及び武力攻撃災害による被災

者をいう。 

 災害時要援護者 必要な情報の収集や、安全な場所への避

難など災害時の行動についてハンディを抱

えている人々をいい、寝たきり等の高齢者、

障がいのある人（児）、乳幼児などを指す。 

【関係機関、施設関連】 

 用語  意義 

 指定行政機関 次に掲げる機関で、武力攻撃事態等におけ

る我が国の平和と独立並びに国及び国民の安

全の確保に関する法律施行令（平成１５年政

令第２５２号。以下「事態対処法施行令」と

いう。）で定めるものをいう。 

１ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法（平

成１１年法律第８９号）第４９条第１項

及び第２項に規定する機関並びに国家行

政組織法（昭和２３年法律第１２０号）第

３条第２項に規定する機関 

２ 内閣府設置法第３７条及び第５４条並

びに宮内庁法（昭和２２年法律第７０号）

第１６条第１項並びに国家行政組織法第

８条に規定する機関 

３ 内閣府設置法第３９条及び第５５条並

びに宮内庁法第１６条第２項並びに国家

行政組織法第８条の２に規定する機関 
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４ 内閣府設置法第４０条及び第５６条並

びに国家行政組織法第８条の３に規定す

る機関 

 指定地方行政

機関 

指定行政機関の地方支分部局（内閣府設置

法第４３条及び第５７条（宮内庁法第１８条第

１項において準用する場合を含む。）並びに宮

内庁法第１７条第１項並びに国家行政組織法

第９条の地方支分部局をいう。）その他の国

の地方行政機関で、事態対 処法施行令で定め

るものをいう。 

 指定公共機関  独立行政法人（独立行政法人通則法（平成１

１年法律第１０３号）第２条第１項に規定する

独立行政法人をいう。）、日本銀行、日本赤十字

社、日本放送協会その他の公共的機関及び電

気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を

営む法人で、事態対処法 施行令で定めるもの

をいう。 

 指定地方公共

機関 

県の区域において電気、ガス、輸送、通信、

医療その他の公益的事業を営む法人、地方道

路公社（地方道路公社法（昭和４５年法律第

８２号）第１条の地方道路公社をいう。）そ

の他の公共的施設を管理する法人及び地方独

立行政法人（地方独立行政法人法（平成１５

年法律第１１８号）第２条第１項の地方独立

行政法人をいう。）で、あらかじめ当該法人

の意見を聴いて知事が指定するものをいう。 

 緊急消防援助

隊 

消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）

第４５条第１項に規定する緊急消防援助隊を

いう。 

生活関連等施

設 

国民保護法第１０２条第１項に規定する生

活関連等施設（発電所、ガスホルダー等）を

いう。 
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４ 安否情報省令 

 「武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並び

に安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める

省令」 

総務省令第４４号（平成１７年３月２８日） 

最終改正：総務省令第１０２号（令和６年１１月２９日） 

 

 （安否情報の収集方法） 

  略 

 

 （安否情報の報告方法） 

略  

 

 （安否情報の照会方法） 

第３条  

  略 

２ 法第９５条第１項（法第１８３条において準用する場合を含

む。次条において同じ。）の規定により安否情報の照会をする

者は、前項により提出した書面に記載されている氏名及び住所

又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運

転免許証、健康保険の資格確認書、出入国管理及び難民認定法

（昭和２６年政令第３１９号）第１９条の３に規定する在留カ

ード、日本国との平和条約に基づき日本国籍を離脱した者と運

お出入国管理に関する特例法（平成３年法律第７１号）第７条

第１項に規定する特別永住者証明書、行政手続きにおける特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５

年法律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カードその

他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類で

あって当該安否情報を照会する者が本人であることを確認す

るに足りるものを掲示し、又は提出しなければならない。ただ

し、やむを得ない理由により、当該書類を掲示し、若しくは提

出することができない場合又は前項ただし書きの場合にあっ

３ 安否情報省令 

 「武力攻撃事態等における安否情報の報告方法並びに安否情報

の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令」総務省

令第４４号（平成17年3月28日） 

 

  

 

（安否情報の収集方法） 

 略 

 

（安否情報の報告方法） 

 略 

  

（安否情報の照会方法） 

第３条  

  略 

２ 法第９５条第１項（法第１８３条において準用する場合を含

む。次条において同じ。）の規定により安否情報の照会をする

者は、前項により提出した書面に記載されている氏名及び住所

又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運

転免許証、健康保険の被保険証、外国人登録証明書、住民基本

台帳法（昭和４２年法律第８１号）第３０条の４４第１項に規

定する住民基本台帳カードその他法律又はこれに基づく命令

の規定により交付された書類であって当該安否情報を照会す

る者が本人であることを確認するに足りるものを掲示し、又は

提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、

当該書類を掲示し、若しくは提出することができない場合又は

前項ただし書きの場合にあっては、当該安否情報を照会する者

が本人であることを確認するために総務大臣又は地方公共団

体の長が適当と認める方法によることができる。 
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ては、当該安否情報を照会する者が本人であることを確認する

ために総務大臣又は地方公共団体の長が適当と認める方法に

よることができる。 

３ 略 

 

 （安否情報の回答方法） 

  略 

 

 （安否情報の提供） 

第５条 総務大臣は、全ての都道府県知事又は市町村（特別区を

含む。以下同じ。）の長が法第９５条第１項の規定に基づく安

否情報の回答を行うことができるようにするため、法第９４条

第２項の規定により報告を受けた安否情報のうち当該回答に

必要な情報を、都道府県知事及び市町村の長に対し、書面によ

り提供することとする。 

 

  附 則 

 （施行期日） 

第１条 この省令は、平成１７年４月１日から施行する。 

 （総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の

利用に関する法律施行規則の一部改正） 

第２条 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の

技術の利用に関する法律施行規則（平成１５年総務省令第４８

号）の一部を次のように改正する。 

  別表電気通信事業紛争処理委員会令（平成１３年政令第３６

２号）の項の次に次のように加える。 

武力攻撃事態等における国民の保

護のための措置に関する法律施行

令（平成１６年政令第２７５号） 

第２５条第２項 

   

別表独立行政法人情報通信研究機構の業務（通信・放送開発

金融関連業務を除く。）に係る財務及び会計に関する省令（平

 

 

 

３ 略 

  

（安否情報の回答方法） 

 略 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 附 則 

 （施行期日） 

第１条 この省令は、平成１７年４月１日から施行する。 

 （総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の

利用に関する法律施行規則の一部改正） 

第２条 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の

技術の利用に関する法律施行規則（平成１５年総務省令第４８

号）の一部を次のように改正する。 

  別表電気通信事業紛争処理委員会令（平成１３年政令第３６

２号）の項の次に次のように加える。 

武力攻撃事態等における国民の保

護のための措置に関する法律施行

令（平成十六年政令第二百七十五

号） 

第二十五条第二

項 

別表独立行政法人情報通信研究機構の業務（通信・放送開発

金融関連業務を除く。）に係る財務及び会計に関する省令（平
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成十六年総務省令第六十九号）の項の次に次のように加える。 

武力攻撃事態等における安否情報

の報告方法並びに安否情報の照会

及び回答の手続その他の必要な事

項を定める省令（平成１７年総務

省令第４４号） 

第２条及び第３

条 

 

附 則 （平成１８年３月３１日総務省令第５０号） 

（施行期日） 

第１条 この省令は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、

本則に１条を加える改正規定及び附則第２条の別表の改正規

定のうち第５条に係る部分については、平成１９年４月１日か

ら施行する。 

 （総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の

利用に関する法律施行規則の一部改正） 

第２条 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の

技術の利用に関する法律施行規則（平成１５年総務省令第４８

号）の一部を次のように改正する。 

  別表武力攻撃事態等における安否情報の報告方法並びに安

否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省

令（平成１７年総務省令第４４号）の項を次のように改める。 

 

武力攻撃事態等における安否

情報の収集及び報告の方法並

びに安否情報の照会及び回答

の手続その他の必要な事項を

定める省令（平成十七年総務省

令第四十四号） 

第３条、第４条及び

第５条 

 

附 則 （平成２７年９月１６日総務省令第７６号） 抄 

第１条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するた 

めの番号の利用等に関する法律（以下この条及び次条第１項にお 

成十六年総務省令第六十九号）の項の次に次のように加える。 

武力攻撃事態等における安否情報

の報告方法並びに安否情報の照会

及び回答の手続その他必要な事項

を定める省令（平成十七年総務省

令第四十四号） 

第二条及び第三

条 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この省令は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、

本則に一条を加える改正規定及び附則第２条の別表の改正規

定のうち第５条に係る部分については、平成１９年４月１日か

ら施行する。 

（総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の

利用に関する法律施行規則の一部改正） 

第２条 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の

技術の利用に関する法律施行規則（平成１５年総務省令第４８

号）の一部を次のように改正する。 

  別表武力攻撃事態等における安否情報の報告方法並びに安

否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省

令（平成１７年総務省令第４４号）の項を次のように改める。 

 

武力攻撃事態等における安否

情報の収集及び報告の方法並

びに安否情報の照会及び回答

の手続その他の必要な事項を

定める省令（平成十七年総務省

令第四十四号） 

第３条、第４条及び

第５条 

 （新設） 
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いて「番号利用法」という。）附則第１条第４号に掲げる規定の 

施行の日（平成２８年１月１日）から施行する。 

（経過措置） 

第２条 

１ （略） 

２ 次に掲げる省令の規定の適用については、住民基本台帳カー

ド（第５条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則別記様

式第二の様式によるものに限る。）は、番号利用法整備法第２０

条第１項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民

基本台帳法第３０条の４４第９項の規定によりその効力を失う

時までの間は、個人番号カードとみなす。 

１及び２ （略） 

３ 第１１条の規定による改正後の武力攻撃事態等における

安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回

答の手続その他の必要な事項を定める省令第３条第２項 

４及び５ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１、２、４：略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１、２、４：略 
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５ 火災・災害等即報要領 

消防災第２６７号（昭和５９年１０月１５日） 

最終改正：消防応第４４号（令和７年４月２１日） 

 

第１ 総則 

 

 １ 趣旨 

   この要領は、消防組織法（昭和22年法律第226号）第４０条

の規定に基づき消防庁長官が求める消防関係報告のうち、火

災・災害等に関する即報について、その形式及び方法を定め

るものとする。 

 

 ２ 

火災・

災害等

の定義 

   

「火災・災害等」とは、火災・災害及びその他の事故をいう。 

   なお、本要領における用語の定義については、本要領に特

別の定めのない限り、「火災報告取扱要領（平成6年4月21日

付消防災第100号）」、「災害報告取扱要領（昭和45年4月10

日付消防防第246号）」、「救急事故等報告要領（平成6年10

月17日付け消防救第158号）」の定めるところによる。 

 

 ３ 報告手続 

  (1) 「第２ 即報基準」に該当する火災又は事故（(1)にお

いて「火災等」という。）が発生した場合には、当該火

災等が発生した地域の属する市町村（当該市町村が消防

の事務を処理する一部事務組合又は広域連合の構成市

町村である場合は、当該一部事務組合又は広域連合をい

う。以下第１から第３までにおいて同じ。）は、火災等

に関する即報を都道府県を通じて行うものとする。 

（参考） 

消防組織法第４０条 

 消防庁長官は、都道府県及び市町村に対し、消防庁

長官の定める形式及び方法により消防統計及び消防情

報に関する報告をすることを求めることができる。  

４ 火災・災害等即報要領 

 

 

 

第１ 総則 

 

１ 趣旨 

   この要領は、消防組織法（昭和22年法律第226号）第２２条

の規定に基づき消防庁長官が求める消防関係報告のうち、火

災・災害等に関する即報について、その形式及び方法を定め

るものとする。 

（参考） 

消防組織法第２２条 

 消防庁長官は、都道府県及び市町村に対し、消防庁

長官の定める形式及び方法により消防統計及び消防

情報に関する報告をすることを求めることができる。  

 

２ 火災・災害等の定義 

   「火災・災害等」とは、火災・災害及びその他の事故をい

う。 

   なお、本要領における用語の定義については、本要領に特

別の定めのない限り、「火災報告取扱要領（平成6年4月21日

付消防災第100号）」、「災害報告取扱要領（昭和45年4月10

日付消防防第246号）」、「救急事故等報告要領（昭和57年12

月28日付消防救第53号）」の定めるところによる。 

 

 

３ 報告手続 

  (1) 「第２ 即報基準」に該当する火災又は事故（(1)にお

いて「火災等」という。）が発生した場合には、当該火

災等が発生した地域の属する市町村（該当市町村が消防

の事務を処理する一部事務組合又は広域連合の構成市
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     ただし、２以上の市町村にまたがって火災等が発生し

た場合又は火災等が発生した地域の属する市町村と当

該火災等について主として応急措置（火災の防御、救急

業務、救助活動、事故の処理等）を行った市町村が異な

る場合には、当該火災等について主として応急措置を行

った市町村又はこれらの火災等があったことについて

報告を受けた市町村が都道府県を通じて行うものとす

る。 

 

  (2) 「第２ 即報基準」に該当する災害が発生した場合（災

害が発生するおそれが著しく大きい場合を含む。以下同

じ）には、当該災害が発生し、又はその恐れがある地域

の属する市町村は、災害に関する即報について都道府県

に報告するものとする。 

 

  (3) 「第２ 即報基準」に該当する火災・災害等が発生した

場合には、都道府県は、市町村からの報告及び自ら収集

した情報等を整理して、火災・災害等に関する即報につ

いて消防庁に報告を行うものとする。 

 

  (4) 「第３ 直接即報基準」に該当する火災・災害等が発生

した場合には、市町村は、第１報を都道府県に加え、消

防庁に対しても報告するものとする。この場合におい

て、消防庁長官から要請があった場合については、市町

村は第１報後の報告を引き続き行うものとする。 

 

 

  (5) 市町村は、報告すべき火災・災害等を覚知したときは、

迅速性を最優先として可能な限り早く（原則として、覚

知後３０分以内）、分かる範囲で、その第１報を報告す

るものとし、以後、各即報様式に定める事項について、

町村である場合は、当該一部事務組合又は広域連合をい

う。(1)及び(5)において同じ。）は、火災等に関する即

報を都道府県を通じて行うものとする。 

     ただし、２以上の市町村にまたがって火災等が発生し

た場合又は火災等が発生した地域の属する市町村と当

該火災等について主として応急措置（火災の防御、救急

業務、救助活動、事故の処理等）を行った市町村が異な

る場合には、当該火災等について主として応急措置を行

った市町村又はこれらの火災等があったことについて

報告を受けた市町村が都道府県を通じて行うものとす

る。 

  

(2) 「第２ 即報基準」に該当する災害が発生した場合に 

は、当該災害が発生した地域の属する市町村は、災害に

関する即報を都道府県に報告するものとする。 

   

 

 

(3) 「第２ 即報基準」に該当する火災・災害等が発生した

場合には、都道府県は、市町村からの報告及び自ら収集

した情報等を整理して、火災・災害等に関する即報を消

防庁に報告を行うものとする。 

 

  (4) 「第３ 直接即報基準」に該当する火災・災害等が発生

した場合には、市町村は、第一報を都道府県に加え、消

防庁に対しても、報告するものとする。この場合におい

て、消防庁長官から要請があった場合については、市町

村は第一報後の報告についても、引き続き消防庁に対し

ても行うものとする。 

 

  (5) 市町村は、報告すべき火災・災害等を覚知したとき、原

則として、覚知後３０分以内で可能な限り早く、分かる
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判明したもののうちから逐次報告するものとする。都道

府県は、市町村からの報告を入手後速やかに消防庁に対

して報告を行うとともに、市町村からの報告を待たずし

て情報を入手したときには、直ちに消防庁に対して報告

を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 報告方法及び様式 

   火災・災害等の即報に当たっては、原則として(1)の区分に

応じた様式により、電子メールで報告するものとする。 

ただし、電子メールが使用不能になるほど当該方法による

報告ができない場合には、迅速性を最優先とし、電話等通信

可能な方法による報告に代えることができるものとする。 

   また、第１報後の報告については、各様式で報告が求めら

れている項目が記載された既存資料（地方公共団体が独自に

作成した資料や災害対策本部会議で使用された資料など）に

よる報告に代えることができるものとする。 

なお、画像情報を送信することができる地方公共団体は(2)

により被害状況等の画像情報の送信を行うものとする。 

範囲で、その第一報を報告するものとし、以後、各即報

様式に定める事項について、判明したもののうちから逐

次報告するものとする。都道府県は、市町村からの報告

を入手後速やかに消防庁に対して報告を行うとともに、

市町村からの報告を待たずして情報を入手したときに

は、直ちに消防庁に対して報告を行うものとする。 

 

 
 

 

 

４ 報告方法及び様式 

   火災・災害等の即報に当たっては、(1)の区分に応じた様式

に記載し、ファクシミリ等により報告するものとする。また、

画像情報を送信することができる地方公共団体は(2)により

被害状況等の画像情報の送信を行うものとする。 

   ただし、消防機関等への通報が殺到した場合等において、

迅速性を確保するため、様式によることができない場合に

は、この限りではない。また、電話による報告も認められる

ものとする。 
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 (1) 様式 

   ア 火災等即報・・・・・第１号様式及び第２号様式 

      火災及び特定の事故（火災の発生を伴うものを含

む。）を対象とする。 

      特定の事故とは、石油コンビナート等特別防災区域

内の事故、危険物等に係る事故、原子力災害及び可燃

性ガス等の爆発、漏えい等の事故とする。 

      なお、火災（爆発を除く。）については、第１号様

式、特定の事故については、第２号様式により報告す

ること。 

   イ 救急・救助事故等即報・・・・・第３号様式 

      救急事故及び救助事故並びに武力攻撃災害及び緊

急対処事態における災害を対象とする。なお、火災等

即報を行うべき火災及び特定の事故に起因して生じ

た救急事故等については、第３号様式による報告を省

略することができる。ただし、消防庁長官から特に認

められたものについては、この限りではない。 

   ウ 災害即報・・・・・第４号様式 

      災害を対象とする。なお、災害に起因して生じた火

災又は事故については、ア 火災等即報、イ 救急・

救助事故等即報を省略することができる。ただし、消

防庁長官から特に求められたものについては、この限

りではない。 

  (2) 画像情報の送信 

    地域衛星通信ネットワーク等を活用して画像情報を送

信することができる地方公共団体（応援団体を含む。）は、

原則として次の基準に該当する火災・災害等が発生したと

きは、高所監視カメラ、ヘリコプターテレビ電送システム、

衛星車載局等を用いて速やかに被害状況等の画像情報を

送信するものとする。 

 

 

 

 

  (1) 様式 

   ア 火災等即報・・・・・第１号様式及び第２号様式 

      火災及び特定の事故（火災の発生を伴うものを含

む。）を対象とする。 

      特定の事故とは、石油コンビナート等特別防災区域

内の事故、危険物等に係る事故、原子力災害及び可燃

性ガス等の爆発、漏えい等の事故とする。 

      なお、火災（爆発を除く。）については、第１号様

式、特定の事故については、第２号様式により報告す

ること。 

   イ 救急・救助事故等即報・・・・・第３号様式 

      救急事故及び救助事故並びに武力攻撃災害及び緊

急対処事態を対象とする。 

     なお、火災等即報を行うべき火災及び特定の事故につ

いては省略することができる。ただし、消防庁長官か

ら特に認められたものについては、この限りではな

い。 

   ウ 災害即報・・・・・第４号様式 

      災害を対象とする。なお、災害に起因して生じた火

災又は事故については、ア火災等即報、イ救急・救助

事故等即報を省略することができる。ただし、消防庁

長官から特に求められたものについては、この限りで

はない。 

  (2) 画像情報の送信 

    地域衛星通信ネットワーク等を活用して画像情報を送

信することができる地方公共団体（応援団体を含む。）は、

原則として次の基準に該当する火災・災害等が発生したと

きは、高所監視カメラ、ヘリコプターテレビ電送システム、
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   ア 「第３ 直接即報基準」に該当する火災・災害等 

   イ 被災地方公共団体の対応のみでは十分な対策を講じ

ることが困難な火災・災害   等 

   ウ 報道機関に取り上げられる等社会的影響が高い火災・

災害等 

（テレビのニュース速報のテロップ又はテレビ・新聞

等のマスコミの全国版のニュースにて報道されてい

る火災・災害等をいう。以下同じ。） 

   エ 上記に定める火災・災害等に発展するおそれがあるも        

の 

 

 ５ 報告に際しての留意事項 

  (1) 都道府県又は市町村は「第２ 即報基準」及び「第３ 

直接即報基準」に該当する火災・災害等か判断に迷う場

合には、できる限り広く報告するものとする。 

  (2) 都道府県又は市町村は、自らの対応力のみでは十分な

災害対策を講じることが困難な火災・災害等が発生した

ときは、速やかにその規模を把握するための概括的な情

報の収集に特に配慮し、迅速な報告に努めるものとす

る。 

また、都道府県は、通信手段の途絶等が発生し、区域

内の市町村が報告を行うことが十分にできないと判断す

る場合等にあっては、調査のための職員派遣、ヘリコプ

ター等の機材や各種通信手段の効果的活用等、あらゆる

手段を尽くして、被害情報等の把握に努めるものとする。 

  (3) 各都道府県は、被害状況等の把握に当たって、当該都道

府県の警察本部等関係機関と密接な連絡を保つものと

する。 

  (4) 市町村が都道府県に報告できない場合には、一時的に

報告先を消防庁に変更するものとする。この場合におい

て、都道府県と連絡がとれるようになった後は、都道府

県に報告するものとする。 

衛星車載局等を用いて速やかに被害状況等の画像情報を

送信するものとする。 

ア 「第３ 直接即報基準」に該当する火災・災害等 

   イ 被災地方公共団体の対応のみでは十分な対策を講じ

ることが困難な火災・災害   等 

   ウ 報道機関に取り上げられる等社会的影響が高い火災・

災害等 

 

 

 

   エ 上記に定める火災・災害等に発展するおそれがあるも 

の 

 

５ 報告に際しての留意事項 

  (1) 「第２ 即報基準」及び「第３ 直接即報基準」に該当

する火災・災害等か判断に迷う場合には、できる限り広

く報告するものとする。 

  (2) 市町村又は都道府県は、自らの対応力のみでは十分な

災害対策を講じることが困難な火災・災害等が発生した

ときは、速やかにその規模を把握するための概括的な情

報の収集に特に配慮し、迅速な報告に努めるものとす

る。 

 

 

 

 

 

  (3) 各都道府県は、被害状況等の把握に当たって、当該都道

府県の警察本部等と密接な連絡を保つものとする。 

  (4) 市町村が都道府県に報告できない場合にあっては、一

時的に報告先を消防庁に変更するものとする。この場合

において、都道府県と連絡がとれるようになった後は、
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  (5) (1)から(4)までにかかわらず、災害等により、消防機関

への通報が殺到した場合には、市町村はその状況を直ち

に消防庁及び都道府県に対し報告するものとする。 

 

第２ 即報基準 

   火災・災害等即報を報告すべき火災・災害等は次のとおり

とする。 

  

 １ 火災等即報 

  (1) 一般基準 

    火災等即報については、次のような人的被害を生じた火

災及び事故（該当するおそれがある場合を含む。）につい

て報告すること。 

   1) 死者が３人以上生じたもの 

   2) 死者及び負傷者の合計が１０人以上生じたもの 

  (2) 個別基準 

    次の火災及び事故については(1)の一般基準に該当しな

いものにあっても、それぞれ各項に定める個別基準に該当

するもの（該当するおそれがある場合を含む。）について

報告すること。 

   ア 火災 

    (ア） 建物火災 

     a  特定防火対象物で死者の発生した火災 

     b  高層建築物の１１階以上の階、地下街又は準地下

街において発生した火災で利用者等が避難したも

の 

     c  大使館・領事館、国指定重要文化財の火災 

 

     d   特定違反対象物の火災 

e  建物焼損延べ面積３，０００平方メートル以上と

推定される火災 

     f  他の建築物への炎症が１０棟以上又は気象状況

都道府県に報告するものとする。 

    

(5) (1)から(4)までにかかわらず、地震等により、消防 

機関への通報が殺到した場合、その状況を市町村は直

ちに消防庁及び都道府県に対し報告するものとする。 

 

第２ 即報基準 

   火災・災害等即報を報告すべき火災・災害等は次のとおり

とする。 

  

 １ 火災等即報 

  (1) 一般基準 

    火災等即報については、次のような人的被害を生じた火

災及び事故（該当するおそれがある場合を含む。）につい

て報告すること。 

   1) 死者が３人以上生じたもの 

   2) 死者及び負傷者の合計が１０人以上生じたもの 

  (2) 個別基準 

    次の火災及び事故については(1)の一般基準に該当しな

いものにあっても、それぞれ各項に定める個別基準に該当

するもの（該当するおそれがある場合を含む。）について

報告すること。 

   ア 火災 

    ア） 建物火災 

     1) 特定防火対象物で死者の発生した火災 

     2) 高層建築物の１１階以上の階、地下街又は準地下

街において発生した火災で利用者等が避難したも

の 

     3) 大使館・領事館、国指定重要文化財又は特定違反

対象物の火災 

     （新設） 

     4) 建物焼損延べ面積３，０００平方メートル以上と
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等から勘案して概ね１０棟以上になる見込みの火

災 

g  損害額１億円以上と推定される火災 

 

    (イ） 林野火災 

     a  焼損面積１０ヘクタール以上と推定されるもの 

     b  空中消火を要請又は実施したもの 

     c  住宅等へ延焼するおそれが高いもの 

 

 

(ウ） 交通機関の火災 

     a  航空機火災 

     b  タンカー火災 

c  船舶火災であって社会的影響度が高いもの 

     d  トンネル内車両火災 

     e  列車火災 

 

    （エ） その他 

       以上に掲げるもののほか、特殊な原因による火

災、特殊な態様の火災等        

（例示） 

       ・消火活動を著しく妨げる毒性ガスの放出を伴う

火災 

 

 

 

   イ 石油コンビナート等特別防災区域内の事故 

   （ア） 危険物施設、高圧ガス施設等の火災又は爆発事故 

      （例示） 

       ・危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物、

火薬等（以下「危険物等という。）を貯蔵し、

又は取り扱う施設及び危険物等の運搬に係る

推定される火災 

     （新設） 

 

 

5) 損害額１億円以上と推定される火災 

 

    イ） 林野火災 

     1) 焼損面積１０ヘクタール以上と推定されるもの 

     2) 空中消火を要請したもの 

3) 住宅等へ延焼するおそれがある等社会的に影響

度が高いもの 

 

    ウ） 交通機関の火災 

       船舶、航空機、列車、自動車の火災で、次にあげ

るもの 

     1) 航空機火災 

     2) タンカー火災の他社会的影響度が高い船舶火災 

     3) トンネル内車両火災 

     4) 列車火災 

     

エ） その他 

       以上に掲げるもののほか、特殊な原因による火

災、特殊な態様の火災等消防上特に参考となるもの 

       （例示） 

        ・消火活動を著しく妨げる毒性ガスの放出を伴

う火災 

 

 

   

1) 危険物施設、高圧ガス施設等の火災又は爆発事故 

       （例示） 

        ・危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物
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事故で、次に掲げるもの（イの石油コンビナー

ト等特別防災区域内の事故を除く） 

 

（イ） 危険物、高圧ガス、毒性ガス等の漏えいで応急措

置を必要とするもの 

（ウ） 特定事業所内の火災（ (ア）以外のもの） 

 

   ウ 危険物等に係る事故 

     危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物、火薬等

（以下「危険物等」という。）を貯蔵し又は取り扱う施

設及び危険物等の運搬に係る事故で、次に掲げるもの

（イの石油コンビナート等特別防災区域内の事故を除

く。） 

    (ア) 死者（交通事故によるものを除く。）又は行方不明

者が発生したもの 

    (イ) 負傷者が５名以上発生したもの 

(ウ) 周辺地域の住民等が避難行動を起こしたもの又は

爆発により周辺の建物等に被害を及ぼしたもの 

(エ) ５００キロリットル以上のタンクの火災、爆発又

は漏えい事故 

    (オ) 海上、河川への危険物等流出事故 

(カ) 高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴

う、火災・危険物等の漏えい事故 

 

 

   エ 原子力災害等 

   （ア）原子力施設において、爆発又は火災の発生したもの

及び放射性物質又は放射線の漏えいがあったもの 

    

（イ）放射性物質を輸送する車両において、火災の発生し 

たもの及び核燃料物質等の運搬中に事故が発生し

た旨、原子力事業者等から消防機関に通報があった

等を貯蔵し、又は取り扱う施設の火災又は爆

発事故 

 

 

 

2) 危険物、高圧ガス、毒性ガス等の漏えいで応急措

置を必要とするもの 

3) 特定事業所内の火災（ 1）以外のもの） 

 

   ウ 危険物等に係る事故 

     危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物、火薬等

（以下「危険物等」という。）を貯蔵し又は取り扱う施

設及び危険物等の運搬に係る事故で、次に掲げるもの

（イの石油コンビナート等特別防災区域内の事故を除

く。） 

     1) 死者（交通事故によるものを除く。）又は行方不

明者が発生したもの 

     2) 負傷者が５名以上発生したもの 

     3) 周辺地域の住民等が避難行動を起こしたもの又

は爆発により周辺の建物等に被害を及ぼしたもの 

     4) ５００キロリットル以上のタンクの火災、爆発又

は漏えい事故 

     5) 海上、河川への危険物等流出事故 

6) 高速道路上等におけるタンクローリーの事故に 

伴う、火災・危険物等の漏えい事故 

 

 

   エ 原子力災害等 

     1) 原子力施設において、爆発又は火災の発生したも

の及び放射性物質又は放射線の漏えいがあったも

の 

     2) 放射性物質を輸送する車両において、火災の発生
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もの 

   （ウ）原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号）

第１０条の規定により、原子力事業者から基準以上

の放射線が検出される等の事象の通報が市町村長

にあったもの 

    (エ) 放射性同位元素等取扱事業所に係る火災であって、

放射性同位元素又は放射線の漏えいがあったもの 

    

オ その他特定の事故 

     可燃性ガス等の爆発、漏えい等の事故であって、社会

的に影響度が高いと認められるもの 

 

カ 消防職員及び消防団員の消火活動等に伴う重大事故 

 

 

(3) 社会的影響基準 

     (1)一般基準、(2)個別基準に該当しない火災・事故で

あっても、報道機関に取り上げられる等社会的影響度が

高いと認められる場合には報告すること。 

 

 ２ 救急・救助事故即報 

   救急・救助事故即報については、次の基準に該当する事故

（該当するおそれがある場合を含む。）について報告するこ   

と。 

  (1) 死者５人以上の救急事故 

  (2) 死者及び負傷者の合計が１５人以上の救急事故 

  (3) 要救助者が５人以上の救助事故 

  (4) 覚知から救助完了までの所要時間が５時間以上を要し

た救助事故 

  (5) 消防防災ヘリコプター、消防用自動車等に係る重大事

故 

(6) 消防職員及び消防団員の救急・救助活動に伴う重大事 

したもの及び核燃料物質等の運搬中に事故が発生

した旨、原子力事業者等から消防機関に通報があっ

たもの 

     3) 原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156

号）第１０条の規定により、原子力事業者から基準

以上の放射線が検出される等の事象の通報が市町

村長にあったもの 

     4) 放射性同位元素等取扱事業所に係る火災であっ

て、放射性同位元素又は放射線の漏えいがあったも

の 

   オ その他特定の事故 

     可燃性ガス等の爆発、漏えい等の事故であって、社会

的に影響度が高いと認められるもの 

 

   （新設） 

 

 

   (3) 社会的影響基準 

     (1)一般基準、(2)個別基準に該当しない火災・事故で

あっても、報道機関に取り上げられる等社会的影響度が

高いと認められる場合には報告すること。 

 

２ 救急・救助事故即報 

救急・救助事故即報については、次の基準に該当する事故

（該当するおそれがある場合を含む。）について報告するこ  

と。 

   1) 死者５人以上の救急事故 

   2) 死者及び負傷者の合計が１５人以上の救急事故 

   3) 要救助者が５人以上の救助事故 

   4) 覚知から救助完了までの所要時間が５時間以上を要

した救助事故 

  （新設） 
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故 

(7) 自衛隊の災害派遣を要請したもの 

(8) 上記(1)から(7)に該当しない救急・救助事故であって

も、報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響度が

高い救急・救助事故（社会的影響度が高いことが判明し

た時点での報告を含む。） 

    （例示） 

     ・ 列車、航空機、船舶に係る救急・救助事故 

     ・ バスの転落による救急・救助事故 

     ・ ハイジャックによる救急・救助事故 

・ 不特定又は多数の者が利用する建築物及び遊戯施

設における設備等において発生した救急・救助事故 

・ 全国的に流通している食品の摂取又は製品の利用

による事故で、他の地域において同様の事案が発生

する可能性があり、消費者安全の観点から把握され

るべき救急・救助事故 

 

 ３ 武力攻撃災害即報 

   武力攻撃事態等については、次の災害による火災・災害等

（該当するおそれがある場合を含む。）について報告をする

こと。 

    (1) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に

関する法律（平成16年法律第112号。以下「国民保護法」

という）第２条第４項に規定する災害、すなわち、武力

攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火

事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的被害 

   

 (2) 国民保護法第172条第1項に規定する緊急対処事態に

おける災害、すなわち、武力攻撃の手段に準ずる攻撃に

より直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆

発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害 

 

 

  （新設） 

 

  （新設） 

 5) その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が

高い救急・救助事故 

 

 

    （例示） 

     ・列車、航空機、船舶に係る救急・救助事故 

     ・バスの転落による救急・救助事故 

     ・ハイジャック及びテロ等による救急・救助事故 

   （新設） 

 

   （新設） 

 

 

 

 

 ３ 武力攻撃災害即報 

   次の災害等（該当するおそれがある場合を含む。）につい

ても、上記２と同様式を用いて報告すること。 

 

   1) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に

関する法律（平成16年法律第112号）第２条第４項に規定

する災害、すなわち、武力攻撃により直接又は間接に生

ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出

その他の人的又は物的被害 

 

   2) 武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国

及び国民の安全の確保に関する法律（平成15年法律第79

号）第２５条第１項に規定する緊急対処事態、すなわち、
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 ４ 災害即報 

   災害即報については、次の基準に該当するもの（該当する

おそれがある場合を含む。）について報告すること。 

  (1) 一般基準 

   ア 災害救助法の適用基準に合致するもの 

   イ 都道府県又は市町村が災害対策本部を設置したもの 

   ウ 災害が２都道府県に以上にまたがるもので同一の都

道府県における被害は軽微であっても、全国的に見た場

合に同一災害で大きな被害を生じているもの 

エ 気象業務法第13条の２に規定する大雨、津波、火山噴火

等に係る特別警報が発表されたもの 

オ 自衛隊に災害派遣を要請したもの 

   

(2) 個別基準 

次の災害については(1)の一般基準に該当していないも

のにあっても、それぞれ各項に定める個別基準に該当する

もの（該当するおそれがある場合を含む）について報告する

こと。 

   ア 地震 

（ア）当該都道府県又は市町村の区域内で震度５弱を記録

したもの 

（イ）人的被害又は住家被害を生じたもの 

 

   イ 津波 

   （ア）津波警報又は津波注意報が発表されたもの 

（イ）人的被害又は住家被害を生じたもの 

 

 

   ウ 風水害 

   （ア）崖崩れ、地すべり、土石流等により、人的被害又は住

武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷す

る行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危

険が切迫していると認められるに至った事態 

 

 ４ 災害即報 

   災害即報については、次の基準に該当するもの（該当する

おそれがある場合を含む。）について報告すること。 

  (1) 一般基準 

   1) 災害救助法の適用基準に合致するもの 

   2) 都道府県又は市町村が災害対策本部を設置したもの 

   3) 災害が２都道府県に以上にまたがるもので１の都道

府県における被害は軽微であっても、全国的に見た場合

に同一災害で大きな被害を生じているもの 

  （新設） 

   

  （新設） 

 

  (2) 個別基準 

 

 

 

 

   ア 地震 

     地震が発生し、当該都道府県又は市町村の区域内で震

度４以上を記録したもの 

 

 

   イ 津波 

     津波により、人的被害又は住家被害を生じたもの 
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家被害を生じたもの 

   （イ）洪水、浸水、河川の溢水、堤防の決壊又は高潮等によ

り、人的被害又は住家被害を生じたもの 

（ウ）強風、竜巻などの突風等により、人的被害又は住家被

害を生じたもの 

 

   エ 雪害 

   （ア）積雪、雪崩等により、人的被害又は住家被害を生じ

たもの 

   （イ）積雪、道路の凍結、雪崩等により、孤立集落を生じ

たもの 

 

   オ 火山災害 

   （ア）噴火警報（火口周辺）が発表されたもの 

   （イ）火山の噴火により、人的被害又は住家被害を生じた

もの 

  

 

 (3) 社会的影響基準 

    (1)一般基準、(2)個別基準に該当しない災害であって

も、報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いと認

められる場合には報告すること。 

 

 

 

 

第３ 直接即報基準 

   市町村は、特に迅速に消防庁に報告すべき次の基準に該当

する火災・災害等（該当するおそれがある場合を含む。）に

ついては、直接消防庁に報告するものとする。 

 

 １ 火災等即報 

   ウ 風水害 

    1) 崖崩れ、地すべり、土石流等により、人的被害又は

住家被害を生じたもの 

    2) 河川の溢水、破堤又は高潮等により、人的被害又は

住家被害を生じたもの 

    （新設） 

 

 

   エ 雪害 

    1) 雪崩等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

    2) 道路の凍結又は雪崩等により、孤立集落を生じたも

の 

   

 

オ 火山災害 

    1) 臨時火山情報が発表され、登山規制又は通行規制等

を行ったもの 

    2) 火山の噴火により、人的被害又は住家被害を生じた

もの 

 

  (3) 社会的影響基準 

    (1)一般基準、(2)個別基準に該当しない災害であって

も、報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いと認

められる場合には報告すること。 

 

 

 

 

第３ 直接即報基準 

   市町村は、特に迅速に消防庁に報告すべき次の基準に該当

する火災・災害等（該当するおそれがある場合を含む。）に

ついては、直接消防庁に報告するものとする。 
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   (1) 交通機関の火災 

     第２の１の(2)の１アの(ウ）に同じ。 

   (2) 石油コンビナート等特別防災区域内の事故 

     第２の１の(2)のイ(ア)、(イ)に同じ。 

   (3) 危険物等に係る事故（(2)の石油コンビナート等特別

防災区域内の事故を除く。） 

    ア 第２の１の(2)のウ1)、2)に同じ。 

    イ 危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設の火災・爆発事

故で、当該工場等の施設内又は周辺で、５００平方メ

ートル程度以上の区域の影響を与えたもの 

    ウ 危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設からの危険物

等の漏えい事故で、次に該当するもの。 

     (ア) 海上、河川へ危険物等が流出し、防除・回収等

の活動を要するもの 

     (イ） ５００キロリットル以上のタンクからの危険物

等の漏えい等 

    エ 市街地又は高速道路上等におけるタンクローリー

の事故に伴う漏えいで、付近住民の避難、道路の全面

通行禁止等の措置を要するもの 

 

    オ 市街地又は高速道路上において発生したタンクロ

ーリーの火災 

(4) 原子力災害等 

     第２の１の(2)のエに同じ。 

(5) ホテル、病院、映画館、百貨店において発生した火災 

(6) 爆発、異臭等の事故であって、報道機関に大きく取り

上げられる等社会的影響度が高いもの（武力攻撃事態等

又は緊急対処事態への発展の可能性があるものを含む） 

 

 

 

２ 救急・救助事故即報 

 

 １ 火災等即報 

   ア 交通機関の火災 

     第２の１の(2)の１アのウ）に同じ。 

   イ 石油コンビナート等特別防災区域内の事故 

     第２の１の(2)のイ1)、2)に同じ。 

   ウ 危険物等に係る事故（イの石油コンビナート等特別防

災区域内の事故を除く。） 

    1) 第２の１の(2)のウ1)、2)に同じ。 

    2) 危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設の火災・爆発事

故で、当該工場等の施設内又は周辺で、５００平方メ

ートル程度以上の区域の影響を与えたもの 

    3) 危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設からの危険物

等の漏えい事故で、次に該当するもの。 

     ① 海上、河川へ危険物等が流出し、防除・回収等の

活動を要するもの 

     ② ５００キロリットル以上のタンクからの危険物

等の漏えい等 

    4) 市街地又は高速道路上等におけるタンクローリー

の事故に伴う漏えいで、付近住民の避難、道路の全面

通行禁止等の措置を要するもの 

 

    5) 市街地又は高速道路上において発生したタンクロ

ーリーの火災 

   エ 原子力災害等 

     第２の１の(2)のエに同じ。 

   （新設） 

   （新設） 
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   死者及び負傷者の合計が１５人以上発生した救急・救助事

故で次に掲げるもの 

  (1) 列車、航空機、船舶の衝突、転覆等による救急・救助事

故 

  (2) バスの転落等による救急・救助事故 

  (3) ハイジャックによる救急・救助事故 

  (4) 映画館、百貨店、駅構内等不特定多数の者が集まる場所

における救急・救助事故 

  (5) その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高

いもの 

 

 ３ 武力攻撃災害即報 

   第２の３の(1)、(2)に同じ。 

 

 ４ 災害即報 

(1) 地震が発生し、当該市町村の区域内で震度５強以上を記

録したもの（被害の有無を問わない。） 

(2) 第２の４の(2)のイからオまでのうち、死者又は行方不明

者が生じたもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 記入要領 

 第１号、第２号、第３号及び第４号様式の記入要領は、次に定

 

 ２ 救急・救助事故即報 

   死者及び負傷者の合計が１５人以上発生した救急・救助事

故で次に掲げるもの 

  1) 列車、航空機、船舶の衝突、転覆等による救急・救助事

故 

  2) バスの転落等による救急・救助事故 

  3) ハイジャック及びテロ等による救急・救助事故 

  4) 映画館、百貨店、駅構内等不特定多数の者が集まる場所

における救急・救助事故 

  5) その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高

いもの 

 

 ３ 武力攻撃災害即報 

   第２の３の1)、2)に同じ。 

 

 ４ 災害即報 

   地震が発生し、当該市町村の区域内で震度５強以上を記録

したもの（被害の有無を問わない。） 

   （新設） 
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めるもののほか、それぞれの報告要領（「火災報告取扱要領」、

「災害報告取扱要領」、「救急事故等報告要領」）の定めるとこ

ろによる。 

 

 ＜火災等即報＞ 

 １ 第１号様式（火災） 

  (1) 火災種別 

     「火災種別」の欄中、該当するものの記号を○で囲むこ

と。 

 

  (2) 消防活動状況 

     当該火災の発生した地域の消防機関の活動状況のほ

か、他の消防機関への応援要請及び消防機関による応援活

動の状況についても記入すること。 

  (3) 救急・救助活動状況 

     報告時現在の救助活動の状況、救助人員の有無、傷病者

の搬送状況等について記入すること（消防機関等による応

援活動の状況を含む。）。 

  (4) 災害対策本部等の設置状況 

    当該火災に対して、都道府県又は市町村が災害対策本

部、現地災害対策本部、事故対策本部等を設置した場合に

は、その設置及び解散の日時を記入すること。 

  (5) その他参考事項 

    次の火災の場合には、「その他参考事項」欄に、各項に

掲げる事項を併せ記入すること。 

 

     ア 死者３人以上生じた火災 

    (ア） 死者を生じた建物等（建物、車両、船舶等をいう。

アにおいて同じ。）の概  要 

       a 建物等の用途、構造及び周囲の状況 

       b 建物等の消火設備、警報設備、避難設備、防火管

理者の有無及びその管理状況並びに予防査察の

第４ 記入要領 

 第１号、第２号、第３号及び第４号様式の記入要領は、次に定

めるもののほか、それぞれの報告要領（「火災報告取扱要領」、

「災害報告取扱要領」、「救急事故等報告要領」）の定めるとこ

ろによる。 

 

 ＜火災等即報＞ 

 １ 第１号様式（火災） 

  (1) 火災種別 

    火災の種別は、「建物火災」「林野火災」「車両火災」

「船舶火災」「航空機火災」及び「その他の火災」とし、

欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。 

  (2) 消防活動状況 

    当該火災の発生した地域の消防機関の活動状況のほか、

他の消防機関への応援要請及び消防機関による応援活動

の状況についても記入すること。 

  (3) 救急・救助活動状況 

    報告時現在の救助活動の状況、救助人員の有無、傷病者

の搬送状況等について記入すること（消防機関等による応

援活動の状況を含む。）。 

  (4) 災害対策本部等の設置状況 

    当該火災に対して、都道府県又は市町村が災害対策本

部、現地災害対策本部、事故対策本部等を設置した場合に

は、その設置及び解散の日時を記入すること。 

  (5) その他参考事項 

    次の火災の場合には、「その他参考事項」欄に、各項に

掲げる事項を併せ記入すること。 

 

   1) 死者３人以上生じた火災 

    ア 死者を生じた建物等（建物、車両、船舶等をいう。

アにおいて同じ。）の概  要 

     ア） 建物等の用途、構造及び環境 
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経過 

   （イ） 火災の状況 

       a 発見及び通報の状況 

       b 避難の状況 

   イ 建物火災で個別基準の5)又は6)に該当する火災 

   （ア） 発見及び通報の状況 

   （イ） 延焼拡大の理由 

      a 消防事情  

b 都市構成 

c 気象条件 

d その他 

    (ウ） 焼損地域名及び主な焼損建物の名称 

    (エ） り災者の避難保護の状況 

    (オ） 都道府県及び市町村の応急対策の状況（他の地方

公共団体の応援活動を含む。） 

   3) 林野火災 

   （ア） 火災概況（火勢、延焼の状況、住家への影響、避

難の状況等） 

       ※必要に応じて図面を添付する。 

   （イ） 林野の植生 

   （ウ） 自衛隊の派遣要請、出動状況 

   （エ） 空中消火の実施状況（出動要請日時、消火活動日

時、機種（所属）、機数等） 

   4) 交通機関の火災 

   （ア） 車両、船舶、航空機等の概要 

   （イ） 焼損状況、焼損程度 

     イ） 建物等の消火設備、警報設備、避難設備、防火

管理者の有無及びその管理状況並びに予防査察

の経過 

    イ 火災の状況 

     ア） 発見及び通報の状況 

     イ） 避難の状況 

   2) 建物火災で個別基準の5)又は6)に該当する火災 

    ア） 発見及び通報の状況 

    イ） 延焼拡大の理由 

      ア 消防事情 

 イ 都市構成  

ウ 気象条件 

エ その他 

    ウ） 焼損地域名及び主な焼損建物の名称 

    エ） り災者の避難保護の状況 

    オ） 都道府県及び市町村の応急対策の状況（他の地方

公共団体の応援活動を含む。） 

   3) 林野火災 

    ア） 火災概況（火勢、延焼の状況、住家への影響、避

難の状況等） 

       ※必要に応じて図面を添付する。 

    イ） 林野の植生 

    ウ） 自衛隊の派遣要請、出動状況 

    エ） 空中消火の実施状況（出動要請日時、消火活動日

時、機種（所属）、機数等） 

   4) 交通機関の火災 

    ア） 車両、船舶、航空機等の概要 

    イ） 焼損状況、焼損程度 
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各様式については文末に記載。 

（項目変更） 
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２ 第２号様式（特定の事故） 

  (1) 事故名（表頭）及び事故種別 

    特定の事故のうち、「事故名」及び｢事故種別｣の欄中、

該当するものの記号を○で囲むこと。 

  (2) 事業所名 

    「事業所名」は、「○○（株）○○工場」のように、事

業所の名称のすべてを記入すること。 

  (3) 特別防災区域 

    発災事業所が、石油コンビナート等災害防止法（昭和50

年法律第84号。以下この項で「法」という。）第２条第２

号に規定する特別防災区域内に存する場合のみ、当該地区

名を記入すること。また、法第２条第４号に規定する第一

種事業所にあっては、「レイアウト第一種」、「第一種」

のいずれかを、同条第５号に規定する第二種事業所は「第

二種」を、その他の事業所は「その他」を○で囲むこと。 

  (4) 覚知日時及び発見日時 

    「覚知日時」は、消防機関が当該事故を覚知した日時を、

「発見日時」は事業者が当該事故を発見した日時を記入す

ること。 

  (5) 物質の区分及び物質名 

    事故の発端となった物質で、欄中、該当するものの記号

を○で囲み、物質の化学名を記入すること。なお、当該物

質が消防法（昭和23年法律第186号）で定める危険物である

場合には、危険物の類別及び品名について記入すること。 

  (6) 施設の区分 

    欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。 

  (7) 施設の概要 

    「○○と××を原料とし、触媒を用いて＊＊製品を作る

△△製造装置」のように記入すること。なお、当該施設が

危険物施設である場合には、危険物施設の区分（製造所等

の別）についても記入すること。 

  (8) 事故の概要 

２ 第２号様式（特定の事故） 

  (1) 事故名（表頭）及び事故種別 

    特定の事故のうち、「事故名」及び｢事故種別｣の欄中、

該当するものの記号を○で囲むこと。 

  (2) 事業所名 

    「事業所名」は、「○○（株）○○工場」のように、事

業所の名称のすべてを記入すること。 

  (3) 特別防災区域 

    発災事業所が、石油コンビナート等災害防止法（昭和50

年法律第84号。以下この項で「法」という。）第２条第２

号に規定する特別防災区域内に存する場合のみ、当該地区

名を記入すること。また、法第２条第４号に規定する第一

種事業所にあっては、「レイアウト第一種」、「第一種」

のいずれかを、同条第５号に規定する第二種事業所は「第

二種」を、その他の事業所は「その他」を○で囲むこと。 

  (4) 覚知日時及び発見日時 

    「覚知日時」は、消防機関が当該事故を覚知した日時を、

「発見日時」は事業者が当該事故を発見した日時を記入す

ること。 

  (5) 物質の区分及び物質名 

    事故の発端となった物質で、欄中、該当するものの記号

を○で囲み、物質の化学名を記入すること。なお、当該物

質が消防法（昭和23年法律第186号）で定める危険物である

場合には、危険物の類別及び品名について記入すること。 

  (6) 施設の区分 

    欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。 

  (7) 施設の概要 

    「○○と××を原料とし、触媒を用いて＊＊製品を作る

△△製造装置」のように記入すること。なお、当該施設が

危険物施設である場合には、危険物施設の区分（製造所等

の別）についても記入すること。 

  (8) 事故の概要 



156 

    事故発生に至る経緯、態様、被害の状況等を記入するこ

と。 

  (9) 消防防災活動状況及び救急救助活動状況   

    防災本部、消防機関及び自衛消防組織等の活動状況並び

に都道府県又は市町村の応急対策の状況を記入すること。

また、他の消防機関等への応援要請及び消防機関等による

応援活動の状況についても記入すること。 

  (10) 災害対策本部等の設置状況 

    当該事故に対して、都道府県又は市町村が災害対策本

部、現地災害対策本部、事故対策本部等を設置した場合に

は、その設置及び解散の日時について記入すること。 

  (11) その他の参考事項 

    以上のほか、特記すべき事項があれば、記入すること。 

    （例） 

     ・自衛隊の派遣要請、出動状況 

  (12) 原子力災害等の場合 

   ア 原子力災害等が発生するおそれがある場合には、「発

生」を「発生のおそれ」に読み替えること。 

   イ 原子力災害等による死傷者については、「負傷者」を

「負傷者」、「被ばく者」、「汚染者」に区分して記入

すること。 

   ウ その他参考事項として、付近住民の避難、屋内避難及

び安定ヨウ素剤服用の状況を記入するとともに、地域防

災計画に「原子力発電所異常事態通報様式」等が定めら

れている場合には、当該通報の内容を併せて報告するこ

と。 

    事故発生に至る経緯、態様、被害の状況等を記入するこ

と。 

  (9) 消防防災活動状況及び救急救助活動状況   

    防災本部、消防機関及び自衛消防組織等の活動状況並び

に都道府県又は市町村の応急対策の状況を記入すること。

また、他の消防機関等への応援要請及び消防機関等による

応援活動の状況についても記入すること。 

  (10) 災害対策本部等の設置状況 

    当該事故に対して、都道府県又は市町村が災害対策本

部、現地災害対策本部、事故対策本部等を設置した場合に

は、その設置及び解散の日時について記入すること。 

  (11) その他の参考事項 

    以上のほか、特記すべき事項があれば、記入すること。 

    （例） 

     ・自衛隊の派遣要請、出動状況 

  (12) 原子力災害等の場合 

   ア 原子力災害等が発生するおそれがある場合には、「発

生」を「発生のおそれ」に読み替えること。 

   イ 原子力災害等による死傷者については、「負傷者」を

「負傷者」、「被ばく者」、「汚染者」に区分して記入

すること。 

   ウ その他参考事項として、付近住民の避難、屋内避難及

び安定ヨウ素剤服用の状況を記入するとともに、地域防

災計画に「原子力発電所異常事態通報様式」等が定めら

れている場合には、当該通報の内容を併せて報告するこ

と。 
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（項目追加） 
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 ＜救急・救助事故・武力攻撃災害等即報＞ 

 ３ 第３号様式（救急・救助事故・武力攻撃災害等） 

  (1) 事故災害種別 

    「事故災害種別」の欄中、該当するものの記号を○で囲

むこと。 

  (2) 事故等の概要 

    「事故等の概要」は、発生した事故等の種別、概略、経

過等を記入すること。 

  (3) 死傷者等 

   ア 「死傷者等」には、急病人等を含む。 

   イ 「不明」とは、行方不明等所在が判明しないものをい

う。 

  (4) 救助活動の要否 

     救助活動を要する又は要した事故であるか否かを記入

すること。 

  (5) 要救護者数（見込） 

     救助する必要がある者（行方不明者あるいは救助の要

否が不明の者を含む。）で、未だ救助されていない者の数

を記入すること。 

     また、「救助人員」は、報告時点で救助が完了した者の

数を記入すること。 

  (6) 消防・救急・救助活動状況 

     出動した消防隊、救急隊、救助隊等（応援出動したもの

を含む。）について、所属消防本部名、隊の数、人員、出

動車両数等を記入するとともに、傷病者の搬送状況等活

動の状況について記入すること。 

  (7) 災害対策本部等の設置状況 

     当該事故に対して、都道府県又は市町村が災害対策本

部、現地災害対策本部、事故災害対策本部等を設置した場

合には、その設置及び廃止の日時について記入すること。 

   

 

＜救急・救助事故等即報＞ 

 ３ 第３号様式（救急・救助事故等） 

  (1) 事故災害種別 

    「事故災害種別」の欄中、該当するものの記号を○で囲

むこと。 

  (2) 事故等の概要 

    「事故等の概要」は、発生した事故等の種別、概略、経

過等を記入すること。 

  (3) 死傷者等 

   ア 「負傷者等」には、急病人等を含む。 

   イ 「不明」とは、行方不明等所在が判明しないものをい

う。 

  (4) 救助活動の要否 

    救助活動を要する又は要した事故であるか否かを記入

すること。 

  (5) 要救護者数（見込） 

    救助する必要がある者（行方不明者あるいは救助の要否

が不明の者を含む。）で、未だ救助されていない者の数

を記入すること。 

    また、「救助人員」は、報告時点で救助が完了した者の

数を記入すること。 

  (6) 消防・救急・救助活動状況 

    出動した消防隊、救急隊、救助隊等（応援出動したもの

を含む。）について、所属消防本部名、隊の数、人員、

出動車両数等を記入するとともに、傷病者の搬送状況等

活動の状況について記入すること。 

  (7) 災害対策本部等の設置状況 

    当該事故に対して、都道府県又は市町村が災害対策本

部、現地災害対策本部、事故災害対策本部等を設置した

場合には、その設置及び解散の日時について記入するこ

と。 
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(8) その他参考事項 

    以上のほか、応急措置等について、特記すべき事項があ

れば記入すること。 

    （例） 

     ・都道府県、市町村、その他関係機関の活動状況 

     ・避難の勧告・指示の状況 

     ・避難所の設置状況 

     ・自衛隊の派遣要請、出動状況 

・ＮＢＣ検知結果（剤の種類、濃度等） 

・被害の要因（人為的なもの） 

不審物（爆発物）の有無 

立てこもりの状況（爆弾、銃器、人物等） 

(8) その他参考事項 

    以上のほか、応急措置等について、特記すべき事項があ

れば記入すること。 

    （例） 

     ・都道府県、市町村、その他関係機関の活動状況 

     ・避難の勧告・指示の状況 

     ・避難所の設置状況 

     ・自衛隊の派遣要請、出動状況 

          （新設） 

     （新設） 
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（項目追加） 
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＜災害即報＞ 

 ４ 第４号様式 

  (1) 第４号様式－その１（災害概況即報） 

    災害の具体的な状況、個別の災害現場の概況等を報告す

る場合や災害の当初の段階で被害状況が十分把握できて

いない場合（例えば、地震時の第一報で、死傷者の有無、

火災、津波の発生の有無等を報告する場合）には、本様式

を用いること。 

   ア 災害の概況 

    (ア)  発生場所、発生日時 

      当該災害が発生した具体的地名（地域名）及び日時

を記入すること。 

    (イ)  災害種別概況 

       a 風水害については、降雨の状況及び河川のはん

濫、溢水、崖崩れ、地すべり、土石流等の概況 

        b 地震については、地震に起因して生ずる火災、

津波、液状化、崖崩れ等の概況 

        c 雪害については、降雪の状況並びに雪崩、溢水

等の概況 

        d 火山噴火については、噴火の状況及び溶岩流、

泥流、火山弾、火山灰等の概況 

e その他これらに類する災害の概況 

   イ 被害の状況 

     当該災害により生じた被害の状況について、判明して

いる人的被害及び住家の被害に重点を置いて記入する

こと。 

１１９番通報の件数を記入する欄については、第３ 直

接即報基準に該当する災害において、市町村から消防庁に

直接報告をする際に記入すること。 

なお、１１９番通報件数については、災害対応の初動段

階において、災害の規模を推察する上で重要な情報となる

ため、集計が困難な場合は、入電の多寡について可能な限

＜災害即報＞ 

 ４ 第４号様式 

  1) 第４号様式－その１（災害概況即報） 

    災害の具体的な状況、個別の災害現場の概況等を報告す

る場合、災害の当初の段階で被害状況が十分把握できてい

ない場合（例えば、地震時の第一報で、死傷者の有無、火

災、津波の発生の有無等を報告する場合）には、本様式を

用いること。 

   (1) 災害の概況 

    ア 発生場所、発生日時 

      当該災害が発生した具体的地名（地域名）及び日時

を記入すること。 

     イ 災害種別概況 

    （ア） 風水害については、降雨の状況及び河川のはん

濫、溢水、崖崩れ、地すべり、土石流等の概況 

    （イ） 地震については、地震に起因して生ずる火災、

津波、液状化、崖崩れ等の概況 

    （ウ） 雪害については、降雪の状況並びに雪崩、溢水

等の概況 

    （エ） 火山噴火については、噴火の状況及び溶岩流、

泥流、火山弾、火山灰等の概況 

    （オ） その他これらに類する災害の概況 

(2) 被害の状況 

     当該災害により生じた被害の状況について、判明して

いる事項を具体的に記入すること。その際特に人的被害

及び住家の被害に重点を置くこと。 
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り報告をすること。 

   ウ 応急対策の状況 

   （ア）当該災害に対して、災害対策本部、現地災害対策本

部、事故対策本部等（以下「災害対策本部等」という。）

を設置した場合にはその設置及び廃止の日時を記入

すること。 

なお、複数の市町村で災害対策本部等を設置するな

ど、当該欄に記入できない場合には、任意の様式を用

いて報告をすること。 

また、庁舎被害等の発生に起因して、予定された場

所以外に災害対策本部等が設置されるなど特記すべ

き事象がある場合は、その旨を併せて記入すること。 

（イ）消防機関等の活動状況については、地元消防本部、

消防団、消防防災ヘリコプター、消防組織法第39条に

基づく応援消防本部等について、その出動規模、活動

状況等をわかる範囲で記入すること。 

（ウ）自衛隊の災害派遣要請を行った場合には、その日時

及び内容を記入すること。 

(エ) その他都道府県又は市町村が講じた応急対策につい

ては、避難所の設置状況、他の地方公共団体への応援

要請等について記入すること。 

また、大雨、津波、火山噴火等に係る特別警報が発

表された場合などにおいては、警報の伝達、避難指示

等の発令状況等の警戒・避難対策について記入するこ

と。なお、避難指示等の発令状況については、第４号

様式（その１）別紙を用いて報告すること。 

 

 (3) 応急対策の状況 

     当該災害に対して、災害対策本部、現地災害対策本部、

事故対策本部等を設置した場合にはその設置及び解散

の日時を記入するとともに、市町村（消防機関を含む。）

及び都道府県が講じた応急対策について記入すること。 

     （例） 

      ・消防、水防、救急・救助等消防機関の活動状況 

      ・避難の勧告・指示の状況 

      ・避難所の設置状況 

      ・他の地方公共機関への応援要請、応援活動の状況 

      ・自衛隊の派遣要請、出動状況 

    （新設） 
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（項目追加） 
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（新様式） 
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(2) 第４号様式（その２）（被害状況即報） 

管内の被害状況や避難に関する状況等を把握できる

段階に至った場合、本様式を用いること。 

   ア 各被害欄 

     原則として、報告の時点で判明している最新の数値を

記入する。ただし、被害額については、省略することが

できる。 

     なお、「水道」、「電話」、「電気」及び「ガス」に

ついては、それぞれ報告時点における断水戸数、通話不

能回線数、停電戸数及び供給停止戸数を記入すること。 

また、市町村ごとの人的被害・住家被害については、

第４号様式（その２）別紙を用いて報告すること。 

   イ 災害対策本部等の設置状況 

     当該災害に対して、都道府県又は市町村が災害対策本

部、現地災害対策本部、事故災害対策本部等を設置した

場合には、その設置及び廃止の日時について記入するこ

と。 

   ウ 災害救助法適用市町村名 

     市町村毎に、適用日時を記入すること。 

   エ 災害の概要 

     災害の概況欄には次の事項を記入すること。 

   (ア) 災害の発生場所 

      被害を生じた市町村名又は地域名 

   (イ) 災害の発生日時 

      被害を生じた日時又は期間 

   (ウ) 災害の種類、概況 

      台風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等の種

別、災害の経過、今後の見通し等 

    

オ 応急対策の状況 

      消防機関等の活動状況について記入するとともに、

自衛隊の災害派遣要請を行った場合にはその日及び

2) 第４号様式－その２（被害状況即報） 

 

 

   (1) 各被害欄 

     原則として、報告の時点で判明している最新の数値を

記入する。ただし、被害額については、省略することが

できる。 

     なお、「水道」、「電話」、「電気」及び「ガス」に

ついては、それぞれ報告時点における断水戸数、通話不

能回線数、停電戸数及び供給停止戸数を記入する。 

 

 

   (2) 災害対策本部等の設置状況 

     当該災害に対して、都道府県又は市町村が災害対策本

部、現地災害対策本部、事故災害対策本部等を設置した

場合には、その設置及び解散の日時について記入するこ

と。 

   (3) 災害救助法適用市町村名 

     市町村毎に、適用日時を記入すること。 

   (4) 備考欄 

     備考欄には次の事項を記入すること。 

    ア 災害の発生場所 

      被害を生じた市町村名又は地域名 

    イ 災害の発生日時 

      被害を生じた日時又は期間 

    ウ 災害の種類、概況 

      台風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等の種

別、災害の経過、今後の見通し等 

    エ 応急対策の状況 

      市町村（消防機関を含む。）及び都道府県が講じた

応急対策について記入すること。 

      （例） 
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内容を記入すること。 

また、その他の欄については、避難所の設置状況、災

害ボランティアの活動状況等を記入すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       ・消防、水防、救急・救助等消防機関の活動状           

        況 

       ・避難の勧告・指示の状況 

       ・避難所の設置状況 

       ・他の地方公共団体への応援要請、応援活動の状

況 

       ・自衛隊の派遣要請、出動状況 

       ・災害ボランティアの活動状況 

 

 

 

 

（様式変更） 
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（比較のため、以下参考として掲載） 

 

 
 



168 
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６ 災害拠点病院一覧表 

令和７年６月現在 

（基幹災害医療センター・地域災害医療センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 医療機関 

施 設 

名 
所在地 

電話番

号 

（0940

） 

救

急

指

定 

備  考 

産業医科

大学病院 

（災害拠

点病院） 

北九州市八

幡西区医生

ヶ丘 1-1 

093-

603-

1611 

FAX093

-692-

8892 

○ 総合病院 

宗像医師

会病院 

（地域医

療支援病

院） 

宗像市田熊 5

丁目 5-3 

37-

1188 

FAX37-

0016 

○ 

内科､呼吸器科､循環器

科､消化器科､外科､整形

外科､ﾘｳﾏﾁ科､ﾘﾊﾋﾞﾘ科､

小児科､放射線科､腎内

科 

蜂須賀病

院 

宗像市野坂

2650 

36-

3636 

FAX36-

3672 

○ 整形外科､脳神経外科 

宗像水光

会総合病

院 

上西郷 341-1 
34-

3111 
－ 

胃腸科､眼科､形成外科､

外科､肛門科､呼吸器科､

産科､産婦人科､耳鼻咽

喉科､循環器科､消化器

科､小児科､心臓血管外

科､整形外科､内科､脳神

経外科､泌尿器科､皮膚

科､婦人科､ﾘｳﾏﾁ科､ﾘﾊﾋﾞ

ﾘ科 

宮城病院 上西郷 392-1 
43-

7373 

－ 外科､循環器科､整形外

科､内科､ﾘﾊﾋﾞﾘ科 

敷 地 内 外 区 分 病院からの距離

基幹災害医療センター 福岡・糸島 国立病院機構九州医療センター ○ 702 福岡市地行浜1-8-1 092-852-0700 屋 上 非 公 共 用

地域災害医療センター 宗 像 宗 像 水 光 会 総 合 病 院 ○ 300 福津市日蒔野5-7-1 0940-34-3111 敷 地 外 緊 急 時 2.0km

電話番号 ヘリポートの状況DMAT

指定

区分 二次医療機関 医療機関名 病床数 所在地
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岩橋医院 内殿 1018-1 
42-

0259 

－ 
内科 

林内科医

院 

東福間1丁目

3-1 

43-

1177 

－ 
内科 

兵働内科

医院 

花見が丘1丁

目 5-15 

42-

2100 

－ 
内科 

松岡内科 宮司 1700-3 

52-

1302 

FAX52-

2868 

－ 

内科､循環器科､胃腸科 

勝浦診療

所 
勝浦 3154-2 

52-

0830 

－ 
内科 

しば田ク

リニック 

中央 3 丁目

9-1-2F 

43-

5222 

－ 
内科 

田畑医院 津屋崎 930 
52-

0115 

－ 
内科､小児科､放射線科 

渡辺クリ

ニック 

若木台1丁目

12-2 

42-

0046 

－ 
胃腸科､小児科､内科 

青野内科

小児科医

院 

福間南3丁目

1-26 

43-

0131 

－ 

小児科､内科 

医療法人

あいだ医

院 

東福間3丁目

4-3 

42-

3101 

－ 

小児科､内科 

上田内科

小児科医

院 

宮司 1724-1 
52-

2823 

－ 

小児科､内科 

竹中小児

科医院 

中央 6 丁目

21-30 

42-

0043 

－ 
小児科､内科 

まつなが

小児科医
宮司 1937-1 

52-

4363 

－ 
小児科 
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院 

北九州津

屋崎病院 
渡 1693 

52-

0034 

－ 呼吸器科､心療内科､内

科､ﾘﾊﾋﾞﾘ科 

池田内科

クリニッ

ク 

中央 3 丁目

10-1-1F 

42-

8688 

－ 呼吸器科､循環器科､消

化器科､神経科､ 

神経内科､内科 

小島医院 津屋崎 800 
52-

0213 

－ 
胃腸科､消化器科､内科 

星野医院 
花見の里3丁

目 17-6 

42-

0338 

－ 
内科､皮膚科 

すわクリ

ニック 

中央 6 丁目

19-1 

43-

8808 

FAX 43-

8998 

－ 
胃腸科､循環器科､消化

器科､医院・診療所､内

科､リハビリ科 

津屋崎中

央病院 
渡 1564 

52-

0120 

FAX 52-

0574 

－ 在宅介護サービス､内

科､ 

循環器科､心療内科､リ

ハビリ科 

東福間病

院 
津丸 1164-3 

43-

1311 

－ 胃腸科､耳鼻咽喉科､消

化器科､内科､ 

皮膚科､リハビリ科 

福間病院 
花見が浜1丁

目 5-1 

42-

0145 

－ 歯科､神経科､心療内科､

精神科､内科 

古野内科・

循環器科 

西福間2丁目

5-23 

34-

9090 

－ 循環器科､内科､呼吸器

科 

野田クリ

ニック 

中央 3 丁目

8-5-2F 

34-

3322 

－ 
内科､心療内科､精神科 

松野脳神

経クリニ

ック 

光陽台1丁目

1-5 

43-

5055 

FAX 43-

5015 

－ 

内科､脳神経外科､リハ

ビリ科 
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上妻整形

外科医院 

中央 5 丁目

24-7 

42-

0089 

－ 
整形外科 

医療法人

荒牧整形

外科医院 

中央 4 丁目

21-5 

34-

3355 

－ 
整形外科､リウマチ科､

リハビリ科 

桑原整形

外科医院 

中央 6 丁目

10-5 

42-

0020 

－ 整形外科､リウマチ科､

リハビリ科 

中島外科 宮司 1860-1 
52-

1300 

－ 胃腸科､消化器科､整形

外科 

日野皮フ

科医院 

中央 3 丁目

10-6 

43-

5521 

－ 
皮膚科 

石田レデ

ィースク

リニック 

有弥の里2丁

目 10-17 

35-

8080 

－ 

産科､産婦人科､婦人科 

なかしま

眼科 

中央 4 丁目

20-10 

34-

3188 

－ 
眼科 

福間眼科

クリニッ

ク 

中央 6 丁目

21-27 

42-

3503 

－ 

眼科 

吉村耳鼻

咽喉科 

中央 5 丁目

25-24 

35-

8686 

(FAX

兼) 

－ 

耳鼻咽喉科 
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７ 感染症指定医療機関一覧表 

 

(1) 第一種感染症指定医療機関 

医 療 機 関 名 住  所 
感染症

病床数 

電話 

福岡東医療センター 古賀市千鳥1

－1－1 

２ 092-943-

2331 

 

 

(2) 第二種感染症指定医療機関 

医 療 機 

関 名 
住  所 

感染症

病床数 

電話 

福岡市民病院 福岡市博多区吉塚

本町１３－１ 

４ 092-

632-

1111 

国立病院機構

九州医療セン

ター 

福岡市中央区地行

浜１－８－１ 

２ 092-

852-

0700 

福岡赤十字病

院 

福岡市南区大楠３

－１－１ 

２ 092-

521-

1211 

福岡大学筑紫

病院 

筑紫野市俗明院１

－１－１ 

２ 092-

921-

1011 

福岡徳洲会病

院 

春日市須玖北４－

５ 

２ 092-

573-

6622 

福岡東医療セ

ンター 

古賀市千鳥１－１

－１ 

１０ 092-

943-

2331 

北九州市立医

療センター 

北九州市小倉北区

馬借２－１－１ 

１６ 093-

541-
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1831 

田川市立病院 田川市大字糒１７

００－２ 

８ 0947-

44-2100 

聖マリア病院 久留米市津福本町

４２２ 

６ 0942-

35-3322 

新古賀病院 久留米市天神町１

２０ 

８ 0942-

38-2222 

筑紫市立病院 筑後市大字和泉９

１７－１ 

２ 0942-

53-7511 

大牟田病院 大牟田市大字橘１

０４４－１ 

２ 0944-

58-1122 
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８ 緊急交通路一覧表 

地

域 

種別 道路名 距 離

(km) 

選定理由 予備路線 

福
岡
地
区 

陸上

輸送 

九州縦貫

自動車道 

133.6 本州、九州・南

部方面等から

の緊急輸送 

国道３号 

国道３号 161.9 本州、九州・南

部方面等から

の緊急輸送 

九州縦貫

自動車道 

海上

輸送 

国道３号 161.9 博多港（箱崎

埠頭）等から

の緊急輸送 
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